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平成２６年上富良野町決算特別委員会会議録（第１号） 

 

平成２６年１０月７日（火曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第１２号 平成２５年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

議案第１１号 平成２５年度上富良野町企業会計決算の認定について 

─────────────────────────────────────────────── 

○議事日程 

開会宣告・開議宣告 

１ 正・副委員長選出 

２ 議案審査 

  (1) 付議事件名〔平成２６年第３回定例会付託〕 

    議案第１２号 平成２５年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

    議案第１１号 平成２５年度上富良野町企業会計決算の認定について 

  (2) 日程 

    ①書類審査〔第２会議室へ移動し２分科会による分担審査〕 

    ②担当外の書類審査 

    ③全体での書類審査 

散会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長       長谷川 徳 行 君   副 委 員 長       岡 本 康 裕 君             

   委 員       佐 川 典 子 君            委 員       小 野  忠 君             

   委 員       村 上 和 子 君            委 員       米 沢 義 英 君             

   委 員       金 子 益 三 君            委 員       徳 武 良 弘 君             

   委 員       谷   忠 君            委 員       岩 崎 治 男 君             

   委 員       中 澤 良 隆 君            委 員       今 村 辰 義 君             

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         向 山 富 夫 君     副 町 長         田 中 利 幸 君          

 教 育 長         服 部 久 和 君     代表監査委員         米 田 末 範 君 

 議選監査委員         中 村 有 秀 君     会 計 管 理 者         菊 池 哲 雄 君          

 総 務 課 長         北 川 和 宏 君              産業振興課長         辻     剛 君 

 農業委員会事務局長         北 越 克 彦 君              保健福祉課長          石 田 昭 彦 君         

 町民生活課長         林   敬 永 君     建設水道課長         佐 藤   清 君 

 教育振興課長         野 﨑 孝 信 君     ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君 

 町立病院事務長  山 川   護 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         藤 田 敏 明 君     次 長         佐 藤 雅 喜 君 

 主 事         新 井 沙 季 君         
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １１名） 

─────────────────── 

○事務局長（藤田敏明君） おはようございます。 

 決算特別委員会に先立ち、議長と町長から御挨拶

をいただきます。 

 初めに、議長から御挨拶をいただきます。 

○議長（西村昭教君） おはようございます。 

 決算特別委員会ということで、きょうから３日

間、長丁場になりますけれども、ひとつよろしくお

願い申し上げたいと思います。 

 皆さんも既に御存じのとおり、決算については、

継続事業、あるいは単年度の単発の事業、あるいは

政策的な事業といろいろございます。そういう中

で、その中身も理解をしながら、ひとつよろしくお

願い申し上げたいと思います。 

 次年度への予算編成の継続事業については、また

大きな判断の材料となるところでありますので、そ

の点も含めて、ひとつよろしくお願い申し上げたい

と思います。 

 特に細かな点では、最近はいろいろなものが値上

げされておりますが、特に燃料、あるいは電気、そ

れから消費税等の値上げによりまして、じわじわと

目につかないような形で上がってきているようなも

のも多々見受けられるところでありますけれども、

今後そういうことも予算の中ではまた影響してくる

のかなと感じているところでありますので、どうぞ

その点もよろしく精査をして、決算に臨んでいただ

きたいと思います。 

 長丁場になりますけれども、ひとつよろしくお願

い申し上げたいと思います。 

○事務局長（藤田敏明君） 続きまして、町長から

御挨拶をいただきます。 

○町長（向山富夫君） 皆さんおはようございま

す。お許しを賜りまして、一言御挨拶を申し上げた

いと思います。 

 まず、御挨拶の前に、先般、突然の御嶽山の噴火

によりまして、多くの方が犠牲となられたことに対

しまして、改めて心から御冥福をお祈り申し上げる

次第でございます。 

 十勝岳と共生する町として、火山とどのように向

き合っていくかということで、改めて意識を新たに

したところでございます。 

 これからも登山者を含め、皆さんに安心安全な地

域としていけるように意を用いてまいりたいという

ふうに考えております。 

 さて、今般、平成２５年度におきます決算を御審

査賜るわけでございますが、２５年度予算執行に当

たりましては、限られた財源を最大限有効に、かつ

効率的に執行することに心がけてまいりました。そ

ういう中で、最大の住民サービスができるようにと

いうことで取り組んできたところでございます。ど

うか十分御審査を賜りまして、御認定賜りますよう

心からお願い申し上げまして、御挨拶とさせていた

だきます。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○事務局長（藤田敏明君） 正副委員長の選出でご

ざいますが、平成２６年第３回定例会で、議長及び

議会選出の監査委員を除く１２名をもって決算特別

委員会を構成しておりますので、正副委員長の選出

については、議長からお諮りを願います。 

○議長（西村昭教君） 正副委員長の選出にてお諮

りいたします。 

 議会運営に関する先例により、委員長に副議長、

副委員長に総務産建常任委員長ということで、御異

議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、決算特別委員会の委員長に長谷川徳行

君、副委員長に岡本康裕君と決しました。 

○事務局長（藤田敏明君） 長谷川委員長は、委員

長席へ移動願います。 

（長谷川委員長、席へ移動） 

○事務局長（藤田敏明君） それでは、長谷川委員

長から御挨拶をいただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。 

 さきの第３回定例会に上程されました上富良野町

各会計及び各企業会計の決算認定の件がまだ十分な

審議が必要と決算特別委員会が設置され、先例によ

りまして委員長に就任いたしました。よろしくお願

いいたします。 

 御案内のとおり、本委員会は、議会が議決した平

成２５年度予算は適正に執行されたか、また、町民

の福祉の向上、そしてＱＯＬの向上に寄与されたか

を十分に審議、検証していただく貴重な委員会だと

思っております。二元代表制の片方の車輪として住

民の負託を受け、そして責任と義務を果たすため

に、闊達な委員の皆様の質疑をお願いいたします。 

 また、理事者並びに説明員におかれましては、質

問者の意図を十分酌み、把握されて、的確な答弁を

お願いしたいと思います。 

 ３日間にわたる委員会でございますが、円滑な運

営に努めたいと思いますので、委員各位、理事者並

びに説明員の皆様方の御協力をお願いいたしまし

て、挨拶といたします。 

 よろしくお願いいたします。 

 ただいまの出席委員は１１名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会を開会
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いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本委員会の議事日程については、事務局長から説

明をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 御説明申し上げます。 

 本委員会の案件は、平成２６年第３回定例会にお

いて付託されました議案第１２号平成２５年度上富

良野町各会計歳入歳出決算認定について、議案第１

１号平成２５年度上富良野町企業会計決算認定につ

いての２件であります。 

 本委員会の議事日程につきましては、お手元に配

付いたしました議事日程のとおり、会期は本日より

１０月９日までの３日間とし、本日は、これより会

場を第２会議室に移し、議席番号順に２分科会を構

成し、各分科会において分科長を選出し、担当会計

の書類審査を正午まで行い、昼食休憩後、担当外の

書類審査を午後３時までとし、その後、全体審査を

午後５時１５分まで行います。 

 ２日目の８日は、議事堂において、一般会計の質

疑を決算書により行います。 

 なお、歳出につきましては、款ごとに質疑を進め

ます。 

 ３日目の９日は、議事堂において、特別会計及び

企業会計決算の質疑を決算書により行います。その

後、分科会ごとに審査意見書案の作成、全体で審議

をして成案を決定、理事者に審査意見書を提出し、

理事者の所信表明、討論、表決という順序で進めま

す。 

 なお、分科会の構成は、１３番長谷川委員長を除

き、第１分科会は議席番号１番から６番までの６名

の委員、第２分科会は議会選出の７番中村監査委員

を除く議席番号８番から１２番までの５名の委員と

なります。 

 本委員会の説明員は、町長初め議案審議に関係す

る課長、主幹並びに担当職員となっております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 本委員会の議事日程については、ただいまの説明

のとおりとしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の議事日程は、ただいまの説明

のとおりと決しました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱いは委員長

の許可としたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 異議なしと認めます。 

 よって、本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱い

は委員長の許可とすることに決しました。 

 これより、本委員会に付託されました議案第１２

号平成２５年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定

について、及び議案第１１号平成２５年度上富良野

町企業会計決算認定について議題とします。 

 本件は、さきに説明が終了しておりますので、直

ちに分科会を開催し、各分科長を選出の上、地方自

治法第９８条第１項の規定による書類審査を行いま

す。 

 なお、本委員会の書類審査は、各会計歳入歳出決

算及び企業会計決算の審査とします。 

 なお、事前の資料要求がありましたので、協議の

上、本日配付したところでありますので、審査の参

考に願います。 

 念のために申し上げます。 

 書類審査により知り得た事項の中には、秘密に属

する事項があると思いますが、これについては、外

部に漏らすことのないよう、十分に御注意願いま

す。 

 また、審査に当たって、所定の書類以外に必要な

資料がございましたら各分科会で協議し、決算特別

委員会審査資料要求書に必要事項を記入の上、委員

長に申し出てください。 

 なお、資料要求は、本日の書類審査までとし、明

日以降の質疑応答中は要求できません。 

 これより、会場を第２会議室に移しますので、そ

の間、暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午前 ９時１１分 休憩 

午前 ９時１５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 ただいまから、分科会ごとの書類審査を始めま

す。直ちに分科長の選出をお願いします。 

（各分科会で分科長の選出協議） 

○委員長（長谷川徳行君） 各分科長選出の報告を

求めます。第１分科会。 

（第１分科会から金子益三君と報告あり。） 

○委員長（長谷川徳行君） 第２分科会。 

（第２分科会から谷忠君と報告あり。） 

○委員長（長谷川徳行君） 各分科長につきまして

は、ただいま報告のとおりであります。 

 それでは、１２時まで、担当の書類審査を始めて

ください。 



― 4 ― 

（書類審査） 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間は、１０時４５分です。 

─────────────── 

午前１０時３０分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 担当の書類審査を終了し、午後１時まで昼食休憩

といたします。 

─────────────── 

午後 ０時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続き

委員会を再開し、分科会の書類審査を続けます。 

 これより、午後３時まで担当外の書類審査を行い

ます。 

（書類審査） 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間は、２時４５分からです。 

─────────────── 

午後 ２時３０分 休憩 

午後 ２時４５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 以上で、担当外の書類審査を終了します。 

 お諮りします。 

 十分な書類審査ができたようですので、全体の書

類審査を省略し、本日はこれで散会することに賛成

の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

○委員長（長谷川徳行君） 以上で、本日の日程

は、全部終了しました。 

 本日は、これにて散会します。 

午後 ３時４８分 散会  
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平成２６年上富良野町決算特別委員会会議録（第２号） 

 

平成２６年１０月８日（水曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第１２号 平成２５年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

議案第１１号 平成２５年度上富良野町企業会計決算の認定について 

─────────────────────────────────────────────── 

○議事日程 

開議宣告 

１ 議案審査 

  議案第１２号 平成２５年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

   (1) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入） 

     １款（町税）～２１款（町債） 

   (2) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出） 

     ①１款（議会費）～２款（総務費） 

     ②３款（民生費） 

     ③４款（衛生費） 

     ④５款（労働費）～７款（商工費） 

     ⑤８款（土木費） 

     ⑥９款（教育費） 

     ⑦１０款（公債費）～１３款（災害復旧費） 

散会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長       長谷川 徳 行 君   副 委 員 長       岡 本 康 裕 君             

   委 員       佐 川 典 子 君            委 員       小 野  忠 君             

   委 員       村 上 和 子 君            委 員       米 沢 義 英 君             

   委 員       金 子 益 三 君            委 員       徳 武 良 弘 君             

   委 員       谷   忠 君            委 員       岩 崎 治 男 君             

   委 員       中 澤 良 隆 君            委 員       今 村 辰 義 君             

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         向 山 富 夫 君     副 町 長         田 中 利 幸 君          

 教 育 長         服 部 久 和 君     代表監査委員         米 田 末 範 君 

 議選監査委員         中 村 有 秀 君     会 計 管 理 者         菊 池 哲 雄 君          

 総 務 課 長         北 川 和 宏 君     産業振興課長  辻     剛 君 

 農業委員会事務局長         北 越 克 彦 君              保健福祉課長          石 田 昭 彦 君         

 町民生活課長         林   敬 永 君     建設水道課長         佐 藤   清 君 

 教育振興課長         野 﨑 孝 信 君     ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君 

 町立病院事務長  山 川   護 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 
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 局 長         藤 田 敏 明 君     次 長         佐 藤 雅 喜 君  

 主     事  新 井 沙 季 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １１名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。

御出席御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１１名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会２日目

を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程については、さきにお配りしまし

た日程で進めていただきますようお願い申し上げま

す。 

 これより、平成２５年度上富良野町各会計歳入歳

出決算認定に関し、質疑を行います。 

 初めに、各会計決算の一般会計より質疑を行いま

す。 

 一般会計の歳出については、款ごとに調書及び資

料とあわせて質疑を行います。 

 委員及び説明員にお願い申し上げます。 

 審議中の質疑、答弁につきましては、要点を明確

にし、簡潔に御発言されるようお願い申し上げま

す。 

 なお、質疑の方法は、一問一答で１項目ごとに質

疑を行いますので、質疑のある場合は挙手の上、議

席番号を告げ、委員長の許可を得てから自席で起立

し、ページ数と質疑の件名を申し出て発言願いま

す。 

 また、説明員は、挙手の上、職名を告げ、委員長

の許可を得てから自席で起立し、答弁願います。 

 それでは、質疑に入ります。 

 最初に、歳入、１款町税の２２ページから２１款

町債の５９ページまで、一括して質疑を行います。 

 ３番村上和子委員。 

○３番（村上和子君） ２３ページ、町税のところ

の収納ですけれども、コンビニ収納の率のわかる資

料をいただきました。それで、確かに件数も４８１

件、それと総額で１,３１６万円、ふえてきており

ますけれども、一方で、収入未済額が１,８００万

円もありまして、努力されていると思うのですけれ

ども、町民税は一定の基準によって租税力のある者

に対して課税していますので、やっぱり滞納という

のは許されるべきではないと。滞納が許されるので

あれば、町民の公平の原則に反すると思うのですけ

れども、この収納未済額、これについて努力されて

いると思うのですけれども、これの取り組みについ

てちょっと聞かせていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策担当主幹（斉藤 繁君） ３番村上委員

さんの御質問にお答えいたします。 

 収納対策につきましては、滞納または未納の分に

つきましては、随時、財産調査等をいたしまして、

滞納処分できるものは直ちに滞納処分を行っており

ます。また、何らかの事情によりまして納税が著し

く困難な場合もありまして、そのような場合は、個

別に納税相談に応じているところであります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 今、個別訪問とか指導とか

やられていると思うのですけれども、その約束を守

らない人に対してもう少し強化するようなすべを

とってほしいなと思うのと、やっぱり回数も、幹部

職が滞納プロジェクトを組んでいろいろとやってい

るのだということを記載されておりますけれども、

もう少し回数をふやすとか、分納していますけれど

も、分納で追いつかないという、１２回で終わって

もまだ残っていくと、こういう状況もあるというこ

とが書いてありますので、そこのところ、回数をふ

やすなり、約束を守らない人に対してもうちょっと

強化するような策を考えてほしいと思うのですけれ

ども、いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ３番村上委員の滞

納の関係についてお答えさせていただきます。 

 先ほど、うちの担当主幹が申しましたとおり、そ

れぞれの取り組みを取り組ませていただきまして、

毎日それぞれの滞納者の方にお電話、また預金調査

等をしております。 

 先ほど、滞納プロジェクト１回ということでござ

いますが、絶えず開いてございますので、強化につ

いても今までの強化をそのまままた用いて、収納率

の向上に努めてまいりたいと思っております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかに。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ２２ページ、２３ページと

２４ページ、２５ページにかかわるところなのです

が、固定資産税の中の国有資産等所在市町村交付金

の中で、どちらも前年度から比べて若干減少してい

るということなのですが、たしか２４年度決算、そ

れから２６年度予算のときにも、我々議会のほうで

も言及しているのですけれども、これら徐々に徐々

に毎年目減りしていっているものに対して、どのよ

うな対策を講じているか、ちょっとお聞かせくださ

い。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ５番金子委員の固
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定資産税の中の国有資産等所在市町村交付金の関係

でございますが、こちらにつきましては、道のほう

から通知文書が参ります。その通知文書に基づいた

中で評価されたものが、こうした形で交付金として

交付されているものでございまして、減少につきま

しては、それぞれの経年の中での評価の変動だとい

うふうに捉えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） これは道のほうの基準とい

うか、それはこちらとしてはいかんともしがたいと

いうことで理解をしてよろしいのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ５番金子委員の固定資

産税にかかわる国有資産等所在市町村交付金と、あ

わせて２４ページの国有提供施設等所在市町村助成

交付金の２点の質問かと思いますけれども、いずれ

にしましても、防衛省のほうで管轄する部分につき

ましては、台帳価格というものを台帳に登載しまし

て、その台帳価格に応じて交付額を算定するわけで

すけれども、それぞれ固定資産税のほうにつきまし

ては、宿舎と３つの官舎がございますが、その宿舎

の固定資産税分ということで算定されますが、いず

れにしても固定資産というか、建物でありますの

で、経年で償却してまいりますので、新しく建てな

い限り、毎年その部分は償却していくということ

で、固定資産税部分につきましては台帳価格も下

がってきますので、算定率については変わりません

ので、毎年その部分については減額になっていく

と。 

 また、国有提供施設等所在市町村助成交付金につ

きましても、町でいけば演習場であるとか駐屯地の

施設等の土地、家屋、それから工作物の台帳が整え

られておりまして、土地については、その相場に

よって、毎年の価格の３年に１回の見直しで増減は

しますけれども、建物については新しく建てない限

り、これについても経年で台帳価格は下がってきま

すし、工作物につきましても償却資産の考え方で考

えますと、それも評価額が下がっていくと。それに

応じて全国の台帳価格で案分して交付金が算定され

ると。あわせまして、その部分については７割で算

定されますが、あとの３割につきましては、総務大

臣のほうで市町村の財政力等に応じて配分、通知す

るということになっておりますので、台帳価格が下

がることがやはり減額の大きな要因となっていると

ころでありますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２３ページの町税について

お伺いいたします。 

 町税の徴収所管の意見という形で載っております

が、この中では、年々不良債権化する傾向があると

いう形で表現されております。 

 そこでお伺いしたいのは、不納欠損等については

完全に不良化になって、債権化になっているかとい

うふうに思いますが、この１３５という世帯、人数

でしょうかね、こういった中で、将来的に不良化に

なる可能性があると思われるものは、徴収の努力も

されているという話ですから、前から相当努力もさ

れて頑張っているということでありますので、その

点、どのぐらいそういったものが見受けられるの

か、全くなければないでよろしいが、お伺いしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の不

良債権化になる見込みというのでしょうか、そうい

う考え方ですが、私どもの先ほどのお話もさせてい

ただきましたとおり、それぞれ個々の収入、資産等

の確認を毎回毎回させていただいております。そう

した中で、どうしても社会経済状況により入ってこ

ないという部分はございますが、基本的には全てを

不良債権という形ではなく、納めていただくという

ふうに考えて取り扱っているものでございますの

で、見込みとして幾らというふうにはとっていない

ことを御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 健全なものもあるという形

の評価でしょうが、そこら辺はいいとしても、次に

お伺いしたいのは、分納約束で１年以上かかる分納

等が当然出てくるかというふうに思います。 

 そこで、いわゆる分納しても、なおかつ年額に達

していない、そういう方も多数おられるということ

は前から明らかでありますが、その場合、いろいろ

と言葉のやりとりですから、その場で強い口調で

言ったりだとかというやりとりは、確かに人ですか

ら、起こり得るかというふうに思います。そこで、

一般的な、やっぱり常識のあるやりとりが少なくと

も納税を促進するものにつながるのだろうというふ

うに思いますので、その点は納税等、徴収等に行っ

た場合、教育というのはどういう立場でされている

のか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の滞

納に係る職員の接遇の関係かと思いますが、職員に

おきましては、滞納に係る相談の窓口について、親
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切な説明ということを心がけさせていただいており

ます。会話の中で誤解を受けるような場合も時とし

ては相手方に持たれるかもしれませんが、それは会

話の中で同じように細かい説明を丁寧にさせていた

だくということで、職員一同、絶えず日々の業務の

中で、私、主幹を含めて担当職員とそういう接遇に

ついて注意を払い、町民の皆さんのほうから誤解さ

れないような取り組みをさせていただいているもの

でありますので、御理解をお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員よろしいです

か。 

 ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 今のに関連してちょっとお尋

ねしたいのですけれども、課長の答弁の中で、未収

のものについては、当然回収になるのだという前提

でやっていると、こういうことですね。それは結構

なのだけれども、分類しなかったら、今、同僚委員

が発言したとおり、回収可能なものなのか、可能で

ないものか、担当職の中で分類しておかなかった

ら、次の予算の中に全部これ計上されてくるので

しょう。結果的に決算になったら、最後になったら

回収できなかったと、こういうことになるでしょ

う。それは甘過ぎませんかね。そういう考え方、ど

うですかね。 

 例えば、債権があったら、回収可能なものである

かどうかとか、市中でいえば、実質破綻先であると

か、そういう分類するでしょう。そういうものはで

きないの。当然やるべきだと思うのだけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ８番谷委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 先ほど私の説明不足で申しわけございませんでし

たが、不良債権、いわゆる１年以上にわたってもな

かなか全額回収できないもの云々につきましては、

それぞれ個別に内容を精査して分けてございます。

結果、その時間、１年以内というのが守れない、２

年、３年になるというのも見込みとしては立てて、

徴収に当たっております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） その徴収に当たっているのは

結構なのだし、やっていただかなければならない。

だけれども、それは全て、先ほど言ったとおり次年

度の予算の中にこれが計上されてくるんだ。結果的

に回収できなくなってくるということでしょう。収

入に見るんだ、これ。次年度の予算の中で入ってく

るものとして。分類してやっているのだったら、見

るほうがおかしくないかい。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ８番谷委員の御質問に私

のほうからお答えをさせていただきます。 

 委員御発言のとおり、この滞納、税で言いますと

１,８００万円余りになりますが、分類をしてござ

います。その分類は、不良債権と言われているもの

については地方税法に定めがありまして、例えば居

所不明、あるいは破産宣告をした者、さらには死亡

して、本来は死亡した場合においては、法定相続人

が相続をするのかしないのか、しないとすると、相

続放棄した場合には不良債権になりますし、あと財

産が無財産であって、その滞納処分をする財産がな

いというようなケース、そういうようなケースを地

方税法で定めておりまして、その１,８００万円相

当の不納額については、そういう分類をかけて、あ

と収納が可能なもの、さらにはまた悪質なもの、そ

ういうものを分類して、特に悪質なものについては

すぐに強制執行をかけるというような分類をさせて

いただいて、日々の収納に当たっているというとこ

ろであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） ということは、そういう分類

をして、回収不能だということであれば償却したり

して、次年度の予算の中にのせてこないと、その金

額は。そういう考え方でいいですか。そういう解釈

でいいのかな、私のほうとしては。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） 債権は必ず予算の中には

上がってきます。ただ、分類として、地方税法及び

国税徴収法に基づいて、強制執行を停止するという

手続があります。これは３年間停止をかけるのです

が、そういうものも手続としてやって、ただ、全体

金額としては全てのってきます。その中に結果とし

てこの２５年度の収入未済額が出てくるように、本

来、上富良野町にある債権はまともに全部のってき

まして、その中に不良債権があったとしても全部

のってきます。その不良債権も含めて収入未済額が

ここにのってくるというようなところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ちょっともう少し深くとい

うか、この収入未済額の１３５人なのですが、これ

は職種階層別にいったらどういう方が多いのかとい

うところをちょっとお伺いしたいと思います。 

 町のいただいた資料でも、給与所得、営業所得、

農業所得、その他の所得においても、２５年度、２

４年度と比べても２００万円以下の所得階層の方が

年々ふえる傾向にあるという、横ばいかそのぐらい



― 12 ― 

という傾向にあります。そうしますと、総体的にや

はり何らかの影響を受けて、営業あるいは経済的な

理由だとかを含めてそういう影響が出てきているの

かなというふうに思いますので、そういうものも含

めてどういう状況なのかというところをお伺いした

いというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 収納未済ということで、平成２５年度１３５人の

方の所得階層なのですが、今ちょっと手元に資料

が、申しわけございませんが、持ってきておりませ

んので、後ほどお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ４６ページの寄附金に相当

するところなのかなと思うのですけれども、地域振

興寄附という形で今いただいておりますが、これに

かかわることでふるさと納税に相当するところとい

うのは、今どれぐらいの件数が町に納まっているの

か、２５年度決算で教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ５番金子委員のふるさ

と納税にかかわる質問でありますが、４６ページに

出ている決算額につきましては、地域振興寄附金と

いう、これをふるさと納税でカウントしておりまし

て、３６件、１,１７９万８,９８０円ということ

で、中身的に言いますと、２８件が町内、約１,０

２０万円、それから町外で８件で１５０万円という

ことで、合わせて１,１７０万円強ということの決

算となっているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ということは、ほとんどが

町内の寄附ということで、町外、その中でいうと８

件、企業を除くと個人は恐らくもうちょっと減るの

かなというふうに考えられるのですが。 

 近年、ほかの市町村において、非常にそれらの取

り組みということを強化して、同じ道内においても

数億円のふるさと納税を集めている自治体がありま

すけれども、そういうものに対して我が町はどうい

う取り組みをする考えがあるのか、どういうことを

してきたのか、教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ５番金子委員のふるさ

と納税のこれまでのＰＲにかかわることだと思うの

ですが、どのような対応をしてきたかということで

ありますけれども、まず、当町におきましては、こ

の制度が始まってから、いろいろふるさと納税にか

かわる資料を作成していただきまして、札幌上富良

野会であるとか、東京ふらの会、東京上富良野会で

あるとかというところに、こういう制度があるの

で、ぜひふるさと上富良野に寄附をいただけないだ

ろうかという宣伝等もさせていただいております

が、今、金子委員が他市町村で数億円とかという実

績を上げているところにつきましては、ふるさと納

税をいただくことによって、いわゆる特典を与える

ということで実施している市町村も数多くあること

も理解しておりますが、それにかかわる経費につい

ても、やはりそれぞれの考え方があるかと思います

が、当町におきましては、純粋にふるさと上富良野

に対して応援をしていただきたいということに対し

まして御理解をいただくということで、今言ったパ

ンフレットを作成する、ホームページに載せるな

ど、こういう制度をやっていますよということで理

解をいただくことで寄附をいただくというような対

応をさせていただいているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 予算でないので、今後どう

いうふうにするかということは聞きませんけれど

も、今まで守りの部分で、課長がおっしゃるように

ホームページで募集をして、パンフレットで募集を

して、いわゆる上富良野にゆかりのあるところだけ

にしか配っていないという。別によその町村に右へ

倣えをするということではありませんが、よその町

村も経費をかけて、それが寄附金でもらって相殺す

るとかという考えでなくて、やっぱりあくまでも我

が町の、おらが町自慢ではないですけれども、そう

いったものにすることによって、逆に町なかの産業

振興をも促していることにもなりますし、本来であ

れば、我が町においても、非常にブランド化をする

ようなものも多々ありますし、景観や温泉や、もち

ろん食べ物やそのほかのものも含めて、そういう武

器というのは他町村に引けをとらないというふうに

考えていますけれども、本来であればそういう攻め

の姿勢の行動というか、やっぱり必要だと思うので

すけれども、そういうのはいかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ５番金子委員の再質問

でございますけれども、いろいろなふるさと納税に

関する考え方につきましては、専門家からも賛否両

論がありまして、その手法につきまして、本来その

ような特典を与えてまでやるものが必要なのか、非

常に最近はそういうところについてもどんどんどん

どん拡大傾向にあるということもあって、それを問

題指摘する専門家もいらっしゃるところでありま

す。 
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 本来のふるさと納税の仕組みとしてどうなのかと

いうことも、今後ともそのことを考えて、対応につ

いて検討してまいりたいと思いますが、町としまし

ては、これまでやっている部分をさらに強化してい

くということで取り進めてまいりたいと考えており

ますので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） そのような専門家の賛否の

話については内部協議をしていただければいいと思

うのですけれども、一方で、歳出のほうで、いろい

ろな部分で町の取り組みされていますよね。７款、

それから６款の中において、特に７款の中において

も、そういう部分の歳出があるのであれば、やはり

これは歳入を図るものと、それから町をＰＲすると

いうものと連動させていくことについては、ほかの

町村の成功事例というのを大いに見習うべきだと思

いますし、我が町独自のあり方についても、やはり

この時期に検討するべきだと思います。１,１８０

万円の中において、わずか何百万円しかないという

実績というのはやはり寂しいところもありますし、

これだけいろいろな形でトップセールスを行いなが

ら、各方面にＰＲを行っておりますしね。 

 また、我が町については、もちろん上富良野町で

生まれて東京や大阪、大消費地に行っていらっしゃ

る方もいらっしゃる一方で、自衛隊があって、第二

のふるさとという気持ちの方もたくさんいらっしゃ

るので、そういった方の愛郷心であったりとか、上

富良野を愛する気持ちだったりとかをちょっと高め

てあげるための何かしらのアクションというのは、

こういうものも利用しながらＰＲを兼ねてぜひ取り

進めていただきながら、歳入を図り、さらに町の内

部活性化、また産業の振興につながるような策とい

うものをぜひ検討していただきたいというふうに考

えますが、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） 金子委員のふるさと納

税に関する質問でございますが、今委員おっしゃる

とおり、我が町の特徴を大いに宣伝、ＰＲすること

によって、少しでもこの部分が拡大することにつき

ましては努力してまいりたいと考えておりますの

で、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 今のふるさと納税につい

て、私は二度ほど一般質問してまいりました。国の

政策も今後またいろいろな動きもありまして、次年

度に対しましてふるさと納税についての助成額が２

倍になるという動きもありますので、ぜひ検討をし

ていただきたいなというふうに思います。 

 もう一つ別な質問に行ってよろしいですか、この

まま。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですよ、質問

を続けて。 

○１番（佐川典子君） では、それの答えを一つ。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １番佐川委員のふるさと

納税に関して、私のほうからお答えをさせていただ

きます。 

 今、総務課長が申し上げましたとおりであります

が、１点、佐川委員から過去２回ほど、これはふる

さと納税の促進について、あるいは、その見返りと

してのそういうＰＲ活動も一緒にという御質問もい

ただいておりまして、その折に町長から、ふるさと

納税の趣旨を踏まえて、そのような見返りも含めた

仕組みは今のところ考えていないという答弁をさせ

ていただいたところであります。 

 ついこの間でしたか、余りにも過激になり過ぎて

いるという、これは新聞に載っておりましたが、基

本的に、先ほど金子委員からも御指摘ありました

が、一方でトップセールスを、上富良野を売り込む

制度とこのふるさと納税に関しては、リンクするよ

うな考えは今のところないことをまず御理解いただ

きたいと思います。 

 ふるさと納税は、あくまでも納税の手段でありま

すので、そこに例えば１万円のふるさと納税をして

くれた方に３,０００円相当、５,０００円相当をお

返しすることであれば、税の公平性を一方で欠いて

しまうことにもなりますことから、他の自治体で成

功している事例ももちろん承知しておりますが、こ

のふるさと納税については、上富良野町について

は、今のところそういう考えであることは御理解を

いただいておきたいというふうに思うところであり

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 何回話ししても堂々めぐり

になります。 

 ３１ページの農産物加工実習施設使用料、予算の

ほうは３０万円というふうになっております。２４

年度も３０万円で、２６万７,７００円ということ

で、２５年度の予算時におきまして、利用者の取り

組みを強化して使用料の増収に努められたいと、そ

ういうような意見書を出しておりますが、今後につ

いての考え方を伺いたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １番佐川委員の農産

物加工センターの使用料に関する御質問にお答えさ

せていただきたいと思います。 
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 残念ながら、利用人数につきましては、ピークか

ら比べますとかなり落ち込んだ中で、現在もここ

二、三年は８５０人から９００人の中で推移してい

るところでございます。 

 毎年３０万円の使用料の予算を充てて、実際それ

を多少切るというような実績になってございます

が、現在、今の施設環境の中では、残念ながら趣味

で使っていただくような機能しかないということ

で、なかなか新たな利用者の開拓が難しいというの

が状況でございます。 

 ただ、やはり農産物加工施設ということで銘打っ

てございますので、今後、商品開発とかそういう部

分、６次産業化ですとか、そういうものの機運が高

まる中で、また違った方法で機能を充実させたり、

施設を改善したりということを考えなければならな

いなというふうに思っておりますが、現在のとこ

ろ、現機能の中では利用される方も固定しています

し、なかなか新規で利用されるというような状態に

は至っていないというところで御理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかに。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ５５ページ、容器包装リサ

イクルＰＥＴボトルの市町村の分配金のところで

す。 

 ２４年度は１５２万円ぐらいありまして、今回２

５年度は９２万円ということで、マイナス４０％ぐ

らいになりますけれども、これは量が減ったのか、

それとも分配金が変更になったのか、そこの点、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいまの３番

村上委員の御質問にお答えさせていただきたいと思

います。 

 容器包装リサイクルＰＥＴボトル市町村分配金で

ございますが、これにつきましては、容器リサイク

ルを持っている企業と、あと原料を集める町村、そ

れがみんな出資しまして材料をつくりまして、その

需要先、リサイクル工場とかに売ることになってお

ります。残念ながら、ここ二、三年の単価が大変下

がっております。量はそれほど変わりないのです

が、買う単価が安くなっているので分配金が低く

なっているという状況になってございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 単価の関係だということで

わかりましたけれども、では、今後の見通しとして

は、大体これぐらいの金額だということ、今後どう

なのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいま３番村

上委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 外国製品のものが入ってきているのがかなり大き

な要因になっているのではないかなというふうに

思っております。単価につきましても、これからの

社会情勢で横ばい、もしくは下がるのではないのか

なというふうに予想はしております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２９ページの児童福祉費の

保育所の負担金のところでお伺いいたします。 

 上富良野町では、第３子ということで入所されて

いる世帯というか、人数というか、大体どのぐらい

いらっしゃるのか、この点、まず伺っておきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 今、手元に資料が

ございませんので、後ほど、数についてはお答えさ

せていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 他の自治体では、保育料の

負担軽減、上富良野もしているといえばしているの

ですが、他の自治体はさらに頑張ってしているとい

う自治体が結構あるのですね。やはり定住だとか、

子育てを支援しましょうという形でされておりま

す。 

 上富良野町は幅広くいろいろとされているという

現状はあるのですが、こういった保護者の要望の中

にも、やはり保育料の負担軽減を第３子以降実施し

てほしいだとか、例えば小学校に上がって、子ども

さんが第２子から入っている場合でも軽減してほし

いだとか、いろいろやっぱりあります。一般的に

は、３人の子どもさんがいなければ保育料の軽減は

できませんよというふうになっているのですが、小

学校に上がって、なおかつ２人目の子どもが保育所

に入所しているだとか、そういう場合でも軽減して

いるという自治体があらわれてきております。そう

いう意味で、そういう声が結構上富良野で多いと耳

にしておりますので、この点、実態も踏まえた保育

料の軽減策見直しが迫られている時期にあるのでは

ないかというふうに思いますが、この点、お伺いし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 
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○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 委員御指摘のように、それぞれ自治体において

は、上のお子さんが小学校就学以降になっても、２

子、３子の保育料の負担軽減を実施している自治体

が出ていることは私どもも承知しておりまして、国

においても、特に幼稚園におきましては、子どもさ

んが４歳以降になりますので、保育所と基本的な考

え方６年間という見方をして、保育所はゼロ歳児か

ら５歳児までいらっしゃいますので、その間で子ど

もさんがお二人、３人、保育所に入所されるときの

お二人目、３人目の軽減負担というものがなされて

おりますけれども、幼稚園においては４歳からと考

えますと、上のお子さんが小学校の３年生までとい

うような考え方で、国でもいろいろと議論を進めて

いる最中であります。 

 そのようなことも踏まえて、今後の考え方はどう

あるべきか、今現在、基本的にはそういう６年ぐら

いの範疇で、お子さんが多子世帯、それから今少子

化の状況にもありますので、たくさんお子さんを産

まれる方を奨励するような意味でも、そういう考え

方を持って取り組んでいる自治体もあるということ

でありますので、そんなことを踏まえて今後の検討

課題にしたいというふうに理解しています。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひ検討も含めてお願いし

たいと思います。 

 次に、５７ページの歳入のところで、一時保育と

特定保育という形であります。これは非常に保護者

の方にも喜ばれております。実績表にも利用実績等

が書かれております。 

 そこで、そう多くはないと思いますが、利用され

ている保護者の方の中で、例えば、あきがなければ

入れないという状況もあるかと思いますし、当然予

定というのはある程度１カ月、あるいは最低でも２

週間ぐらい急に何か用が入ったという場合、すぐ対

応して入所できるような環境が上富良野町の場合は

実態としてあるのかどうなのか、その点、子育ての

アンケート等なんかを見ますと、若干、入所しづら

いだとか、これ保護者の受けとめ方ですから、感覚

の問題ですから、なかなか一律にはいかないにして

も、そういう声があるというふうに思いますが、そ

こら辺は、実態としては、この２５年度においては

どういう実態だったのか、申し込みしたけれども入

れなかった方がいたのか、全てこういった特定保育

に該当する方については入所できたのか、その点、

お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 一時保育、延長保育、それから特定保育制でござ

いますけれども、それぞれ親御さんのほうから御要

望のあったものについては、全て対応はできている

ものというふうに思っております。 

 特定保育につきましては、昨年度実績ございませ

んけれども、特に今、例えば昨年度、計画策定に向

けての親御さんのニーズ調査の中でも、御要望とし

ていただいていた内容としては、一時保育等につい

ても、基本的に事前の申し込みが必要になりますけ

れども、どうしてもこういう急用ができて今出なけ

ればならない、そのときに見ていただけませんかと

いう、そういうものにはなかなか、保育所のほうも

そのために職員を準備しておかなければなりません

ので、一応事前の申し込みをいただいた形で一時保

育に対応していますけれども、そのような突発的な

ニーズにおいては、今現在はファミリー・サポート

センターがそういう機能を担っていただける体制に

なっているのかなというふうに理解をしています。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そうしますと、そういった

部分については、ファミリー・サポートセンターで

十分対応できるということの判断でよろしいのか、

もしくは、そういう実態が知られていないとすれ

ば、そういうものも含めて、広報だとかはいろいろ

と広報されておりますから、読めばわかるというふ

うになるのかもしれませんが、やはりそういった部

分を見落としている方もいるかと思いますので、そ

の点の工夫も当然必要ではないかというふうに思い

ますが、この点、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 今、米沢委員おっ

しゃるように、昨年度のニーズ調査をしたときに

も、ファミリー・サポートセンターに限らず、いろ

いろな子育て支援のサービス、親御さんのほうから

は上富良野町の子育て支援のサービスについては高

い評価をいただいている声もある一方、あら、そん

なサービスがあったんですかというような、知らな

かったわというようなお声もありましたので、こう

いうときにはこういうサービスがあるのですよとい

う、そういう周知の仕方も一生懸命宣伝、ＰＲをし

ていかなければならない課題だなというふうに受け

とめているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員よろしいです

か。 

 ほかに。 

 １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） ５５ページに屋外広告物

許可申請手数料２,６００円というのがあります。
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これにつきましては、昨年の１０月から、道から移

譲を受けたものかなと思うわけですが、まず、道か

ら移譲を受けた広告物の対象件数は、その当時で幾

らぐらいあったのかをお尋ねいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま御質問い

ただきました屋外広告物の件数でございますが、２

５年１０月１日から町が引き受けておりますが、北

海道から受けた件数につきましては４６件でござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） ４６件ということで、そ

れらの実態調査、現地で確認は終えておりますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） まず、パトロール

を実施しまして、看板等の確認を行った次第でござ

います。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） その際、不適切という

か、不適当な広告物は何件ぐらいあったのか。ま

た、それらについての対応、改善命令とか、そうい

うようなことは実際行われたのかどうかを確認した

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） 道から引き継いだ

４６件には違法広告物はございません。 

 しかし、受け継いだ中に別件で約１０件ほど違法

広告物がありまして、これにつきましては、継続的

に相手と相談をしながら行っているところでござい

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 今、４６件の中にはない

けれども、そのほか１０件の中には違法広告物があ

ると。そして、それの対応は今図っているというこ

とで理解していいのですね。 

 それで、その１０件というのはどういうことなの

か、ちょっともう一回確認をしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ここではお名前等

は申しませんけれども、観光施設ということで、大

きな観光施設で、違法といっても、短い距離に広告

物が結構ある部分でそれを取り除くという、多過ぎ

るということで取り除くという部分もございまし

て、そういう部分も費用が相当かかりますので、相

手と協議をしながら、今検討している最中でござい

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） その１０件というのは、

要するに正規に広告物として申請がされていないと

いうことでありますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） 道から引き継いだ

その中には入っておりませんので、正規ではないと

いう判断ですけれども、看板としては問題はないと

思いますが、やはり設置場所とか距離ですね、そう

いう部分で違法という形で考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） いかにしても、実態を把

握した中で、やっぱり看板、結構景観を傷めると

か、そういうことありますので、良好な景観を守る

上からも、今後、適切に管理を願いたいと、そんな

ふうに考えます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） 違法広告物につき

ましては、今後におきましても継続して相手と話を

しながら、取り除いてもらうように行っていきたい

と思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ３１ページ、手数料という

形で、住民票、印鑑証明等の証明書の発行が行われ

ております。これは住民にとってサービスという立

場からちょっとお伺いしたいというふうに思います

が、その点、例えば納税においてはコンビニ収納等

が実施されております。それで結構収納率も向上し

ているという形になっております。他の地域では、

住民票等に至ってもコンビニ等でも発行を受け取れ

るというような制度に切りかえる自治体が相当数出

てきているかというふうに思いますが、そういうこ

とも踏まえた、２５年度の決算等も踏まえたサービ

スの向上、これからの住民票の発行等のかかわりと

いう点で、改善できるものであればやっぱり改善し

て、住民が手元で受け取りやすいような、そういっ

た工夫等が、当然改善も必要になってきている時代

かなというふうにやはり思いますので、この点、ど

のような考えをお持ちなのかも含めて、実態等がわ

かっていれば、２５年度においてはどのような実態

なのかも含めてお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ４番米沢委員の

コンビニにおける住民票等の発行ということで、

サービスの向上の部分の質問と思いますので、私の
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ほうからお答えをさせていただきます。 

 先進的な町、近郊では音更さんがコンビニによる

住民票の発行というサービスをしているところであ

ります。ただ、費用対効果の面でいきますと、実際

運用するためにはかなりの多額な費用が毎月かかる

という部分がありますので、実際うちの町に住まわ

れている方で、そういう発行手段が本当に必要なの

かというのを考えながらやっていく必要があるのか

なというふうに思っております。 

 特に、やっているところは広域な市町村で、どう

しても役所が遠いという部分につきましては、近く

のコンビニでとれるというような部分でやっている

のかなと。特に音更さんですと、実質、帯広に通わ

れている方がかなりいらっしゃいますので、そうい

う方の利便性を考えてということでコンビニの交付

を導入したというふうに聞いておりますので、ほか

の先進的なところもそういう地理的な関係があるの

かなというふうに思っておりますが、ただ、今後、

マイナンバー制度が始まりますので、そういう部分

を受けますとまた少し流れが変わるのかなというこ

とで、引き続き研究していきたいというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 それでは、先ほど４番米沢委員の答弁漏れを保健

福祉課長から答弁いたさせます。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 先ほど４番米沢委

員のほうから御質問のありました、第３子の数字で

すけれども、今現在、第３子で軽減の対象になって

おられるお子さんは５名ということでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） これに対して質問は。

よろしいですか。 

 それでは、町民生活課からの答弁漏れを答弁いた

させます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の先

ほどの税の未収金の１３５名の方の所得階層の部分

でございますが、多くは給与所得者ということで、

季節雇用、パート、中途採用、中途退職者の方の中

低所得者の階層が主な位置づけになっております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 質問はよろしいです

か。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで歳入

の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、歳出の質疑を行

います。 

 歳出につきましては、先ほど申し上げました款ご

とに質疑を行います。 

 最初に、１款議会費の６０ページから２款総務費

の９５ページまで一括して質疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２款の７３ページ、定住移

住促進費のところでございますが、調書１６ペー

ジ、ここに、相談件数は２４年度と比べて９件ほど

多いのですけれども、実績は５件と２５年度は４件

ぐらい少ないのですよね。それで、内容的にどうな

のか、条件的にかみ合わないのか、３５人の人の求

めるものはどういったものだったのか、ちょっとお

尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 企画財政班主幹、答

弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ３番村上委員さ

んの定住移住に関します実績の内容の御質問にお答

えさせていただきたいと思います。 

 ５件につきましては、上富に住んでいただいた方

ということでありますが、前年と比較すると少し

減っているかなというふうに思いますが、内容的に

は、１件の方につきましては、家を新築されて上富

に移住していただいたと。４件の方につきまして

は、上富に就職をされて、それで上富に今住んでい

ただいているという中にあります。 

 定住化につきましては、いろいろお電話で、ある

いはメール等でお問い合わせをいただいて、相談に

当たっているところなのですけれども、最終的に

は、若い方にしますと、どうしても雇用の関係がや

はり一番ネックになるのかなというふうに思ってお

りまして、その分で、なかなかうちの町ではなくて

もう少し大きな町に行かれる方というのがあるのか

なというふうに思っておりまして、それにつきまし

ては、今後どういうふうに図っていくのかというの

は、これからの中の取り組みだというふうに思って

おります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 若い人が雇用の関係でとい

うことで、なかなか条件がかみ合わないということ

なのですけれども、この定住移住促進連絡協議会と

いうのは１回の開催になっておりますけれども、

やっぱりもう少し回数を持って、よく連携を取り

合ってやったらと思うのですけれども、その点はい

かがでしょうか。１回しか開催されておりません
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が。それにつきましてちょっと。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ３番村上委員の定住移

住促進連絡協議会の関係の御質問でありますが、年

１回開催しております。年に１回総会的な形で、そ

れまで１年間の経過と今後の取り組み等について御

報告させていただいているところでありますけれど

も、そこでまた協議もしているのですが、通常のと

きにおいても、必要に応じて関係する機関と連絡等

を取り合っておりますので、その中で１年間の実

績、今後の計画等について一堂に会して協議をして

いるということでありますので、御理解をいただき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 今の関連でちょっと質問

させていただきます。 

 １０年の総合計画には目標数とかのっていますよ

ね。それに対してどのような成果があったのか。成

果というのは、問題点あるいは成果ですよね。それ

から、問題点があれば、今後どのような対策を講じ

ようとしているのか、教えていただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １１番今村委員の定住

移住に関する質問でありますが、総合計画の中にお

いては目標数値を定めてございます。実績としまし

ては、なかなかその目標数値に達していないという

のが現状でございます。 

 その中でどのような問題点があるのかというとこ

ろでは、大きくは、やはり先ほども答弁させていた

だいたとおり、移住してからの生活をするためには

やはり収入がないと困るということで、働く場所を

見つけるということが一番の課題であるなというふ

うに思っております。それを一朝一夕に町がその人

たちの職を探すということもなかなか困難でありま

すので、その部分については、本当にどのような対

応がいいのかということは今後とも研究していかな

ければならないことだと思っておりますが、いずれ

にしても、来る人たちの条件を全てクリアするとい

うことのハードルは非常に高いものがありますが、

一つでも解決できるものがあれば、その対応という

ものも検討していかなければならないなと考えてい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今の雇用の関係なのです

が、町長は、従来の出てきている事業者を中心にし

て雇用拡大あるいは企業の規模を拡大するという形

の求めをされているということが書かれておりま

す。そのほかにも、ちょっと見えていないのです

が、いわゆる災害関係でＩＴ企業が地方に進出する

可能性もあるだとか、条件がありますからなかなか

簡単にいかないにしても、やはりこれから町が一定

の人口規模を擁するということになれば、従来の枠

を超えた中での企業誘致あるいは雇用の促進という

形のものを打ち出していかないとだめではないかな

というふうに思うのですが、その点、なかなか見え

ていないので、現状としては、この２５年度におい

てはどういう対応をされているのか、お伺いしてお

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきます。 

 以前より議場でもやりとりさせていただいており

ます。いわゆる町長のトップセールスをこの数年推

進してございます。具体的には、飛び込みで新しい

企業にぜひ来てくださいというのはなかなか難しい

こともありますので、現在、町内に拠点を置いてい

る企業を中心に、人間関係を含めてセールスをさせ

ていただいているところであります。 

 その町内の企業を中心に、そこの企業と関連する

企業、そういうところに御紹介をいただいたり、あ

と具体的に名前を言っていいのかどうかあれです

が、津市とのつながりの中で、例えば井村屋さんを

訪問させていただくとか、そのようなことを中心に

今町長が精力的に動いていただいております。 

 なかなかすぐに新規の企業の誘致というのはそう

そうにはいきませんが、少なくとも今町内に拠点を

置いている企業が縮小するようなことがないよう

に、それも大きな狙いとして精力的にトップセール

スをさせていただいていることを御理解いただいて

おきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 恐らく７９ページぐらい

になると思うのですが、調書の１１ページと１２

ページです。中段、地域コミュニティ活性化会議の

開催６回、１０５人と。２５年度新規ということで

掲載されていますが、これに似たようなのがまちづ

くり活性化事業と少し上にありますが、これを２５

年度に開催した意味といいますか、必要性は何だっ

たのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 自治推進班主幹、答

弁。 

○自治推進班主幹（谷口裕二君） １２番岡本委員

の質問にお答えさせていただきます。 

 協働のまちづくり推進費の中で、２５年度につき



― 19 ― 

ましては、今御質問ありました報償費ということ

で、講師の謝礼等、決算で３５万円ほど出しており

ますけれども、この分につきましては、今御質問あ

りました成果報告書にも書きました地域コミュニ

ティ活性化会議及び職員の研修ということで、そこ

に係る講師ということで計上しているところでござ

いますが、地域コミュニティ活性化会議につきまし

ては、２５年度につきましては６回開催させていた

だきました。これにつきましては、主に住民会、町

内会とかの自治会の現状の課題解決に係る専門のア

ドバイザーから意見をいただきながら、地域みずか

らがその問題を解決する場をつくろうということ

で、このようなコミュニティ会議をつくりました

し、なおかつ町民まちづくり活動団体等の担い手の

育成だとか、そういった部分をその団体が話し合っ

てつくり上げていくというようなところを狙いにし

ながら、このコミュニティ会議を開催してきたとこ

ろでございます。 

 その中で、この会議では、主に西富住民会を中心

とした住民会の活動だとか、あと、まちづくり活動

団体としまして、昨年、まちづくり助成事業を活用

した団体なども含めて、この会議の中で種々議論を

いただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 今るる説明ありました

が、６回という回数についてはどういった評価をさ

れているのか。多いのか少ないのかということと、

内容の濃い薄いというのはあるのかないのか、

ちょっとわかりませんが、機能していたのかしてい

ないのかということをお聞かせ願いたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 自治推進班主幹、答

弁。 

○自治推進班主幹（谷口裕二君） １２番岡本委員

の質問にお答えさせていただきます。 

 ６回の回数につきましては、住民会を対象にした

会議を４回と、まちづくり活動団体を対象に２回と

いうことで、こちら側としては多く開催はできたの

かなというふうに感じておりますが、やっぱり住民

会を対象にした会議の中では、それぞれ皆さん、役

員中心にいろいろな課題を抱えておられるというこ

とで、それらを会議の中で共有できたということと

今後どういうふうに解決していくかということを話

し合いできたということが、そこら辺を自治会の中

で共有できたということでは一つの成果だと思って

いますし、まちづくり活動団体の中でいきますと、

やはりそれぞれの参加された団体の取り組みをまず

知っていただく中で、それぞれ担い手確保もそうで

すが、そういった課題を、これもまた会議の中で共

有できたのかなと。今後の活動にそれぞれつながっ

ているものと理解をしているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） まさに協働と参画という

ことで実践に移している部分の一端かなと思われま

すが、ＰＲの方法としては、ホームページ、広報

等々かなと思いますが、もうちょっと広く知らしめ

ることによって、もう少しほかのいろいろな回数と

いうか、協働に参加する町民がふえる可能性があり

ますので、そのＰＲの方法としてはどういったこと

を行っていたのか、お聞かせください。 

○委員長（長谷川徳行君） 自治推進班主幹、答

弁。 

○自治推進班主幹（谷口裕二君） １２番岡本委員

の質問にお答えさせていただきます。 

 昨年取り組みをさせていただきましたので、今、

御質問にもありましたとおり、広報でもそうです

し、ホームページ等でも周知させていただきました

が、昨年、特に住民会向けでしたら、住民会長会議

でお知らせをさせていただいて周知させていただい

た部分だとか、まちづくり活動団体であれば、こち

らのほうからちょっとお声かけをさせていただいた

ようなケースもありますが、昨年の末にまちづくり

活動助成事業ということの研修会、これはまちづく

り活動団体を対象にした研修の場だったのですけれ

ども、そういうような場も使いながら、こういった

コミュニティ会議というのがあるということをお知

らせさせていただいておりますが、まだまだこの部

分ではホームページ等も使いながら、さらにこう

いった会議というのがあって、それをうまく住民会

なり団体のほうにも活用していただきたいというこ

とで進めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 今、住民会とか町内会と

か言いましたけれども、今までお聞きした中では、

そこに限定していないようなところもあるように見

受けられますが、２５年度はそういった諸団体も対

応するということでよかったかどうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） １２番岡本委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 この地域コミュニティ活性化会議、先ほどうちの

担当主幹のほうからもお話しさせていただきました

が、地域の課題を、それぞれの中でいろいろあるも

のを、行政も含めて解決に向けた取り組みのグルー

プワークをさせていただいております。町内会、子

ども会、老人会、さまざまなそういうＮＰＯに対す
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る活動というふうに考えてございますので、特に住

民会限定とか、そういうものではないことを御了承

いただきたいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） ８１ページの自衛隊退職者

雇用の関係ですけれども、２５年度の就職率はどれ

ぐらいだったのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ９番岩崎委員の御質

問、自衛隊退職者の雇用に関する御質問かというふ

うに思いますが、成果報告の中でも、平成２５年度

におきましては、２６名の退官者がいたという中

で、そういう仕事等のあっせんが不要な方が２名い

らっしゃいましたが、協力会を組織しています富良

野地域、美瑛から占冠までの６市町村の中で２１名

の方が就職されておりまして、他の地方にも３名の

方が就職されております。富良野地域２１名のう

ち、上富良野に就職された方が１１名というような

実績になってございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） かなり就職の率が高いなと

いうふうに感じているわけですけれども、職種につ

いて、私はやはり、今緊迫した状況があるわけです

ね、活火山を持っているということもありまして。

そういった中で、そういう防災関係の職種について

いる方はどうなのかなというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ９番岩崎委員の自衛隊

退職者の雇用状況の中で、今、十勝岳火山噴火対策

にかかわる職員の対応についてはどうなのかと。現

在は、今、産業振興課長から答弁した中では、そう

いう人たちは多くが公務団体であるとか、サービス

業、製造業等に就職しているところでありまして、

町でいう火山対策にかかわっての実績というものは

まだございませんが、危機管理の経験を有している

自衛隊退職者の方については、やはり今後の町の防

災対策においては大きな力になるということは考え

られると思いますので、その部分につきましては、

今後の状況を見ながら、また町としては検討してい

かなければならない課題であるということでは認識

しているところでございますので、御理解いただき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 自衛隊の規定というのは、

私どもではよく承知しておりませんけれども、今後

やはり一般の中でも防災士の養成とかしていく中に

ありまして、そういう基礎的な勉強をされている自

衛隊退職者をそういった方面で活動していただける

ような場をつくっていただきたいというふうに思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ９番岩崎委員の御質問

にお答えします。 

 今言ったように、勤務されていたときのいろいろ

な経験を生かして、また、退職されてからも地域に

残っていられる方については、今言ったように防災

士等の資格も取得され、地域の自主防災組織の中で

中核的な担い手としまして、地域の防災に御尽力い

ただいている方もいらっしゃいます。そういう方々

とも、当然のことながら町としては連携をとりなが

ら、災害対応というものに対応していかなければな

らないと考えておりますので、御理解いただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 今と余り関連はないと思

いますけれども、防災対策について何点か。 

 まず、十勝岳噴火総合防災訓練ですね、資料の１

９ページ。決算書では７９から８１ページというこ

とで、まず、十勝岳噴火総合防災訓練ですか、これ

において図上訓練、机上訓練をやっておりますけれ

ども、もう３年ぐらいやっているのですよね。最初

のころは課長が部長にそれぞれなりまして、非常に

緊張感を持って臨んでいたと思うのですけれども、

最近はちょっとマンネリ化しているところがあるの

ではないかなと私はちょっと見ているのですけれど

も、そこの点、どう捉えて、今後どのような対策を

持っていくのか。今までどのような成果があって、

今後それをどうやっていくかという観点でお話しし

ていただければ結構だと思うのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １１番今村委員の防災

訓練にかかわっての御質問でありますが、今、委員

おっしゃったとおり、図上訓練につきましては、こ

としの２月の訓練で３回目を迎えました。その中

で、最初のうちは手探り状態ということで、初めて

取り組むということで職員の中でも戸惑いがあった

ところでございますが、マンネリ化というよりも、

それぞれの対策部長が人事異動等でかわりまして、

私もかわって、いわゆるマニュアルのない、その場

での即応方法について意見を述べるという緊張感と

いうのを持ち合わせた中で臨んでおりますので、こ

れについてはもう少し、まだ成熟には至っていない

と私は感じておりますので、この部分はまだ継続す

べきではないのかなということは考えているところ
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であります。 

 全体的に、防災訓練につきましてもこれを含めて

毎年新たな訓練内容を加えながら実施しております

ので、今後におきましても必要な訓練内容を加えな

がら、十勝岳噴火に対応できる訓練につなげていき

たいと思いますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） それぞれ課長もかわりま

すので、絶えず毎年新鮮味はあるというふうに私も

思っています。例えば、課長が部長になっていろい

ろ急な状況を付与されて返答しますよね。その返答

したやつが実際に実行の可能性があるのかどうか、

実際に自分の課を動かしてみたら、人が足りないの

ではないかとか、そこまでやっぱり検証する場面も

今後は必要なのではないかなというふうに思ってい

るのですね。ただ言いっ放しでは、そこら辺の問題

点が発見できないと思うのですけれども、ここはい

かがですかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １１番今村委員の防災

対策にかかわる再質問でございますが、委員おっ

しゃるとおり、そこで言いっ放しで終わってしまう

のであれば、やっぱり問題はあると思いますし、当

然のことながら、それぞれの各部署部署で張りつい

ている人員的なものも足りなかったり多かったりと

いうところがあります。そこのところにつきまして

は、ことしの春、改定しまして、地域防災計画の中

でも、そういう体制をつくるときにはどういう応援

体制をするとかということで、当然のことながら対

策部を超えた応援体制をしなければ、そういうとこ

ろに即応できないと思っておりますので、その部分

も課題として取り組んでまいりたいと思いますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 私も、先ほど課長言われ

ましたように今後継続していくというのは大賛成で

ございます。バージョンアップされて、今後ますま

す向上させていってほしいというふうには思ってお

ります。 

 御嶽山が噴火して、それぞれの自治体でヘルメッ

トを山小屋に備えつけようとか、いろいろ発想がご

ざいますね。美瑛町もこの間、備えつけるというよ

うなのが新聞に載っておりました。 

 町の防災対策の一環として、町のエリア内に山小

屋があって、そこにはヘルメット等どうなっている

のか、現状についてお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １１番今村委員の十勝

岳エリアの避難小屋の状況でございますが、この部

分につきまして装備品等の関係でありますが、ヘル

メット等については多分ないというふうに承知して

いるところですけれども、今後につきましては、当

然、今美瑛でも動き出していますし、御嶽山の火山

噴火を考えると非常に重要なものであると考えてお

りますので、今後の整備について検討していきたい

ということで今考えているところでございますの

で、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 今のところ多分ないだろ

うということで、検討するということでございま

す。ぜひ、そういう教訓がございますので、早急に

備える必要があると思うのですね。来年度の予算と

かそういうのではなくて、こういったものはいつ爆

発するか、御嶽山の水蒸気爆発をとってもわからな

かったわけですよね。だから、なるべく早く対策を

講じる必要があると思うのですが、いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番今村委員の御質問

に私のほうからお答えをさせていただきます。 

 この間の新聞にも美瑛町のヘルメットの記事が

載っておりましたが、我が町においても、今ヘル

メットを配置するための準備をスタートしておりま

す。なぜかといいますと、美瑛町と同じ対応、ヘル

メットもピンからキリまでありますので、そういう

ものを同時期に備えることが必要だということ、そ

れともう一つは、啓発用の看板、これらも仮の看板

ではなくて、そういうものを雪の前に置けないか、

上富良野でいうと登山口は２つ、美瑛町においては

１つ、そういう恒久的な看板を置けないか、そうい

うことを今具体に美瑛町担当とやりとりしているの

とあわせて、北海道の補助金が当たらないかどう

か、それも実際に振興局とやりとりを進めたところ

であります。 

 いずれにしろ、山は雪がもう、この１カ月の間で

降ってまいりますので、そういうタイミングとあわ

せて、国定公園の中でそういう永久工作物をつくる

ことの許可、これらも今具体に動き出しているとこ

ろであります。 

 ただ、私どもも考えているのは、登山はあくまで

も本人の責任において行っていくものでありますこ

とから、ヘルメットは本来は自分で用意をして登っ

てきてもらわなければ困ります。仮にそういうもの

がなかったときに、次の策として、町が一定程度、

そんないいものではなくても、そういうお貸しする

方法がありますというのがその次に来ることだとい

うふうに理解をしておりますので、とりあえず注意

喚起をすることを中心に、今、美瑛町さんと具体に
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打ち合わせをしているところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 対策を講じているという

ことで、ひとつよろしくお願いしたいというふうに

思います。 

 問題点はまだいろいろございましたよね。この十

勝岳については、山小屋が標高差８００メートルぐ

らいのところまでおりないとないというような問題

点がございますよね。そういったものは今後どう

いった対策を考えておられるのか、何かありました

ら、一つ一つ聞いていこうと思って、もう一つ聞き

たいことあるのですけれども、まず、その山小屋と

か、あれは非常にお金もかかる話ですし、機材を上

に上げるというのは大変な話でございます。何かそ

ういったものにかわる対策等はとれるのかどうか、

どのような考えを持っておられるのか、お聞きした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番今村委員の御質問

にお答えをさせていただきます。 

 今御指摘がありましたように、今、既存の避難小

屋につきましては、山頂から８００から１キロ程度

というふうに思いますが、避難小屋があります。こ

こについては非常に老朽化もしておりますことか

ら、登山道の改修とあわせて、この避難小屋の整備

について、北海道に以前から要望活動をしていると

ころであります。それと同時に、御嶽山の噴火災害

を教訓として、もう少し山頂に近いところに、いわ

ゆるコンクリート製のシェルターのような、そうい

うものが何とか整備できないものかということで、

具体の協議に移っております。これについては、地

理的な問題もありますから、相当費用もかかります

から、国に今、環境省が所管するだろうというふう

に当たりをつけておりますが、そこに美瑛町ととも

ども、もしくは裏側の新得町も含めて、シェルター

の要望活動をぜひ具体にしていこうというような準

備作業をしております。 

 また一方で、御嶽山の噴火を受けて、国において

は、もしかすると手厚い、そういう活火山の、危険

な火山のそういう防災対策を、特例をもって補助金

もそのような仕組みがあるのか、しっかり情報を受

けながら、そういう安全対策をできないか、今、具

体の検討をしている最中であります。 

 また、それらの動きがありましたら、また適宜皆

さんに情報提供させていただきたいというふうに思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 御嶽山の水蒸気爆発です

ね、あれだけの人がいたところで噴火したというこ

とは予測がつかなかったということでございますの

で、十勝岳でもあり得るということでございますの

で、これはできるだけ早くそういった対策を進めて

いってほしいというふうに思っています。 

 まだ問題点がございますよね。入山届けを出して

入る人は把握できるのですけれども、出さないで入

山していく人はもう掌握するのが非常に困難である

ということですね。この十勝岳一つとっても、新得

もあれば、美瑛もあれば、富良野もある。そういっ

たところと連携して、当面どのように登山者の意思

の高揚を図るというか、そういった登山計画を提出

するためにはどのような広報をすればいいのか、何

かお考えがあればお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １１番今村委員の登山

者に対する手続の関係でありますが、当然今、登る

前に入山届けを出して登山をしていただくというこ

とで、それぞれ登山口に設けてあるところにそれを

提出していただくというところでありますが、先ほ

ど副町長の答弁の中にもありましたように、注意喚

起の看板の中に、こういうような山であるから、手

続というのはきちっとしていただきたいということ

で看板の設置をしてまいりたいということも考えて

おりますし、また、最近につきましても、いろいろ

と強く、やっぱり登られる方にはそういうような届

け出を必ずしていただきたいということで言ってい

ることで、未届け者も年々少なくなっているという

ふうにも伺っておりますので、そういう登山者に対

するモラルというものを啓蒙できる対応をしてまい

りたいと考えておりますので、御理解いただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ７５ページの基地調整費の

中の演習場周辺地区の整備補助に関するところで

ちょっとお伺いしたいのですけれども、２４年度か

ら始まりまして、結果としては２４年度の約半額、

２カ所で、いわゆるハード事業にかかわる整備が行

われたというふうになっておりますが、中身につい

て昨日見たところ、本来であれば、自治活動の奨励

補助ということですから、余りがちがちの縛りはな

いというふうに理解はできるのですが、一昨年前に

行われたようなさまざまな本来のソフト事業に関す

るようなところの事業が今年度上がってこなかった

のかなというところ、どういう要因があったのか、

わかる範囲で教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 
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○総務課長（北川和宏君） ５番金子委員の演習場

周辺地区自治活動奨励事業補助金の関係につきまし

ての質問でありますけれども、昨年度、２５年度に

つきましては、２地区について、それぞれ会館の修

繕等の対応をさせていただいたところでございます

が、地域におきましてもそれぞれ要望を前の年から

協議をしながら、整備計画を持っていただくように

いろいろと打ち合わせをさせていただいたところで

ございますけれども、たまたま昨年は会館だけの修

理だったということでございますけれども、今年度

も５０万円だったか、予算を取らせていただいてお

りまして、昨年も冬になってから予算要望する段階

で、その整備計画を持った中で、計画的には今回に

つきましてはソフト事業等の計画もされております

ので、それぞれ地域の計画に基づいて町もその是非

を検討しながら予算化をさせていただいております

ので、あくまでも協議の中でその年その年の補助金

のあり方というので進めてまいっておりますので、

御理解いただきたいなと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 前の年からのその地区との

打ち合わせということであれば、ハード事業に使う

ことが全然悪いということは申しておりませんが、

補助金の執行されたのがどちらも１２月の上旬だっ

たり１月の上旬だったりというようなことになって

おりますので、もう少し計画的に２５年度当初から

しっかり使えるような、きちっとした計画性を持っ

ていくとなお望ましいのかなというふうに考えます

が、その辺はいかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ５番金子委員の再質問

でありますが、当然前の年から整備計画を持ってい

るわけですから、早急に着手できる対応というのが

必要かと思いますので、今後、その部分につきまし

ては、地区とまた十分な連携をとりながら進めてま

いりたいと思いますので、御理解いただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 調書の１７ページ。決算

ということでは、旅費という形では出ているので

しょうが、交流促進事業、１１月１９日、東京ふら

の会に町長、副町長が出席とありますが、一緒に同

行で行かれたかどうかをお伺いしたいと思います。

というのは、クライシスマネジメントというか、危

機管理の部分で、町長と副町長が一遍にいなくなる

とというような事案もほかの自治体であったもので

すから、そういったところの確認ということで質問

させていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １２番岡本委員の御質問

に私のほうからお答えをさせていただきます。 

 実は、この日の前後に、町長と私と別々な国への

要望活動に参っております。具体には道路の案件、

旭川十勝岳道路とか砂防の関係とか、別件で、町長

一人しかおりませんので、どうしても全てを回る日

程にならないものですから、手分けをして私と上京

して、それぞれの国への要望活動をしたと。その日

にたまたま、その夜に上富良野会があるということ

がありましたので、私も初めて参加させていただい

た経過であります。 

 そういうケースは、トップである町長と私が別件

でそういう動きはこれからもあるかというふうに思

います。ただ、危機管理のことについては、公共交

通機関はしっかりしておりますことから、海外とか

そういうのは別ですが、離島とか別ですが、めった

にないケースかとは思いますが、そのようなこと

で、同時に行ったことではないということを報告さ

せていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで１款

の議会費及び２款の総務費の質疑を終了いたしま

す。 

 暫時休憩いたします。 

 再開時間を１０時５５分といたします。 

─────────────── 

午前１０時４０分 休憩 

午前１０時５５分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開します。 

 質疑を続けます。 

 次に、３款民生費の９４ページから１１９ページ

までの質疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ９９ページ、保健福祉総合

センター管理運営費の委託料の中のオイルタンク漏

れ点検、２４年度は１万２,０７５円だったのがこ

としは５倍の６万３,０００円。それと真空温水

ヒーターの保守点検ですね、この業務は逆に２４年

度は６９万円だったのですけれども、一方は５倍ぐ

らいの金額になっていますし、片一方はこういうこ

とで、こういったことの保守点検業務の適正価格と

いうのはどうなのでしょうか。一方でオイルタンク

の漏れの点検が５倍の金額になったり、片一方では
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２０万円減額になっております。６９万円だったの

が２５年度は４１万円ということですけれども、そ

れらについてちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） ３番村上委員の

質問にお答えさせていただきます。 

 保健福祉総合センターかみんの委託経費につきま

してですが、まず１点目のオイルタンク清掃につき

ましては、開設以来、年度的、計画的に実施してき

てございますが、検査内容が年次的に見直しといい

ますか、２年ごとに行われる漏えい検査ですとか、

毎年実施しなければならない定期検査、そういった

ものがありまして、年度において額が変わってきて

いるところでございます。 

 また、空調のヒーターの点検ですけれども、これ

も同じような形で、毎年定期点検する項目と隔年あ

るいは３年置きに実施するエアコンフィルター点検

ですとか、項目ごとに年数がずれているものですか

ら、そういった形で委託額も変わってきてございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） オイルタンクとこれは毎年

やっているのですよ。何年に一回やっている点検で

はありませんよ。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） 定期点検につき

ましては毎年実施してきてございます。あと、漏え

い点検がプラスされまして、漏えい点検につきまし

ては３年に一遍実施されるということで、３年に一

度はその額、高額になるというような形になってお

ります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １年ごとにどうしてこんな

に変わるのかということを、これ、そうするとその

委託料というのはどうなのかなとか、やっぱり保守

点検の適正価格というのがあるのではないかなと思

うのですよね。それで、１年前は１万２,０００円

でやったものがことしは６万３,０００円、５倍に

もなっているものですから、１年ごとにふえたり、

かなり減ったり、２０万円減ったりしていますので

ね。だから、そこら辺が１年ごとにこんなに、毎年

やっている点検でどうなのかなということをちょっ

と聞きたいのですよね。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） 先ほども答弁さ

せていただいたのですけれども、平成２５年度にお

きましては６万３,０００円ということで、定期点

検のほかに漏えい点検をさせていただいているとい

うことで加算になっております。２４年度について

は定期点検のみということで、額が１万２,０７５

円という形で、３年に一度漏えい検査を実施するこ

とになってございますので、その分加算になりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 昨年ですね、２４年度にお

いて、私がここのところを、２０万円ぐらい高く

なっているけれどもどうなのだと申し上げたので

す。そうすると、ことしは２０万円下がっているの

ですよ。だから、１年ごとにこうなるので、それは

今業務点検だとおっしゃったのですけれども、そう

いうことで、やっぱりそんなに変わるものではない

ということを申し上げているのですよ。そうなると

適正価格ってどうなのかなと思っていたのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、わかり

やすくお願いします。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ３番村上委員の御

質問にお答えしますが、同じ答弁になりますけれど

も、点検項目が違いますので、点検項目の多い年は

高くなりますし、点検項目が少ない年は当然お安く

なりますので、それは年度に応じて点検する項目が

違いますので、高い年、安い年があるのは御理解い

ただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか、村上

委員。納得しましたか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ９７ページの社会福祉協議

会の補助にかかわって、ここは人件費等を含めて支

出されているという状況になっております。 

 それで、まだ、まごころサービスの実績という形

で実施されている部分があるのですけれども、これ

は２５年度を見ますと衣類の整理２件だとか、大体

１件とか２件とか、そんなような利用状況になって

いるかというふうに思います。それで利用単価を見

てみますと３,０００円台だとか、サンルーフの清

掃で１,５００円とかという形になっておりまし

て、比較的利用者負担が高い傾向にあるかというふ

うに思います。 

 それで、こういった利用サービスがあるというの

が知られていない状況にあるかというふうに思いま

すので、この利用との関係、料金との関係ですね、

利用している人に聞きますと非常に高いのではない
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かというような、そんな声が聞かれております。こ

れから高齢化という形で、ますますこういったサー

ビスがふえる状況にあるのではないかなというふう

に思います。そのときに、やはり手が届くような料

金体系というのは一定必要な部分かなというふうに

思いますので、こういった部分の今後の対応等につ

いてはどうなのかなというふうに思います。伺いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 社会福祉協議会のまごころサービスにつきまして

は、社会福祉協議会が独自にやっている事業であり

ますので、私どもで特に詳しく承知しているところ

でありませんけれども、社会福祉協議会の総会等の

中で資料を私どももいただきますので、その中で把

握する限りは、委員おっしゃるように年間、去年が

多分２０件ぐらいの御利用だったと思いますけれど

も、利用の実績で五、六万円程度の、最終的にそれ

ぐらいの数だったかと思いますが、現在、社会福祉

協議会でやっている事業につきましては、社会福祉

協議会のヘルパーセンターを利用されているお客さ

んが、ヘルパーサービスができない部分をこういっ

たサービスで希望者を賄っているということで、社

会福祉協議会が独自にやっている事業であります。 

 ただ、今、委員御指摘のありますように、今いろ

いろな制度改正の中で、新しい総合事業をそれぞれ

の自治体が２９年度までには開始しなければなりま

せん。そういう中で、地域の福祉力を活用しなが

ら、そういうサービスを地域全体で賄っていかなけ

ればなりませんので、そういうことを含めて私ども

のほうからも社会福祉協議会に、社会福祉協議会で

今実施しているまごころサービスのようなそういう

事業を、例えば地域全体に広げていけるような、そ

ういうものに広げていくことが必要だと思っており

ますので、そんなことを含めて社会福祉協議会とも

議論を重ねている段階だということで御理解いただ

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 当然協議を進めているとい

うような話ではありますが、そうしますと、これか

ら制度がどんどん変わっていくという形で、恐らく

ボランティアの活用だとかという部分の話かなと

思って聞いておりました。いずれにしても、一定部

分の費用がかかるということであれば、当然財政力

との関係で、社会福祉協議会等がなかなかこの部分

は軽減できませんよというような話も起こり得る、

現実的にはそんな形かなというふうに思いますが、

そのときにおむつカバーの助成なんかも当然町で

やっている部分もありますので、そういった部分も

含めたこういったことに対する町の補助軽減策とし

てもやっぱり議題にすべき内容なのかなというふう

に思いますが、この点についてはどのようにお考え

なのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 今、米沢委員おっ

しゃったように、そういうサービスを地域の中に広

げていかなければなりませんので、ボランティアセ

ンター等がこういう事業の担い手になっていくこと

が一定程度理想の形態かなというふうに私自身はそ

ういうふうに感じている部分もありますので、ボラ

ンティアセンターの運営自体も社会福祉協議会にお

願いしている事業であります。まさに社会福祉協議

会の機能が地域のボランティアといいますか、そう

いう地域の福祉力を実践していく、その主たる核が

社会福祉協議会だということで、社会福祉協議会も

そういう意識を持って取り組んでいただいておりま

すので、どのような形でうちの町のそういう事業に

移行していけるのかを含めて、そういう検討をして

いる最中でありますので、貴重な御意見として今後

の協議の参考にさせていただきたいというふうに

思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） ９７ページ、貸付金で社

会福祉金庫の運用資金、８０万円というのがありま

す。これにつきましては、社会福祉協議会の事業だ

と思うわけですが、原資を町から出しているという

ような観点で、今どのくらいの利用実績、また、Ｐ

Ｒや何かをしているのかをちょっと確認させていた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） １０番中澤委員

の社会福祉金庫に対する貸付金についてお答えさせ

ていただきます。 

 町のほうでは８０万円の社会福祉資金という形

で、社会福祉協議会のほうに運用資金の貸し付けを

行っております。社会福祉協議会では、低所得者に

対しまして生活資金として資金を貸し付けておりま

すけれども、２５年度においては８件の貸付実績が

ございます。貸付額については合計２０万５,００

０円の貸し付けをしているというところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 今８０万円の原資の中で
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２０万５,０００円ぐらいの利用と。もっと運用さ

れているのかなと予想していましたけれども、意外

に少ないのだなという印象を持ちました。 

 それで、ここら辺につきましては、ＰＲや何かに

ついてはどのような形で行っているのかを確認した

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） ＰＲ等につきま

しては、町のほうに生活相談等に来られた方、ま

た、社会福祉協議会の心配ごと相談等に来られた方

等で、そういった資金の貸し付けが厳しい状況にあ

るという方に対して、そういった制度があるという

ＰＲ、相談をさせていただいているのとあわせて、

広報誌、機関誌、社会福祉協議会が発行している広

報誌等で事業の啓発をさせていただいているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 生活困窮者なので、なか

なか思ったように返せないとか、そういうこともあ

ろうかと思うのですが、そういう事実があるのかど

うか、確認をしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） １０番中澤委員の

御質問にお答えいたします。 

 この事業は社会福祉協議会が行っている事業であ

りまして、今、担当主幹のほうからお答えさせてい

ただいたように、社会福祉協議会の機関誌を通じて

こういう制度の周知をしているというふうに私ども

も聞いております。 

 年に１回運営協議会がありまして、私が運営協議

会のオブザーバーという形で参加させていただいて

おりますけれども、過去の中には不納欠損をした

ケースが数件あるように私どもも聞いております

し、それから、今現在、古くからお貸ししていて、

定期的に少しずつ返しておられるという方も若干名

いることについては、運営協議会の中で報告を受け

ているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） たまたま２５年は２０万

５,０００円だったけれども、約８０万円というの

は、もしかしたらそういう利用される方もいらっ

しゃるということで、この８０万円は必要だという

認識でよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） お答えいたしま

す。 

 ここ数年、２０万円台、３０万円台、４０万円ま

で貸し付けの実績がいっているような年度はないよ

うに見受けられますけれども、基本的に、５５年度

ぐらいからこの制度が始まっていると思いますけれ

ども、町が８０万円、それから社会福祉協議会が８

０万円を用意して１６０万円を原資に事業をスター

トして、それらを動かしていく中で預金利息等も当

時はまだ高い金利がありましたので、そういうよう

なことを含めて一定程度の原資をもって運用してい

くというようなことも含めて、今現在利用している

のも実態であります。 

 貸し付けが一気に１００万円とか、そういう額に

なることは余り想定できませんけれども、運用して

いく原資としては妥当な形で運営されているという

ふうに理解しています。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ９９ページの保健福祉総合

センターの管理運営にかかわるところですが、需用

費の中の燃料費及び光熱水費、合わせますと約３,

０００万円強の経費がかかっていて、近年、原油の

高どまりの傾向があると思います。保健福祉総合セ

ンターが建設されてから経年たっておりますが、燃

費のいいものというか、もう少し効率のいいものに

対する改築などのお考えがあるのかどうか、お伺い

いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ５番金子委員の御

質問にお答えいたします。 

 保健福祉総合センター、あのように大きな施設

で、プールやお風呂という施設もあって、かなり燃

料をたくさん消費する施設になっています。そのよ

うなことから、今、例えば上富良野小学校において

は、ヒートポンプを活用した新しい校舎ができてお

りますし、事業者のほうからは、そういうものも検

討できますよということで御提案をいただいている

最中でありますので、そのようなことを含めて今後

のメンテナンスや、例えばいろいろなボイラーの更

新とか、そういう時期に合わせて、そういうことが

導入できるのかどうかを含めて研究を進めてまいり

たいというふうに考えています。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ぜひ、日進月歩の技術があ

りますので、そういったものの活用も早急に計画と

は言いつつ、電気料金も非常に高騰が始まってくる

予想がされますので、それらもにらみつつやって

いっていただきながら。 

 ちょっと関連になるのかどうか、戻るのかわから

ないですけれども、今現在、Ａ重油についても、２

５年度決算で見ますと９８円から１０５円の中で推

移しておりますし、これから先も上がっていくよう
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な可能性があるので、それらで例えば利用料等につ

いて影響があるかないかというのはどのように考え

ておりますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） お答えします。 

 ちょっと今質問の意図が私理解できなかったので

すけれども、施設の経費がかかるので、それを利用

料に転嫁するような考え方はあるのかということで

しょうか。それらの考え方については、保健福祉総

合センターというよりも、町の公共施設全体で考え

る課題かなというふうに理解をしておりまして、

今、保健福祉総合センターとしてそのような考え方

を私自身が持っているかとなると、そういう考え方

は今現在持ち合わせておりません。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） それがいいか悪いかという

総合判断はまた理事者の考えになると思うのです

が、当然あそこを利用している団体というのは高齢

者であったり、いわゆる本当にスポーツばりばりの

健康な人が使う施設というよりは、若干体に御不自

由を感じられるような方が多いのかなという、ま

た、健康になっていきたいという人が多い中で、い

ろいろなそういう社会の福祉に属する施設だという

ことはわかりますが、一方で、当然費用対効果とい

うか、温浴施設の中においてもそれだけではない使

い方をされていらっしゃる方であったりとか、当然

あそこに入っていらっしゃる団体の方については、

それを営利として御商売をなさっていらっしゃる方

も中には入っておりますので、その部分のバランス

をとりながらどういうふうなお考えがあるのかとい

うのを、こちらの理事者部局にお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ５番金子委員の施設の

利用料にかかわる御質問になるかと思いますけれど

も、昨年の１２月以降、ことし４月からの消費税の

値上げに伴って使用料、手数料の見直し作業という

ことで進めておりまして、施設の利用料、使用料に

つきましては、今、法律の中では来年１０月から１

０％になるという動きの中で、その時点で使用料等

についてもどのように取り扱うかということを検討

するということで見送った経緯がございますので、

今言われたこともありますが、そのような中で使用

料の料金について今後検討していくということで今

は考えておりますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） １０１ページの下段のほう

の高齢者支援班の在宅福祉推進費、７１１万１,２

５６円とちょっと金額が大きい歳出ですので、中身

についてお知らせ願いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ９番岩崎委員

の在宅福祉事業に関連する質問にお答えしたいと思

います。 

 ７１１万１,２５６円の決算をさせていただいた

のですが、多くが在宅福祉サービスの事業の委託料

ということで、介護認定を受けていない方を中心

に、在宅でいつでも暮らせるような施策ということ

で、配食サービスでありますとか、移送サービスで

ありますとか、あと電話サービス、さらには除雪

サービス等々の在宅福祉サービスの委託料がこの７

１１万１,２５６円のうち４４８万１,０００円程度

を占めているような状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 在宅でもって生活されてい

るということで、認定を受けていない方は何名おら

れるのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） この事業につ

きましては、ちょっと一部違ったことを言ったので

すけれども、認定を受けている方も対象になりま

す。介護保険サービス以外で賄えない部分について

のサービスということで御理解願いたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 主幹、人数がわかれば

を人数も言って。わからない。 

 高齢者支援班主幹、答弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） 済みません。

再度答弁させていただきます。 

 今ちょっと概数で申しわけないのですけれども、

今現在、全体の６５歳以上の高齢者が約３,２００

人弱いらっしゃいます。その中で認定を受けている

方が４００名前後というふうになっていますので、

差し引きしますと、認定を受けていない方は２,８

００人程度いらっしゃるということです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 今の答えでは、認定を受け

ている方が４００人程度だということは、２,７０

０人ですか、在宅ということで理解していいです

か。ちょっと数字が、確認させてもらいますけれど

も。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 
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○保健福祉課長（石田昭彦君） 今、主幹のほうか

らお答えしたように、６５歳以上の高齢者だけでは

なくて、サービスの対象者については障がいをお持

ちの方も一部対象になりますけれども、全体的に高

齢者が、３,２００名前後の方が今６５歳以上の高

齢者でありまして、介護認定を受けている方が４０

０名前後になりますので、認定を受けていない高齢

者となると２,８００名前後の方がそういう方にな

りますし、その中で元気な高齢者の方はこういう事

業に申請されることはありませんけれども、当然だ

んだんだんだん年齢を重ねるごとに足が弱っていっ

たりとかいろいろなことがありますので、認定を受

けていない方でも在宅で暮らしを支える事業として

こういう事業がありますので、どの対象者が何人い

るのだと言われれば、たくさんの方が対象者になり

得る可能性があるということで御理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 在宅でも福祉サービスとい

うことで、ふれあいサロンとかいろいろ企画をされ

てやっているようですけれども、この７００万何が

しの、最初申し上げた数字のお金が皆さんに恩恵が

あるような使い方をしているかどうか、お伺いした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 私どもとしては、

支援の必要な方については必要な支援がなされてい

るというふうに理解をしています。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 今の在宅福祉推進事業の

関連でちょっと何点かお聞きしたいと思います。 

 成果品の２５ページになりますが、この推進事業

の配食サービスが昨年から見ると１３０％ぐらい増

加しているのかなと。配食サービスが１,６０７食

から２,０５１食というようなことになっていま

す。これについて、ここにちょっと実数が載ってい

ませんので、対象者がふえたのか、それとも希望す

る対象者の食数がふえたのか、そこら辺の内容をお

聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） １０番中澤委

員の配食サービス関係の御質問にお答えしたいと思

います。 

 今、委員おっしゃったとおり、昨年度に比べて約

３００食ぐらいふえているというような状況にあり

ます。これについて、対象者もふえていますし、あ

わせて配食回数、１週間に６回が限度なのですけれ

ども、２回の方が３回になったりとかという、そう

いうような状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） それらのＰＲとか接触す

る段階で効果があったと理解してよろしいでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） 配食サービス

につきましては、ことしも広報で一回流していただ

いたのですけれども、ことしからさらに、今までは

御飯も含めた中の１食という形だったのですけれど

も、ことしから試行で、副食のみのサービスも今展

開しているところです。 

 残存能力の活用というのですか、御飯は炊けるけ

れども、ちょっとおかずをつくるのが大変とか、そ

ういう方に対しても今回試行で対象にしていますの

で、そういう面では、その方も何名かことし新たに

対象となっていますので、効果的であったと私ども

は理解しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 内容が変わって利用者が

利用しやすくなったと理解したいと思います。 

 次に、理容サービスの関係なのですが、この理容

サービスについては延べ１５人となっています。理

容ということは床屋さんとか、美容は入っていな

かったなと思うのですが、そうなると延べ１５回と

いうことは、我々だったら一月に１回ぐらい床屋に

行くというようなことだと思いますが、非常に少な

いのかなと思っていますが、実数と利用回数等を教

えていただければと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ただいまの御

質問にお答えいたします。 

 理容サービスにつきましては、一応決まりといた

しまして、年６回までの利用というふうに決めさせ

ていただいています。その中で延べ人数１５人とい

うことで、実人数だと１０名登録のうち六、七名が

実際使っているというような現状です。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 全体的なことなのです

が、この在宅福祉推進事業もかなり変わって、社会

状況や何かも変わったり、それから対象者とか希望

する人たちも変わってきているのかなと、そんな感

じを受けます。その中で、どこかで見直しとか、そ
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ういうようなことも含めて、今後さらに住民が利用

しやすくて効果の上がるような事業を展開していた

だきたいなと思うわけですが、現状どのように捉え

られているかをお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ただいまの御

質問にお答えします。 

 在宅福祉事業も御案内のとおり、平成３年ぐらい

から始まりまして、いろいろな事業を展開して、そ

の中で一部制度の見直し等々を行ってきて現在に

至っているところでございます。 

 それでことしにつきましても、いろいろな在宅

サービスの中でもなかなか実態に、本当のサービス

に合っていないということも聞こえてくる部分もあ

りますので、ことしについては、たまたま来年度が

第６期の介護保険事業計画の策定ということで、現

在、各事業所さんから利用者さんの生の声を聞いた

りとか、あとアンケートをしたりとか、その中で課

題点等々を検討して、分析して、来年度以降の施策

に反映しようというような考えで今進めているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 今のことに関連で伺いたい

のですけれども、私と同僚議員の方と電話ボラン

ティアということをさせていただいております。以

前は、担当が１回行くと五、六人いましたけれど

も、現在は何と２人だとか３人ぐらいに変わってき

ています。 

 やっぱり傾聴するということはとても大事なこと

ではないかなというふうに捉えているのですけれど

も、会話することで認知症の予防にもつながります

し、あと見守り的な部分もあると思いますので、電

話のボランティアの人がいないのではなくて、受け

る側の人たちにどういうことをやっているかとい

う、その認知が少し足りないのかなというような気

持ちもしていますので、もう少し広くいろいろな方

に電話で見守り的なものの、電話サービスのこの部

分ですね、これをもう少し拡張するというか、今人

数が本当に減っていますので、そこら辺もちょっと

考えていただければなというふうに、社会福祉協議

会がやっていることですけれども、とりあえずはそ

んなふうに思っているところなのですけれども、今

後において、この辺はどんなふうな捉え方でいらっ

しゃるのか、ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） １番佐川委員

の御質問ですが、委員おっしゃるとおり、電話サー

ビスについては、以前は２０数名を超えていたと思

うのですけれども、現在、登録人数が７名というこ

とで聞いております。 

 確かに委員おっしゃるとおり、電話サービスとい

うのは独居高齢者を含めた虚弱高齢者の見守りの大

切な部分と認識しております。ただ、私どものほう

もケアマネージャーさんとかうちの包括支援セン

ターを通じて、このような事業があるよというふう

には宣伝しているのですけれども、なかなか全町民

の方に周知されていないというのも感じているとこ

ろですので、今後について何らかの方法で、電話

サービスを含めた在宅福祉サービスを広報等の媒体

を使いまして、一度全町民に周知する機会を設けた

いと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １０７ページの療育指導員

の報酬で１,６００万円という予算がついているか

と思いますが、これは１人当たり大体どのぐらいの

報酬体系になっているのか、この点、お伺いしてお

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 子どもセンター施設

長、答弁。 

○子どもセンター施設長（吉田泰子君） ４番米沢

委員の質問にお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 療育指導員の報酬ということで、３名の療育指導

員がおりまして、その予算、１名ずつということで

は上がっていないのですが。それと、２５年度につ

いては退職者が２名おりましたので、退職金が６３

０万円ほどついております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そういうもろもろを含めて

予算になっているかと、福利厚生なんかも含めて

入っているのかなというふうに思いますが、やはり

こういった指導される立場からすれば、賃金の低さ

だとか報酬の低さだとか、現実的な問題としてあり

ます。そういった部分で一生懸命指導はされている

のですが、そういうものとあわせた中で改善も必要

な部分があるのではないかというふうに考えますの

で、この点はどのようにお考えなのか、お伺いいた

します。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御
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質問にお答えいたします。 

 ちょうど中央保育所がこの春から民間移譲になり

まして、そういうような経過も含めて、町長におい

ては、子育て支援事業にこれまで中央保育所で活躍

いただいた保育士の職にある職員を、町が行う子育

て支援事業に力を入れていこうということで、発達

支援センターについても、そういうような流れの中

でプロパーの職員を配置していただいた経過にあり

ます。そのようなことで、今後それらの体制の強化

を含めながら、そういった必要なお子さんたちの支

援に当たっていきたいというふうに考えているとこ

ろであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 一般的にそういう流れで、

充実したというふうには見受けられますが、やっぱ

り根本的には従来からいらっしゃる指導員の方の改

善というのが伴わないと、それは質の向上というふ

うにはならないので、当然そういうものもあわせた

中で、やはり職員の資質向上、技量も含めてなので

すが、そういうものも含めた改善は必要だと思いま

すが、この点、確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 委員おっしゃるよ

うに、特に専門的な指導に当たる職員になりますの

で、ことし配置になった職員についても、保育士と

してはベテランかもしれませんが、療育の分野では

まだまだベテランと言えるような域に達していない

こともありますので、当然これまで担っていただい

た職員も療育指導員として、嘱託の職員で対応して

いただいた職員も数名残っていただいておりますの

で、こういう職員と連携しながら、また外部の専門

的な御協力もいただきながら、職員のスキルアップ

に努めていきたいというふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） かかわってお伺いしたいの

ですが、調書の中でも障がい児の計画的相談という

形で、２５年度から始まった事業があります。４４

件と、モニタリングで５５件という形になっており

ます。恐らくこれは個別に、やっぱり成長してもら

うための対応という形の計画的な相談かなというふ

うに思います。 

 それで、どういう働きかけをして、今どういう到

達点に向かおうとしているのかということも、計画

的に米沢なら米沢に対して、もう少しＡ点というと

ころを伸ばしたいだとか、そういう内容なのか

ちょっとわかりませんが、どういう内容の計画的相

談なのか、モニタリングという形になっているの

か、その内容等についてお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 子どもセンター施設

長、答弁。 

○子どもセンター施設長（吉田泰子君） ４番米沢

委員の質問にお答えしたいと思います。 

 計画相談ということで、相談支援センター事業の

計画相談の内容は、その子の状態を見て、課題とな

る部分を上げます。そして、その子が地域のどの場

所でというか、どういうところでそれを伸ばすため

に支援を受けたらいいかというようなことを相談支

援の中で検討して、月何回どこどこでというような

形の計画書をもって選んで、発達支援とか、町でい

えばニカラさんのような事業所を使うというような

流れになっています。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 今と関連するかもしれま

せんが、障がい者の相談員謝礼が出ています。５万

２００円でしょうか。勉強不足でちょっとわからな

いのですが、北海道から移譲を受けて、どなたが相

談員になっているのか、身体障がい者の相談員、そ

れから知的障がい者の相談員といると思うのです

が、差し支えなかったらというか、相談員ですか

ら、我々もあれなので、ぜひ。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） １０番中澤委員

の身体障がい者、知的障がい者の相談員さんに対す

る質問ですが、まず、身体障がい者の相談員さんに

ついては、お名前が台丸谷次男さんにお願いをして

おります。次に、知的障がい者の相談員さんにつき

ましては、村上元松さんにお願いをして、相談員と

して担っていただいているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 身体障がい者の相談ケー

スが２件と。それから、知的障がい者の相談が１件

という実績になっているかと思います。これらの、

どこにどのような形で行けば相談に応じてもらえる

のか、どんな体制になっているのかをちょっと確認

させてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） こちらの相談員

の方につきまして、まず、町の広報誌を活用しまし

て、住民の方には広く相談員さんのお名前、あと御

住所を周知させていただきまして、相談を希望され

る方については、御自宅のほうで相談を行っていた

だくという体制をとらせていただいています。 

 相談件数につきまして、２５年度実績ですが、身

体障がい者のほうにつきましては、手帳交付、また
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補装具の申請等についての相談と。あと知的障がい

者につきましては、施設入所の利用についてという

ことで相談を受けたという実績で報告を受けており

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １１７ページ、子育て支援

ごみ袋の交付のところです。調書は２９ページ、こ

こに交付実績が出ておりまして、２０９人、１万

２,０５０枚と。単純に割り返しますと５７.６枚と

いうことで、これは２５年度から始まった事業なの

で、単純に割り返してもだめだとは思うのです。 

 それで、どこかで線引きしなければいけないのは

わかるのですけれども、例えば５月に誕生を迎えた

２歳になりますと、４月、５月でもらって終わり

と、こういうことになって、２６年度は最初から全

部該当になるわけなのですけれども、ここのところ

ですね、やっぱり新しい施策、子育て支援で施策を

やっていただいて、私、評価しております。ですけ

れども、こういった場合は、せめて６カ月ぐらいは

差し上げるというか、そういったお考えはどうなの

かなと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ３番村上委員

の御質問にお答えします。 

 さっき２５年度からの事業ということだったので

すけれども、２４年度からの事業になっておりま

す。２５年度につきましては、２０９名で１万２,

０５０枚。 

 この事業は、２歳未満のお子さんを対象に、紙お

むつのごみ相当分のごみ袋ということで、３０リッ

トルの一般ごみの袋を一月当たり５枚、１年で６０

枚交付しています。今、平均すると５７枚というこ

とだったのですけれども、一部、年齢の途中で転入

されてくるお子さんもいらっしゃいますので、そう

いう方については、その子の月齢に合った枚数とい

うことになりますので、このような実績になってお

ります。 

 ２４年度からの事業になっておりますので、前年

度は３６４人で１万７,１９０枚ということで、年

齢の途中のところから始まった事業ですので、４月

からのその子の月齢に応じた枚数を交付させていた

だいていますけれども、そういう始まりのときにも

う少し余裕を持って長い期間の分、対象にしてはど

うかという御意見だったと思うのですけれども、そ

こで何カ月間か仮に延ばしたとしましても、やはり

そこでまたあと何カ月かで対象にならないお子さん

というのは、どこの時点で区切っても出てくること

かなというふうに思いますので、事業を始めた時期

からの交付ということで御理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 私、１カ月５枚というのも

少ないのかなと。私、何回もこれを申し上げて、子

育て支援策としてやっていただいた事業で、評価は

いたしていますよ、評価はしているのですけれど

も、ちょっとちまちましたあれだなと思っていまし

て、それでやっぱり５７.６枚ですからね、一応６

０枚差し上げることになっていますから、少しの余

裕、幾ら線引き、高齢者の方が７７歳の喜寿、８８

歳の米寿、これを打ち切りにしました。そういった

高齢者の方はちょっと我慢していただいても、これ

子育て支援としてやっていますので、そんなに線引

きで、３月の新年度予算がつきまして、さあ、４月

からということなのですけれども、５月ですと４

月、５月で終わりだと、こういうふうになってしま

うということで、そこをもうちょっと何カ月か延ば

してあげることはできないのかなと。その１カ月５

枚ということが私ちょっと少ないかなと思っている

ぐらいですのでね、やっぱり新しい施策をするとき

はどうしても線引きは仕方ないと思うのですよ。で

も、子育て支援として、支援策なのですからね、そ

こら辺はちょっと、高齢者のそういった施策とは

ちょっと違うかなと思ったりしているのですけれど

も、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） 一月当たり５

枚という量につきましては、町内の小さいお子さん

を対象に、紙おむつの使用量のアンケートをとりま

して、大体実績に相当する枚数ということで、あと

全国の平均の利用枚数などから出しまして５枚とい

う量を決めています。 

 あと２歳の誕生月の前まででということで、もう

少し期間も延ばしてはどうかという御意見だと思う

のですけれども、そちらにつきましては、保健師で

すとか保育士などとも相談しまして、２歳という年

齢になったときには、やはりおむつを外すようなト

レーニングをする時期にも当たりますので、そうい

うことを促すというような目的もありまして、２歳

までという期間を定めたところです。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それはわかりますよ、おむ

つをなるべく２歳までに外したいと。そういう指導

も兼ねて２歳未満と。２歳未満をずっと延ばしなさ
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いというのではなくて、線引きがちょうどせめて６

カ月ぐらいはどうかということで、そういうことで

２歳６カ月ぐらいになりますかね、その指導もある

でしょうけれども、ちょっと６カ月ぐらいはだめで

すかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） 延ばすのがい

いのか悪いのかという答えはないのかなとは思うの

ですけれども、やはり２歳ぐらいになったら、いつ

までもおむつを使うということではなくて、少しず

つ外すトレーニングを始めていただきたいという思

いで、はい。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） １０５ページになろうか

と思いますが、精神障害者保健福祉手帳というのが

ありますよね。それで、最近、認知症や何かの方も

その手帳の対象者になるということを聞きました。

そんなような意味から、我が町で、認知症で精神障

害者保健福祉手帳を取得している例はあるのかどう

かをまず聞きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） １０番中澤委員

の精神障害者保健福祉手帳の認知症患者の取得につ

いてですが、当町では今現在、３６名の方がこの精

神障害者保健福祉手帳の交付になってございます。

その中については、統合失調症ですとか鬱病ですと

か、そういった方が主たる病名で手帳交付になって

おりまして、認知症を病名にという症状で手帳を交

付されている方は現在のところはおりません。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 認知症や何かも８人に１

人ぐらいの方がなるというようなことも言われてい

ます。そんな中で、今後この手帳取得についてどの

ような取り組みをしていくのか、ちょっと考え方を

お聞かせください。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） １０番中澤委員

の質問に答えさせていただきます。 

 高齢化社会を迎えまして、認知症患者が増加傾向

にあるということは承知してございます。その中

で、精神障害者手帳も交付になるということでござ

いますので、町といたしまして、例年、精神障害者

手帳、また通院医療費の公費負担制度等について広

報誌を使って住民に周知している中で、今後、こう

いった認知症の方についてもそういった手帳の交付

につながるということで、掲載を検討していきたい

と考えておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） ９７ページです。成果表にも

載っていますけれども、民生委員さんの活動の一つ

の中に高齢者の実態調査というのがありますね。６

５歳以上の方を対象にして、毎年５月ごろですか

ね、実態調査で個別訪問されているのですけれど

も、実態の調査内容というのは、調査の方法という

のは、以前と変わっているのかどうか、その点、ま

ず確認させてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ８番谷委員の

御質問にお答えいたします。 

 基本的に高齢者実態調査の内容等については、当

初から一部見直しをしながら調査をさせていただい

ているところでございます。基本的に民生委員さん

を通じて、６５歳以上の在宅の高齢者の方全員に訪

問調査をしていただいて、聞き取り調査という形で

実施しているという部分では、当初からはその手法

については変わっていないと認識しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） それ、ちょっと違うのでない

の。私、１１月になったら７０になるのだけれど

も、６５歳のときから地域の民生委員さん来られ

て、２年間訪問してくれましたよ。その後、全然来

ない。ことし新しい民生委員さんに交代しました。

その方の説明では、実態調査は元気でおられれば、

それを確認すればいいのだと。調査内容は、一軒一

軒訪ねて、その内容はどうかと、元気なのと、体の

悪いところはないのと、そういう調査は一切しませ

んよ。しなくてもよくなったのだと、こういう説明

でしたよ。だから、人の健康だとか痛みだとかとい

うのは見てわかるの。側から見てわかるのですか

ね。内容の説明はそういうことでしたよ。だから、

以前の実態調査の仕方というのは変わったのかなと

いうことを先にまずお聞きしたいのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） お答えいたし

ます。 

 実態調査が始まる前に全民生委員さんに対しまし

て、私どもはこういうような趣旨で、こういうよう

な項目を聞き取り調査してくださいというようなお
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願いをしてございます。だから、私どもについて

は、そのような形で調査していただいて報告しても

らっているものと認識しているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 地域だけではなくて、街の方

に聞いても全然来ない地域もあると、人によって

は。民生委員の方が来ませんよという方もおられる

のですよ、実際に。個別の名前は言いませんよ、

ちゃんと覚えていますけれども。それは実際どう

なっているのか。そして、所管としては、６５歳以

上の高齢者の方々の全員の報告書が上がってきてい

るのかどうなのか。実際、私は２年間来ていませ

ん。私の地域にもおりますよ、そういう人。来ない

よと。来ないのだけれども、それはいいんだ、健康

に生活させてもらっていますから。一定程度悪いと

ころもあるけれどもね。そうだけれども、私の実態

の調査の報告は所管に上がっていっているの。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ８番谷委員の御質

問にお答えいたします。 

 先ほど高齢者支援班の主幹がお答えしたように、

私どものほうでは、民生委員協議会の定例の春の会

議の中で、実態調査に回る前の会議の中で、ことし

もその時期になります、例年と同様にこのように一

軒一軒訪問して、調査票をお配りして、聞き取り調

査を行ってくださいということでお願いをして、調

査期間が終わった以降はそれぞれ民生委員さんから

私どものほうに調査票を持ってきていただきますの

で、全件の方の調査票を私どもでは回収していると

ころであります。 

 今、委員おっしゃったように、もしそういうよう

な実態なのだとすれば、今後の民生委員協議会の中

で、またきちんと指導もしなければならないと思い

ますけれども、一軒一軒訪ねて毎年毎年同じ項目を

全て聞き取り調査していくのは、結構民生委員さん

が大変なのも確かだというふうに思っておりまし

て、民生委員さんの中で、私ども聞く範囲の中で

は、特に去年とお変わりありませんかと、変わった

ことがあったらお聞かせいただきたいけれども、去

年と変わらないようだったら去年と同じような回答

にしておいていいかいというぐらいのことでもいい

かいというような、そういう声は私ども聞いており

ますので、そういうところは去年と変わっていない

よねとかということでお会いして、そういうもので

あれば、去年と変わらない項目で出してもらって結

構ですよというようなことはありますけれども、

伺っていないとかということについては、私どもは

ちょっとそういう把握はできていませんので、そう

いう実態があるとすれば、民生委員協議会の中でも

そのような意見があったこともお話をさせていただ

いて、調査にきちんと当たっていただきたいという

お願いをさらにしていきたいというふうに思ってお

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） ８番谷委員。 

○８番（谷 忠君） 高齢化社会になってきて、民

生委員の活動の幅というのが物すごく大きくなっ

て、大変御苦労されているのは十分理解していま

す。ただ、そういったことを地域の人は、やっぱり

高齢者になってくると、こういう活動をしていらっ

しゃる民生委員さんを頼りにしている人がたくさん

いるのですよ。そういうことからいうと、やっぱり

訪ねて、そして健康状況を確かめるということをし

てもらわなかったら、何のためにやっているのだ

か、わからないでしょう。現実に、私申し上げたけ

れども、ことしは来ていただきました。だけれど

も、調査票も何もないですよ。そういうことですか

らと言って帰った。健康そうですねと。さっきも

言ったけれども、人の痛いところ、かゆいところ、

わかるのかな、黙って見ただけで。そうではないで

しょう。去年とおととしは一切来ないです。人は変

わっていますけれどもね。それを言いたかったのだ

けれども、余りこんな活動している人に言うのもあ

れだなと思って言わなかったのだけれども、何年も

続いたら。私だけかなと思ったら、そういうことを

おっしゃる方何人もいらっしゃるのですよ、来ませ

んよと。来てもらわなくてもいいのだと言う高齢者

の方もいらっしゃるそうです。健康だからと、そう

いうことを言う民生委員さんもおられます。それは

結構なのです。だけれども、一般の方はそうではな

いでしょう。そういうことも今課長から答弁ありま

したけれども、今後、十分調査の仕方に注意してい

ただきたいなと、こう思っています。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 今、谷委員のほう

から御指摘あったように、私どもの趣旨は委員のお

考えと同様の趣旨で、実態調査をこれからもしてい

きたいというふうに考えております。 

 特に、実態調査は一軒一軒お回りいただく機会に

なりますので、民生委員さんも大変な部分はありま

すが、民生委員さんはこの実態調査だけではなく

て、日ごろの訪問調査や何かを活動していく、その

上で、特に地域の高齢者を一通りまず一回目を合わ

せる機会にもなりますので、そういう意味で実態調

査を御活用いただいて、ああ、ここの高齢者は少し

弱っている方だなとか、こういうところを注意しな

いとならないなということを民生委員さんが肌身に
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感じていただいて、その後のいろいろな訪問活動に

利用いただく機会になるということで、実態調査を

全件訪問していただくような、そういう調査方法を

町もお願いしておりますので、そのような形を民生

委員協議会の中でまた周知しながら、対応を図って

まいりたいというふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 昼食休憩といたします。 

 再開時間を午後１時といたします。 

─────────────── 

午後 ０時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続

き、委員会を再開いたします。 

 ３款民生費の質疑を継続いたします。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １１１ページの負担金補助

及び交付金で、保育士等処遇改善事業補助という形

で出ております。それぞれ運営に当たって交付され

ているかというふうに思いますが、どういうふうに

改善されているのか、この実態等は掌握されている

のかどうなのか、この点、お伺いしておきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ４番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 保育士等の処遇改善事業の補助金については、町

内の私立の保育所２カ所に対して交付しておりま

す。 

 処遇改善の方法につきましては、それぞれの保育

所ごとに定めることになっていまして、１カ所のほ

うは、常勤保育士に対して、定額で一時金として交

付しております。あともう１カ所の保育所につきま

しては、常勤、非常勤を含めた全職員に対しまし

て、勤務時間数に応じて一律の単価で一時金として

支給されております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 実態等はまだまだいろいろ

あるかというふうに思いますが、大体今この保育所

関係では、勤続年数等というのは、実態というのは

どういうふうになっているのか、そこまでつかんで

いらっしゃるかどうか、わからなければわからない

でよろしいですが、参考までお聞きしておきたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） ４番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 個々の勤続年数につきましては、把握はしており

ませんけれども、運営費の算定に当たりまして、常

勤保育士の勤続年数の加算がございます。その加算

の割合を算出するために、常勤保育士の勤務年数に

ついては毎年度、道のほうにも報告しておりまし

て、ちょっと今きちんとした年数はわかりませんけ

れども、いずれの保育所も平均の勤続年数が今１０

年以上ということになっております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） １０７ページですね、障

害者スポーツ教室等開催事業１６万６,０００円と

ありますが、２５年度新規事業ということで、これ

にかかわる目的とは何だったのか、まずお教えくだ

さい。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） １２番岡本委員

の障害者スポーツ教室の目的についての質問でござ

いますが、障がい者においては、日ごろ、外出の機

会が少なかったり、また、他の方々との交流が少な

かったりというような実態にございます。その中

で、社協センターの多目的ホールでスポーツ教室を

開催することによって、広く交流を図っていただく

等の目的と、あと在宅で過ごされると体がどうして

もなまってしまうということもありますので、軽ス

ポーツを通じて体力増強ということも目的に実施さ

せていただいております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） １０回という回数が書か

れていますが、内容としましては、スポーツいろい

ろありますけれども、どういった類いのスポーツ

を、軽スポーツと言われましたけれども、お教え願

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） 競技内容といい

ますか、軽スポーツでございますが、フラフープで

すとか大きなボール遊び、また、縄跳びを使った運

動等、専門の運動指導士に指導いただいていまし

て、夏は作業所等で出る機会が多いので、秋から冬

にかけて開催させていただいているというような状

況でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 
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○１２番（岡本康裕君） 金額、さほど大きい金額

ではなく、１６万何がしですが、金額の内訳として

は講師の謝金とかという形で捉えてよろしいかどう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） １２番岡本委員

の質問にお答えさせてもらいます。 

 経費については講師謝金ということで、単価１万

２,５００円で依頼して実施しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番岡本委員。 

○１２番（岡本康裕君） 結果として、障がい者の

方々に喜ばれている事業だと受けとめていますが、

そういう受けとめ方でよろしいかどうか。それと、

今後、継続でということ。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（真鍋浩二君） １２番岡本委員

の質問にお答えいたします。 

 運動実績につきましては、参加される障がい者の

方々の皆様、交流の機会を設ける時間ができたので

ということで、大変好評なお答えをいただいており

ます。 

 この事業につきましては、２５年度に実施いたし

まして好評でしたので、今年度も継続して実施して

おりますし、今後も実施していきたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで３款

民生費の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、４款衛生費の１

１８ページから１３５ページまでの質疑を行いま

す。 

 １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） １２５ページの乳児のフッ

素塗布について伺います。 

 当初予算では１８万８,０００円ということだっ

たと思いますけれども、これは、本年度は１４万

４,０００円というふうになっていますし、この人

数の把握というのはどんな感じで予想を立ててい

らっしゃるのか、まずそれを伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） １番佐川委員の

質問にお答えします。 

 乳児のフッ素塗布につきましては、１歳と２歳の

時点で、個人通知で受診券をお渡ししています。町

のほうでは、その受診券が委託しております各歯科

医院から戻りました時点での実績とさせていただい

ています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １番佐川委員。 

○１番（佐川典子君） 前回の答弁の中で、１回目

の塗布受診に関しては、ぜひ無料という形を考えて

いきたいのだというようなことをおっしゃったよう

な記憶があるのですけれども、今年度、それと比べ

ると随分、２５年度は１７万７,６００円というこ

とですけれども、この辺の考え方は今後どういうふ

うにされていくのか、ちょっと伺いたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） 今後につきまし

ては、２５年から歯科健診を１歳半の健診に導入い

たしまして、歯科医師の健診を導入いたしました関

係上、フッ素塗布とあわせて歯科検診の状況を見て

いた金額からフッ素塗布のみの助成になって、金額

が減額になりました。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １１９ページの地域セン

ター病院周産期母子医療センターの施設整備事業負

担のところですけれども、これは地域センター病院

ですので、富良野市町村の負担割合はどんな決め方

になっているのか、それとまた、計画は何年ぐらい

なのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） 地域センター病

院の設備事業費につきましては、２５年単独で、協

会病院が指定されておりまして、その中で、超音波

の診断、産科のほうです。外来患者数の２０％を負

担させていただいています。もう一つ、超音波画像

診断、これは小児の外来のほうで使わせていただい

て、これも患者数割合で約２５％の割合。また、新

生児用の保育器ということで、ここは２１年から２

３年の分娩数８０人に対しての２１％の負担額に

なっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません



― 36 ― 

か。 

 １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） １２５ページ、エキノ

コックスの対策の関係でありますが、エキノコック

スの検査を今実施していると思いますが、この年度

はどれぐらいの受診があったのかをまずお尋ねいた

したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） エキノコックス

の検査につきましては、２５年度につきましては３

９人で、内訳として、小学生を含む幼児４名、その

ほか成人になっております。性別に関しましても報

告がありますので、その辺までも確認しています

が、男女約半数ということになっております。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） 検診の対象については、

かつては地域を決めてやっていたと思いますけれど

も、今は全町一斉にということで、さっきの３９名

というのが予想より多かったのか少なかったのかと

いうことをお伺いしたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） 全町一斉に町立

病院で実施しております。 

 予想の、予算のということに関しましては、２４

年度から比較する２５年度は、受診者数は多かった

のですが、想定の範囲を下回る形で実施しておりま

す。５年に一度、ぜひ受けていただきたいというふ

うに周知させていただいています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番中澤委員。 

○１０番（中澤良隆君） キツネが一応媒体すると

いうようなことだと思いますが、このキツネについ

ては有害動物に指定されていないので、駆除すると

いうことは大変だと認識しています。そうなると、

人間のほうが予防しなければ対策を講じられないと

いうことで、この検診率をぜひ高める努力を今後し

ていただきたいなと思いますが、その考えをお聞か

せください。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 努力いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） １２５ページの風疹の任意

予防接種にかかわるところでございますが、昨年

度、全国的に風疹が非常に大流行したということ

で、主に妊婦さんというか、周産期の方の、新生児

が失明する先天性疾患の予防のということでござい

ましたが、今回この任意の予防接種に対してどれぐ

らいの数が接種されたか、教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 昨年度、６月の議

会のときに、このような事業を始めたいということ

で若干御説明をさせていただいて、風疹の任意の予

防接種につきましては、委託の部分と、あと償還払

いの部分もありますので、合わせて３６件の対応を

したところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ３６件ということは、それ

は、いわゆる妊婦さんになる方の対応だった、それ

とも対象になられる方に対しての３６件だったので

すか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 妊娠の可能性のあ

る方を含めてですので、対象になられる方総体に対

しての３６件。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 件数的には少ないという

か、事例的にはまだ発症が少ないのですけれども、

いわゆる妊娠中に風疹にかかると新生児が失明にな

る確率が高いということで、全国的にも、本来であ

れば旦那様、それから企業、例えば保育所ですとか

幼稚園の、いわゆる先生たちも含めて幅広い方を対

象にするべきという所見もありますが、その件に関

してどういう対応をされるか、ちょっと教えてくだ

さい。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） 金子委員の御質

問にお答えします。 

 ２５年度につきましては、妊娠の可能性のある同

一世帯の御主人に対してもさせていただいた中での

総体になっております。 

 今後につきまして、２６年度も含めまして、道の

方針として、不顕性感染といって、感染を受けて発

症する可能性が非常に少ないという病気なものです

から、抗体検査をするようになっておりまして、ワ

クチンよりもまず検査をするという形で、上富良野

町も道の方針に従って考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） この事業調書で、成人保健

関係でありますけれども、健康相談受診者数という

形で、うち健診後の相談者数ということで１,０２
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６人という形になっているかというふうに思いま

す。 

 この健診後の相談ということでは、多様な形の中

で体調だとか健康相談ということで相談されるもの

が多いというふうに思いますが、傾向としてどうい

うような状況の中で、例えば高血圧だとか、いろい

ろな症状が比較的あるのかなと、共通している部分

があるのではないかなというふうに思いますので、

その点、わかる範囲でよろしいですから、お伺いし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ２５年度の成果

報告にさせていただいています健康相談、成人の健

康相談に関しましては、ほとんど健診の結果の御相

談が多いので、一応、上富良野町の国民健康保険の

保険者の方たちの健康の状態ということでお答えさ

せていただきます。 

 確実に特定保健指導の数は減っております。その

中で、高血圧症の数が大幅に減っております。重症

化の予防が確実にされているというふうに感じてお

ります。 

 ただ、生活習慣がなかなか検査結果としてあらわ

れにくい軽症の糖尿病の方たちの増加は、２５年度

に関しては、確実に減らすことを目標にさせていた

だくような形で取り組んでいるところです。 

 そのほか、メタボリックシンドロームを基盤にし

た健診の内容ですので、メタボリックシンドローム

に関しての予備軍対象者も含めて減少している状況

です。 

 確実に重症化の予防は進んでいるというふうに判

断はしていますが、もちろん国民健康保険者の７割

の方の受診の中での健康実態というふうに捉えてい

ただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 確実にという形で、あと若

年層も相当努力もされて、いわゆる小学生からも、

中学生からもという形でずっと進んだ結果がこうい

う状況になっているかというふうに思いますが、引

き続き、若い世代の受診率というのは、いろいろ健

保だとかありますので、どのような状況になってい

るのか、わかる範囲でお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） 米沢委員の御質

問にお答えします。 

 うちの町は、健診に関しましては、中高年の方た

ちの受診率が非常に高い状況です。御指摘のように

若年の健診を２０歳から、２５年度からは小学５年

生と中学２年生にも実施し、生活習慣を確立する時

期から、よりよい生活習慣確立のための健診という

ふうな位置づけで取り組んでいるところです。 

 強いて言えば、一番先にかかわりができる妊婦、

母子手帳交付のときの生活習慣病予防から含めて、

産後のお母さんの体、そして子どもたち、二十歳以

上の成人に向かっても健診の項目もふやしながら、

健康の増進に努めているところですが、いかんせ

ん、やはり若年者の受診率は特定健診に比較すると

まだまだ低い状況です。 

 ですので、他町と比べれば、継続してやっている

成果は出ている中で、今後も健診を続けて、必要性

と自主的に受けていただける層をふやしていきたい

というふうに考えているところです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １２９ページ、クリーンセ

ンター管理費のところです。 

 ここの電気料ですね、１,７４２万円、全体の管

理費の中で非常に大きな部分を占めているのですけ

れども、これ何か、重油ほか燃料も使っております

けれども、電気というもの、また単価がちょっと上

がりそうな気配もありますし、北電から電気を買わ

ない、どこか違うところの安い電気を使用すると

か、ここの部分結構――先日、富良野のごみのリサ

イクルの研修がありまして、同僚議員と一緒に行っ

てきたのですけれども、もう富良野は９９％リサイ

クルしていますからね、全然またやり方は違うので

すけれども、うちは焼却炉というのを持っています

ので、これと向き合っていかなければいけないので

すけれども、焼却炉を管理するのにだんだん維持管

理費がかかってきますので、この部分が電気料とい

うところも非常に大きいので、これにかわるエネル

ギー、何かここに使うものをお考えになる考えはな

いのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 生活環境班主幹、答

弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいま３番村

上委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 委員おっしゃるとおり、電気料というのが、たび

重なる単価値上げについて、管理費の中でかなりの

ウエートを占めているのは確かにございます。 

 再生可能エネルギーということで、ほかの電気が

買えるかどうかというのもこれから検討していかな

ければならないところでもございます。 

 どうしてもプラントを動かすのには、酸素、動
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力、それから電気、いろいろなものを使いまして、

送風機ですとか、それを動かしながら電気を使って

いるものですから、なかなか節電とか、そういうの

も難しいところでございます。 

 熱源を生かした電気だとか、そういうのは今後の

課題になるのかなと思いますので、今後検討してま

いりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） この焼却炉とどのように向

き合っていくかということで、やっぱり一番そこ

を、エネルギーのところを今考えていらっしゃると

思いますけれども、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １３３ページの省エネとい

う形で、街灯補助を出されて、費用対効果も、相当

経費も削減されているという状況になっています。 

 また、町の報告では、一方でＣＯ２の排出量が前

年度から比べてふえているというような報告がされ

ております。 

 それで、実態として、上富良野町の進むべき方向

として、今、同僚の議員からいろいろな省エネ対策

だとか声も上がっておりますが、上富良野町とし

て、エネルギーの地産地消という形でずっと前から

うたわれておりまして、上富良野で何を位置づけ

て、その地産地消のエネルギーにつなげていくのか

というところをもっとはっきり打ち出す必要がある

のではないかなというふうに思います。これだけ新

エネに対するいろいろな計画なんかもつくりました

けれども、それに基づいて補助制度も出しながら

やっているといえば、それはそれとして成果も上

がっているということで私は評価もしております

し、環境住宅も含めてなのですが、同時に、地元で

使えるエネルギーは何かというところをもう少し

はっきり打ち出す必要があるのではないかなと思う

のですが、ここが広域ではいろいろと研究は進めら

れているという話でありますが、なかなか見えてこ

ないところだというふうに考えておりますが、この

点、２５年度を踏まえた今後のあり方等についてお

伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の御

質問にあります地産地消エネルギーということで、

我が町上富良野町にもそれぞれ賦存するエネルギー

がございます。省エネビジョン、新エネビジョンと

いう形をつくらせていただきまして、まさに街灯、

省エネ住宅対策ということで補助事業も実施させて

いただいております。 

 委員が先ほどおっしゃいました広域で、ことしの

春から北海道総研と協定を結びまして、上富良野町

は上富良野町における賦存の、今まさに調査の入り

口段階に入ってございます。よって、具体的にこれ

がどうということにつきましては、まだお示しする

には相当の時間がかかると思いますが、いずれにし

てもそういう形を明確にしながら、今後の我が町の

環境対策としての取り組みを進めていくように考え

ておりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで４款

の衛生費の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、５款労働費の１

３４ページから７款商工費の１６５ページまでの質

疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １３７ページ、町のアグリ

パートナー、負担金とございます。 

 それで、今こちらの取り組み、３８ページの調書

にサマーフェスティバルとか、オータムフェスティ

バルとか、いろいろやっておられます。どんな方法

でおやりになっているのか、成果のほうはどのよう

になっているのか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業委員会事務局長、

答弁。 

○農業委員会事務局長（北越克彦君） ３番村上委

員のアグリパートナーに関係する御質問でございま

す。 

 成果報告書の３８ページのほうにも記載している

ところでございますけれども、アグリパートナーの

事業は上富良野のアグリパートナー、町の中の事業

というものと、あとは富良野沿線を中心とした取り

組みの形の二通りで実施してございます。 

 富良野地方のアグリパートナーの事業につきまし

ては、夏のイベントと秋のイベント、婚活事業とい

いましょうか、夏の事業につきまして、２５年度は

２泊３日でサマーフェスティバルを実施してござい

ます。秋につきましては、１泊２日の婚活のイベン

トとして実施してございます。 
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 夏の事業につきましては、サマーフェスティバル

は上富良野からは３名参加していただきまして、全

体では青年が１６名、女性が１０名ということでご

ざいました。秋の事業につきましては、上富良野か

ら青年が４名参加いたしまして、全体では青年１６

名と女性が１６名ということでございます。 

 あと、これにかかわりましてマッチングの関係に

つきましてでありますけれども、夏のサマーフェス

ティバルの関係につきましては、マッチングが５組

ございまして、うち南富良野町の１組がゴールイン

されたという状況でございます。あと秋のオータム

フェスティバルにつきましては、マッチングが９組

あったということでございます。 

 それと上富良野の町のアグリパートナーの事業で

ございますけれども、農業後継者との交流会という

ことで、過去に地方からお嫁さんに来ていただいた

家族交流会というのを実施してございますのと、あ

と農業後継者の関係につきましては、夏から秋にか

けまして町独自の交流ということで、男性、女性５

名、５名ぐらいの感じで、役場の車庫で焼き肉を囲

むといったような交流会を昨年度から始めさせてい

ただいているところでございます。 

 町独自の交流につきましては、今年度も実施いた

しまして進めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 成果が欲しいところですけ

れども。 

 今、農業の後継者ばかりでなくて、男性が８２

％、女性が６８％、一般女性、男性の方でも交際相

手がいないとか、それから恋愛しない男女がふえて

きている、恋愛の経験がないという方もいらっしゃ

るということで、少し手法を変えられたらいかがか

と思うのですけれども、町の中のレストランなんか

を借りまして、街なかコンみたいな。農業後継者の

方ばかりでなくて、なかなか、晩婚化というので

しょうか、そういった傾向もありますので、今まで

の取り組みと違う、手法を変えてみるというのはい

かがでしょうかと思いますが、どうですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 農業委員会事務局長、

答弁。 

○農業委員会事務局長（北越克彦君） ３番村上委

員の御質問でございます。 

 若者等々に交際相手がいない、また、つき合った

りしたような経験が少ないといったようなことを

おっしゃいましたが、そのとおりであると思いま

す。農業後継者のみならず、若者の晩婚化とか結婚

しないでありますとか、そういった状況が多々あり

ますので、私は農業委員会の立場でいろいろなもの

を組み立てていかなければならないと考えておりま

すけれども、町全体といろいろな幅広い中では、若

者全体のイベントというのでしょうかね、そういっ

たものはないよりはあったほうがいいかなとは思い

ますけれども、具体的に開催していこうということ

になれば、もっともっと考えていかなければならな

い事柄が多いのかなというふうにも思います。 

 立場的には、農業後継者のほうを何とかしたいと

いうふうには思っているところでありますけれど

も、農業関係のイベントを実施しましても、なかな

か難しいと考えているところでございますので、い

ろいろ意見とかをお聞きいたしながら進めていきた

いというふうに思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １３９ページですが、農業

振興の担い手サポート奨励補助ということで、１０

件という形で載っております。これはそれぞれの農

業後継者を支援しようということで、商業も同じよ

うに対象になっておりますが、ここで、この間、こ

ういう制度を使いながら、機械的な話はしませんけ

れども、いろいろと課題だとか、今後これをさらに

充実させなければならない、あるいは、現状のまま

でいいだとかのいろいろな評価があるかなというふ

うにここに来て考えているわけで、この点、担当者

の方が一番よく現場も見られてわかっていられるの

かなと思いますので、どのような感想をお持ちなの

か、ちょっとお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ４番米沢委員の担い

手サポートといいますか、今後の担い手対策の関係

についてのお話かというふうに思いますが、この制

度につきましては、平成２１年度からということ

で、該当になる方を対象として、奨励金という形で

２年にわたって交付させていただいておりますが、

今の制度が、全体的に農業が担い手不足と言われて

いる中で、後継者のみならず、農業自体の担い手さ

んが今後少なくなってくる、このことには大変危惧

しております。その中の一つとして、後継者の課題

というのも現場を見てしっかり認識しているところ

でありますので、やはり今後の上富良野の農業を支

える担い手の確保ということからすれば、さらに充

実した制度をつくるでありますとか、そういうこと

は常に考えていかなければならないというふうに

思っておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで５款

労働費、６款農林業費、７款商工費の質疑を終了い

たします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、８款土木費の１

６４ページから１８１ページまでの質疑に入りま

す。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １６７ページ。資料をいた

だいております。資料３ですか。町の除排雪の内

訳、委託費のところでございます。 

 ４カ所の建設会社に１工区、２工区、３工区、４

工区ということで振り分けて除雪をしていただいて

おりますけれども、この３工区、４工区は郡部があ

りませんので、大分金額的にも差がついているよう

なのですけれども、これは４社内の話し合いでこう

いうふうになっているのかとは思いますけれども、

ちょっと差がついているのかなと思うのですけれど

も、そこの会社の能力というのでしょうか、そう

いったこともあってこういう分け方になっているの

かと思うのですけれども。 

 富良野は今度一括業務に変更したということがこ

の間出ておりましたけれども、それとは余り変わら

ないということで、この４社に振り分けてやってい

るのはいいと思うのですけれども、これは町だけで

わかっていることで、どうなのでしょうか、町の広

報なんかで知らせたほうがいいかと私は思うのです

けれども、そのところはどのようになっているので

しょうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま３番村上

委員の除雪に関しての質問でございますが、町民に

対しては、工区ごとの業者名等は伝えてはおりませ

ん。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） そうしますと、町でわかっ

ている状況なのですけれども、町民もこの区間はど

こがやっているよというようなことにしておくと、

何かあった場合、直接その会社にということもでき

るでしょうから、そのほうが町としてはやりやすい

のかなと思うのですけれども、その点はいかがで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ３番村上委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 いろいろと除雪に関しての問題等は、この４社の

中でアラタ工業に電話するような形で町民の皆様に

お伝えしております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 町広報には、一応１２セン

チ以上になりましたらという、除雪の出動基準なん

かはきちっと公にして、１２センチを超えると予想

される場合とかいろいろありますね、ナンバー４ま

でありますけれども、ここの区間はここの業者が

やっていますよというふうに、そうしたほうが、除

雪の関係でいろいろちょっとありますね、苦情が出

たりしますよね、そういったときにはやっぱりそう

いうのがお互いにわかっていたほうがよろしいのか

なと思う、直接言ってもらえばいいわけですのでと

思うのですけれども、いかがでしょうかね。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ３番村上委員の御

質問にお答えします。 

 まず、町民の皆様には、除雪する条件といいます

か、どういうようなときに出るかというのを、新雪

１２センチ以上とか、そういう部分はお伝えしてお

ります。 

 それと、４社の中で業務処理責任者ということ

で、苦情等も１カ所に来るようにしておりますの

で、それが各業者に行きますと、また集約とかそう

いう問題点も発生しますので、その都度、その１カ

所にまとめて対応するようにしておる次第でござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） では、この工区に分けて４

社に振り分けているのですけれども、この３工区、

４工区についてはかなり金額的にも少ないわけです

けれども、これは別に業者のほうからも何もないと

いうことですか。仕事の割り振りにつきましてはい

かがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ３番村上委員の御

質問にお答えします。 

 まず、１工区、２工区については、道道と東側と

西側、大きく分かれておりまして、あと郡部もそれ

ぞれ行っておりますけれども、３工区につきまして

は、街の中の幹線道路ということで大きな道路、こ

の部分についてはグレーダーしか入りませんので、

グレーダーを使える担当業者、そして、４工区につ

きましては、ここにも書いてありますけれども、歩

道のみということで、その業者の能力等もあります

ので、機械力とかそういうのはありますので、そう
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いうふうにして分けておる次第でございます。 

 あと金額面については、今のところ、問題はござ

いません。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 片一方が５７万２,０００

幾らで、それから片一方が、４工区が１３０万円、

１工区、２工区は２,３８４万円、２,９７３万円と

かなり、今問題ないとおっしゃったのであれですけ

れども、随分差がついていますのでね、基幹道路を

やっているのと郡部はやっていないとの、あるので

すけれども、５７万円と２千何百万円とかだから、

果たして、これ４社いるのかなということも考えた

りするのですけれども。その点は、このままずっと

やっていかれるのか、それだったら２社か３社でも

いいのかなという気がするのですけれども、いかが

ですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ３番村上委員の除雪体制

についての御質問に私のほうから補足説明をさせて

いただきます。 

 ここには除雪の資料が載っておりますが、除雪だ

けではなくて、夏場の道路維持管理も含めて、平成

２４年度から、いわゆる町が車両班を廃止したとき

から、以降、今３年目を迎えておりますが、町の、

特に土木をやっている業者さん、結果４社になりま

すが、４社に町道等の総合委託を目的に発注したと

いうところであります。 

 したがいまして、相手方は１社、私どもは１社、

たまたまこの結果、この１、２、３、４の工区は、

その４社が話し合って、自分のところの機械力、人

力を話し合って、この３工区はこの程度で我が社が

持ちますと、そのような話し合いの結果このように

なったところであります。 

 振り返れば、私どもが望んでいるのは、４社なら

４社が総合的に受けたものを、どこをこの工区とい

うふうに決めないで、それぞれ余力に応じて、その

ときに暇な業者さん、忙しい業者さんいるわけです

から。いわゆる、この間、たまたま富良野市の事例

が新聞に載りましたが、それは私ども、２年前から

それを目的に総合委託方式をとっておりますことか

ら、今は過渡期だというふうに理解して、それぞれ

望ましい、私どもも望ましい発注の仕方、受ける側

も機動力を発揮できる望ましい姿を今、お互いが努

力を重ねているという最中であることを御理解いた

だいておきたいと思います。 

 繰り返しになりますが、この１工区から４工区ま

では、私どもが決めて、あなた３工区ねというふう

にやっているものではないということを御理解いた

だいておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今のに関連してお伺いいた

しますけれども、除雪で、朝は規定どおり雪が降っ

た場合、１２センチ以上の場合だとかという形で除

雪に来ますが、日中、比較的大雪が降るという場合

があります。そのときにやはり出動してほしいとい

う声が、状況によってはそういうこともたまにあり

ますが、多くはないというふうに見ております。そ

ういう声があるのですが、そういう場合は、この総

合的な委託事業の中では、そういう判断というのは

行政がするのか、委託側がするのかという、そこら

辺はどういうふうな判断になっているのでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設班主幹、答弁。 

○建設班主幹（佐々木玄典君） ４番米沢委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 日中の除雪につきましては、事象によって委託業

者と町と協議を行いまして、町の判断によりまし

て、原則的には交通安全上の危険が伴いますので、

日中は行わないという判断で今まで進めてまいって

おります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 日中は行わないということ

なのですが、それもやはり状況だと思うのです。状

況を見て必要であれば、通行に支障を来すだとか、

路上等においても歩行者が大変不便だというような

状況が見受けられるのですけれども、そういう当て

はめ方ではなくて、状況を見ながらそれも判断する

必要があるのではないかと思うのですが、その点は

どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設班主幹、答弁。 

○建設班主幹（佐々木玄典君） ４番米沢委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 特に状況によるということで、郡部、郊外のほう

につきましては、大雪といいますか、風の影響によ

りまして道路が封鎖されるケースが多々あります。

その場合であれば、市街地に比べまして住宅の密集

度も少ないということで、その場合については、や

はり緊急車両の関係もありますので、逐次、日中で

あってもやるような体制は整えておりますが、市街

地におきましては、先ほどの交通安全上のこともあ

りますし、学校の生徒さんとか高齢者の方も歩行し

ているということもありますので、市街地の日中の

除雪については、今はやる判断はしておりません。 

 以上でございます。 
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○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひ、いろいろな角度から

検討していただいて、お願いしたいと思います。 

 それで次、１７５ページの島津公園の管理という

形で予算が載っています。 

 あそこ、トイレがあるのですが、非常に出入りも

多いという形で、自動ドアになっておりまして、後

ろが閉鎖されたりだとか、前も右側が押せなくて左

側があくようになっているか、どちらか片方がそん

なふうになっているのですけれども、いっそのこ

と、あの自動ドアがだめであれば、改修費が伴うの

ですけれども、引き戸にするか何かにして、あれは

ちょっと何か、ああいう状況では、管理上でいえば

余り好ましくないのではないかというふうに思うの

ですが、その点、お伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 公園担当主幹、答弁。 

○公園担当主幹（角波光一君） ４番米沢委員にお

答えします。 

 現在、町の中の公園、１０公園、長寿命化で調査

しております。その中で、実質、その調査の中でも

ドアの改修も含めて今上がってきています。今の状

態は片方が使えなくて、片方があいたり閉まったり

している状態ですが、使用には今使えますけれど

も、その長寿命化にあわせて来年度からの計画の中

に、今言われたとおり、自動ドアではなく普通のド

アにしようかという、今検討中でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 次なのですが、１７７ペー

ジの見晴台公園で、直接関係あるかどうかわかりま

せん。街灯がよく消えたりだとか、駐車帯が消えた

りだとか、交差点の街灯がないだとかというふうに

あります。恐らくどこの管理か、町なのかちょっと

わからないので、せめて交差点は街路灯をつけてい

ただいて、車の往来上も、ライトがあるから支障が

ないように見えますけれども、あそこら辺はせめ

て、やっぱり交差点ですから、節約という形もある

かもしれませんけれども、街路灯を設置して安全対

策というのも強化すべきだと思いますが、その点、

お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 公園担当主幹、答弁。 

○公園担当主幹（角波光一君） 見晴台の街灯の件

ですが、まず、基本的に国道の敷地についているの

は国道が街灯を管理しています。見晴台道路、あれ

は町道側の道路の管理になっています。見晴台の公

園の敷地の中が公園の街灯で、公園の中の街灯は委

員さん言うとおり、若干少ないです。暗い状態かも

しれません。あと道路側は、たまに球が切れたりし

ていますけれども、随時交換していますので、実質

今言われているのは、公園の中が少し暗いのかなと

いうことでよろしいのでしょうか。（「交差点」と

発言する者あり）交差点でしたら、町道と国道と北

海道が三つの道路で管理しています。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員よろしいです

か。 

 ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） １６５ページ、橋梁の関係

で質問したいと思いますけれども、橋梁の長寿命化

の修繕計画費を２５年度に計上して調査したと思う

のですけれども、この調査結果について知りたいの

でお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ９番岩崎委員の橋

梁長寿命化の計画策定の内容について答弁させてい

ただきます。 

 まず、町にあります橋梁につきましては、１１６

橋ございます。１１６橋、それからもう一つは、歩

道分離橋としまして４橋、合わせまして１２０橋の

調査を行いまして、その中で評価を５段階にしてお

ります。ＡＢＣＤＥまでしております。一番悪いの

がＥランクなのですけれども、これが２橋ございま

す。そして、次にＤランクなのですけれども、これ

が４３橋。合わせまして４５橋が悪いというふうに

なっております。町としては、検討して、そのうち

２８橋を１０年計画で行っていきたいなというふう

に今思っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 橋梁の調査ということは老

朽化が進んでいる部分を調査することだと思います

けれども、今、議会のほうで上がろうとしているの

が３件ぐらいあるのではないかなというふうに思い

ます。改修予定。それで、そのほかにそれに類する

ぐらいの改修が必要だという橋は、今のところはな

いのか、大丈夫かということを聞きたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設班主幹、答弁。 

○建設班主幹（佐々木玄典君） 岩崎委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 まず、長寿命化の計画ということでありますが、

先ほどうちの佐藤課長が説明したとおり、全部で１

１６橋の橋がありまして、補足説明をさせていただ

きますと、その中で健全度という指標がありまし

て、これが５から１と、一番いいのが５ということ

で、一番悪いのが１という判断のもとで点検を行っ

たところであります。その中で、今、計画では、理

想であれば１１６橋全て修繕を行いたいところはや

まやまなのですけれども、やはり財政的な面があり

ますので、１０年間の中で、悪いほうから１と２の
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部分を修繕して、健全度を３以上に維持するという

ものの計画ということで、今回、長寿命化という形

の計画をさせていただきました。これは先ほどの説

明の中で、４０数橋の悪い橋があったのですけれど

も、今、１０年間にわたって、そのうちの約２８橋

を順次補修していくという部分の中で、健全度の３

を維持していこうという計画となっております。 

 今、委員が言われた、かけかえという部分につき

ましては、ことしも一部実施しておりますが、第２

０号橋、第２１号橋の話なのかなというふうに思っ

ておりますが、今回の長寿命化計画というのはかけ

かえまでいかない部分で、未然に傷んだところを直

すことによって延命措置を図るという計画ですの

で、長寿命化計画に基づいて橋をやり直すとか、か

けかえを行うというものは一切ございません。その

前に修繕を行って長寿命化を図るという計画という

ふうになっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） ＤとかＥが非常に老朽化が

進んでいるということだと思うのですけれども、Ｄ

が４３、Ｅが２でしたか、こういった橋をどの程度

の、ＤとかＥと分けている専門家はわかりますけれ

ども、我々が理解するにはどの程度という表現で

言ったらいいのか、お聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設班主幹、答弁。 

○建設班主幹（佐々木玄典君） ９番岩崎委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 具体的に例を申しますと、例えば下部工に亀裂が

入っている場合とか、その亀裂の中から石灰分が出

てきて、内部まで水が浸透しているという部分、こ

れは非常に危険度が高いという判断になります。そ

れとか同様に、上部についても床版といいますか、

上部のコンクリートの部分から、同じようにクラッ

クの中から石灰が出てきているという場合について

も、これも内部まで水が浸透していて、鉄筋のさび

も生じている可能性があるということで、そのよう

な目視によって、国のほうで市町村の橋の修繕の基

準というものが定まっておりまして、その中で当て

はまるものを危険度に置きかえて判断しておりまし

て、具体的に言えば、先ほどの亀裂の中の遊離石灰

とか、あと上部のジョイントといいますか、橋の継

ぎ手、伸縮継ぎ手のところが開いてきているだと

か、具体的な部分ではそのような判断のもとに、国

の基準のもとで健全度を決めております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 町で手がけるのは２８を想

定しているようですけれども、今差し当たって、そ

の２８の橋は緊急にやらなければならないというも

のはないというふうに理解していいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設班主幹、答弁。 

○建設班主幹（佐々木玄典君） ９番岩崎委員の御

質問にお答えしたいと思います。 

 先ほどの全部で２８橋でありますが、その中でも

やはり優先順位は定めて、年間２橋、３橋ずつ、１

０年かけてやっていく形になるかと思いますけれど

も、先ほどの健全度が一番悪いからといいまして、

今すぐ落ちてしまうとか、通行どめにしないとなら

ないというような、そのような危険ではありませ

ん。ほっておくと数年とか１０年後に取り返しのつ

かないといいますか、やりかえというような形が出

てくるというのが危惧されるので、そこにいかない

うちに早目に対策を講じて延命措置をするという形

になるかと思いますので、危険度という部分で、落

ちるとか通行どめにしないとならないというような

意味の、そのような本当の意味の危険とまではいっ

ておりません。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで８款

の土木費の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、９款教育費の１

８０ページから２３１ページまでの質疑を行いま

す。ございませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １８７ページ、健康診断で

すね。小学生、それから中学生のですけれども、こ

れは国で定められた項目で今健康診断をやってい

らっしゃるのでしょうか。どういった項目で、いろ

いろやっていらっしゃるかと思いますけれども、健

康診断、まずちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ３番村上委員の健

康診断に関してお答えいたします。 

 児童生徒の健診の部分については、全学年が内科

の健診と結核検診を行っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 今、国の方針に従ってやっ

ていると思うのですけれども、各自治体、教育委員

会のお考えで、国が定めた項目以外でも学校の判断

で追加できるのですよね。それで今、高学年に糖尿

病なんかがふえてきているものですから、もしあれ
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だったら、香川県でやっているのですけれども、発

見を早めるために血液検査、そういったこともやっ

ておりますので、そういったお考えについて、今、

国の項目に従ってやっていらっしゃると思うのです

けれども、町独自としての取り組み、そういったこ

とを考えていただきたいと思うのですけれども、そ

れらについてどのようにお考えですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ３番村上委員の国

に定められたということで、学校保健法で定められ

た、先ほどの申し上げた答弁のとおりであります

が、今言われた子どもの小さいときからの糖尿病の

部分でありますが、今の保健福祉のほう、健康のま

ちづくり宣言ということもあわせて、子どもたちの

健康管理ということで、かみふっ子健診というのを

やっておりまして、全児童に御案内をした中で、希

望者でありますが、そういった中から、血液を採取

するなど、小さいうちから予防効果ということを高

めるために行っておりますので、御理解いただきた

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 教材費等の保護者負担の問

題ですが、確かに２５年度の資料などを見ました

ら、上小で年間、６年まで４万５,０００円と。西

小で４万６,０００円、東中小で５万４,０００円、

江幌小で３万４,０００円という形にはなっており

ます。そこで、修学旅行だとか卒業アルバムだとか

というのは入っていませんという形になっておりま

す。 

 それで、近年、高学年になりますと、やはり保護

者負担がいろいろな形で伴ってきます。そういった

部分で前回一般質問しましたけれども、中学校にお

いては指定ジャージの一定額の補助負担を設けるな

ど、そういった軽減対策をやっぱり教育委員会独自

の施策としてとる必要があるのではないかというふ

うに思っています。 

 この点については、従来どおり、極力負担軽減に

努めたいという大変御立派な御答弁で承っておりま

すけれども、そういうことを考えれば、やはり今、

こういった部分に対して何らかの負担軽減策が必要

なときに来ているのだろうというふうに私は思いま

すが、この点について見解を求めたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ４番米沢委員の教材費の

負担に関する御質問にお答えをしたいと思います。 

 一般質問でお話しした部分については、委員のほ

うから今お話があったとおりであります。子どもた

ちを育てる環境をつくるためには、教育委員会だけ

ではなく、さまざまな観点で保護者の子育てに対し

て何らかの手だてをしていくということが今地域と

して求められているのだなというふうに感じており

ます。その中で、教育委員会としてどのようなこと

を対応していくかと。今、御提案いただいているの

は教材費、教育に関しての負担の軽減というお話か

なと思います。 

 前段、今お話ししたように、総体でどうなのかと

いうことが一つ検討していく材料になると思いま

す。教育費だけが単体で、その部分が突出してもな

らないと思いますし、全体のバランスを考えた中で

検討を深めていきたいなと、そんなふうに思いま

す。 

 ただ、前からお話ししているとおり、原理原則の

部分があります。一方で教育費は無償化だという、

そういう部分もありますけれども、今までいろいろ

な歴史の中で背景等ありますので、その辺も踏まえ

た中で検討を深めていきたいなと。 

 もう１点、保護者のほうの御意見も、さまざまな

御意見もリサーチが十分できているかといいます

と、必ずしもそうではありません。その辺も含めて

検討をしていきたいなと、こんなふうに考えており

ますので、御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） １８５ページ、上富良野高

校の振興対策費のところです。 

 これは、２５年度、通学費等いろいろ補助、いろ

いろ施策を考えてやっていただきました。それで、

何とか地元の高校に進学してほしいということで

やったわけですけれども、どのような取り組みをさ

れたのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ３番村上委員の御

質問、どのような取り組みかということで、２５年

度から新たに通学費を含めて就学支援ですとか、新

しい制度を設けたところであります。 

 今、こういった部分についてすぐ効果があらわれ

ない部分もありますけれども、これらを継続してや

ることによって、生徒の期待感、保護者の負担軽減

にもつながるということから、それは若干、内容も

見直しの検討を加えておりますので、それはまた成

案がまとまり次第、皆さんにも御協議申し上げます

が、現時点では今の制度を継続して進めていきたい

と考えております。 
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○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） いろいろ何とかしたいとい

うことでやられたわけでございますね。 

 それで、小中学校の生徒とか保護者、関係者に集

まっていただいて、上富良野高校の特徴ですとかい

ろいろな、就職はどう、進学についてはどうとかと

いうのを細やかにやって、何とか通いたい、通わせ

たいと思ってもらえる高校にするために、そういう

説明会なんかは何回ぐらいおやりになったでしょう

かね。そういったところ、細やかな説明会みたいな

のも必要でないかと思うのですが、いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ３番村上委員の中

学校からの説明会の話ですが、基本的には年１回、

毎年やっております。それ以外においても、情報交

換という形でやっておりますし、今言われた、何と

いっても地元の中学校から地元の高校へ通う率が高

くないとだめだというようなこともありますので、

その辺をいかに、今言ったように地元の高校に通え

ること、通うことの魅力、今、学校ともいろいろ、

先生方に知恵をいろいろ使っていただいているわけ

ですが、一つには部活の部分もありますが、教科の

中でも、専門教科的な部分はどうなのかということ

も提案がされているようで、そういった熟度が高

まった時点で、講師の手配等もありますので、そう

いったことを含めて今中学校との連携、そして高校

内部で生徒たちの希望する部分、そういったものを

聞き取りながら、今言ったことに対して意を用いた

いと考えておりますので、御理解いただきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２３１ページのパークゴル

フ場の管理なのですが、いろいろ状況を聞きます

と、草刈りの点で、いわゆる利用しているときに草

を刈っているだとかが通常見受けられるという、利

用者の声ですから間違いないのだと思います。それ

が恐らく定期的に刈っているのだろうと思うのです

が、ほかの地域でしたら、もしもパークゴルフの利

用者がいる場合は刈らないで、別な日に休日日とい

うのを設けて、そこで芝を整理するだとか何とかと

いうふうにやっていることがケースとして見受けら

れます。そうしますと、やっぱり利用者に対して不

快感を与えないということも当然考えられますの

で、上富良野に至って、芝の管理だとか草刈りの点

については、実態としてはそういうような実態とい

うのがあるのかどうなのか、この点、もしも改善で

きるものがあるのであれば、そういった改善も必要

ではないかなというふうに思うのですが、この点、

お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） ４番米沢委員の

パークゴルフ場における芝の草刈りの関係について

の質問にお答えいたします。 

 私どものパークゴルフ場は３コース、２７ホール

ということで、皆様には大変御利用いただいている

ところなのですが、この芝刈りの関係につきまして

は、パークゴルフ協会様並びに他の市町村さん等の

状況も踏まえた上で、コースを休むことが、実は１

回の利用料を皆様に御負担していただいたときに、

３コースを回りたいという御希望がございます。そ

れで、先ほど御質問にもありました１コースを休ん

で、巡回的に芝を管理するという手法をとることも

検討したのですが、利用者の方からは、なるべく芝

刈りを朝早く終えていただいて、終わり次第コース

に出て利用させていただければという意向も聞きま

して、現在、ちょっと芝を刈る時間帯、天候もあり

ますので、ある程度土の状態を管理した上で芝を刈

り始め、それが終わった後、皆様にコースに出てい

ただくような形で御利用していただいていること

で、指定管理者とは調整させていただいています。 

 今、御提案いただいた内容については、今後とも

パークゴルフ協会さん、並びに利用者の方、あと指

定管理をしている管理会社とも御相談しながら、適

正な芝の管理に努めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員よろしいです

か。 

 １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 成果報告書の５４ページ

の一番下のほうですね、学社融合事業について、５

校あるところの４校、上小ですけれども、やってい

ない理由ですか、何か不思議な顔しているけれど

も、５校のうち４校しかやっていないと書いてあり

ますね。まず、理由を教えていただきたいなと思っ

ています。 

 私は、この学社融合事業は非常に大事だなと思っ

ていますね。特に東中小でやっている稲作なんか

は、町の中の小学校あたりがやれば、非常に農業に

対する理解も深まるのではないかなと思っているぐ

らいなのですけれども。まず、上小がやっていない

理由をお聞きしたいなというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 社会教育班主幹、答

弁。 

○社会教育班主幹（鈴木真弓君） １１番今村委員

の上富良野小学校における学社融合事業の成果報告
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に掲載がないことでの御質問にお答えいたします。 

 平成２５年度は、上富良野小学校で学社融合事業

を使った事業の実施はされておりませんでした。し

かし、上富良野小学校でバケツを使って稲作の学び

の学習は継続しております。 

 この学社融合事業での実績報告がなかったのは、

私ども社会教育の講師謝金としての支出がなかった

のでこちらの報告がなかったわけで、学校自体が取

り組みをしていなかったわけではございませんの

で、そこのところを、済みませんが、御理解いただ

きたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） わかりました。ぜひ上小

にも稲作等のことを今後もやってほしいなというふ

うに思います。 

 あと新学習指導要領における中学校の１、２年生

の必須科目の武道とダンスですね、始まって２年ぐ

らいたつのですかね。その２５年度末の成果といい

ますか、どれぐらいできるようになったのか、わか

ればお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番今村委員の

空手とダンスの部分ですが、実は承知していなくて

申しわけございませんが、授業を粛々と行っている

ということで、特に学校からこういった部分という

のは事情も聴取しておりませんが、通常、きちんと

教わってやっているというふうに理解しておりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番今村委員。 

○１１番（今村辰義君） 何か的を射ないようなあ

れだけれども。 

 特にダンスなんか、今非常に興味のある子どもさ

んがいっぱいいると思うのですね。その辺は、せっ

かく、だからどのように身についているのかという

のは、これは興味を持ってやってもらわなければい

けないと思うのですけれども、ぜひやってほしいと

思うのですが、本当に現状を掌握していないのです

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番今村委員の御質問

にお答えいたします。 

 まず、武道のほうでありますけれども、武道の授

業を私も一度、二度程度しか見ておりません。結果

として、成果がどのようにということについて細か

く検証は、現実に見て検証はできておりませんけれ

ども、学校のほうから聞くところによりますと、ま

ず、講師については外部講師ということで、体協を

通した中で、空手のほうから講師の方をお招きして

います。新学習指導要領に基づく部分でいきます

と、最後、組み手までできるというのが最終的な目

標であります。しかしながら、そこまではいってい

ませんけれども、指導者の方としっかりと打ち合わ

せた中で、型ができる程度までの実績を上げている

ところであります。 

 もう１点、ダンスでありますけれども、先日、上

富良野中学校の学校祭がありました。ダンスの授業

については、私、直接見たことはないのですけれど

も、成果の発表ということで学校祭の中でダンスの

部分がありまして、ＥＸＩＬＥというグループがあ

るのは御存じかと思いますけれども、私の年代だと

ちょっとヤンキーじゃないかなと、言葉悪いですけ

れども、そういうふうに見えるぐらい、今の時代に

合ったダンスが披露されておりました。反面、

ちょっとどうなのだろうと年齢的に受け入れがたい

部分もあるのですけれども、あの年代としてはすば

らしいＥＸＩＬＥに近いような、そういうダンスが

されていましたので、そこの部分ではちゃんとした

成果が上がっているというふうに捉えているところ

であります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで９款

の教育費の質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、１０款公債費の

２３０ページから１３款の災害復旧費２３５ページ

まで、一括して質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで１０

款公債費から１３款の災害復旧費の質疑を終了いた

します。 

 以上をもって一般会計の質疑を終了します。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ２時３０分 散会 
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平成２６年上富良野町決算特別委員会会議録（第３号） 

 

平成２６年１０月９日（木曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第１２号 平成２５年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定について 

議案第１１号 平成２５年度上富良野町企業会計決算認定について 

─────────────────────────────────────────────── 

○議事日程 

開議宣告 

１ 議案審査 

  議案第１２号 平成２５年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の質疑 

   (1) 国民健康保険特別会計 

   (2) 後期高齢者医療特別会計 

   (3) 介護保険特別会計 

   (4) ラベンダーハイツ事業特別会計 

   (5) 簡易水道事業特別会計 

   (6) 公共下水道事業特別会計 

  議案第１１号 平成２５年度上富良野町企業会計決算認定の質疑 

   (1) 水道事業会計 

   (2) 病院事業会計 

２ 分科会ごとに審査意見書案の作成 

   (1) 審査意見案の協議（第１分科会は第２会議室、第２分科会は議員控室） 

   (2) 審査意見書案を決算特別委員長に提出 

３ 全体審査意見書の作成 

   (1) 正・副委員長、分科長により成案作成（議長室） 

   (2) 成案報告、審議、決定 

４ 理事者に審査意見書を提出 

５ 審査意見に対する理事者の所信表明 

６ 討論と表決 

７ 決算特別委員会審査報告の件 

委員長挨拶 

閉会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１１名） 

   委 員 長       長谷川 徳 行 君   副 委 員 長       岡 本 康 裕 君             

   委 員       佐 川 典 子 君            委 員       小 野  忠 君             

   委 員       村 上 和 子 君            委 員       米 沢 義 英 君             

   委 員       金 子 益 三 君            委 員       谷   忠 君             

   委 員       岩 崎 治 男 君            委 員       中 澤 良 隆 君             

   委 員       今 村 辰 義 君            （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（１名） 

   委 員        徳 武 良 弘 君         

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         向 山 富 夫 君     副 町 長         田 中 利 幸 君 
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 教 育 長         服 部 久 和 君     代表監査委員         米 田 末 範 君 

 教育委員会委員長         菅 野 博 和 君     農業委員会会長  青 地   修 君 

 会 計 管 理 者         菊 池 哲 雄 君              総 務 課 長         北 川 和 宏 君 

 産業振興課長         辻     剛 君     保健福祉課長         石 田 昭 彦 君          

 子ども･子育て担当課長         吉 岡 雅 彦 君     町民生活課長         林   敬 永 君 

 建設水道課長         佐 藤   清 君     農業委員会事務局長         北 越 克 彦 君 

 教育振興課長         野 﨑 孝 信 君     ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君 

 町立病院事務長  山 川   護 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         藤 田 敏 明 君     次 長         佐 藤 雅 喜 君          

 主 事         新 井 沙 季 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。

御出席、御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１１名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会３日目

を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事については、事務局長から説明をいた

させます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 本日の議事日程につき

ましては、さきにお配りしました日程で進めていた

だきますようお願い申し上げます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 昨日に引き続き、平成

２５年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の特別

会計より質疑を行います。 

 最初に、国民健康保険特別会計全般の２３９ペー

ジから２７９ページまでの質疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ２６３ページ、一般被保険

者の療養給付費ですけれども、少し減少ぎみではあ

りますけれども、１人当たりの療養給付はどれぐら

いなのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主幹、答

弁。 

○総合窓口班主幹（水谷つね君） ３番村上委員の

質問にお答えしたいと思います。 

 給付費の一般被保険者療養給付費につきましてで

すが、１人当たりの費用額につきましては２６万

９,６８７円となっております。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それにつきまして、病気が

少し改善するまで長引いているのかなという感じを

受けるのですけれども、それに伴いまして医療費の

通知をやるわけですね。委託をいたしておりますけ

れども、こういった通知は送ってこなくてもいいよ

というような意見もあるのですけれども、これにつ

いての、もう改善する部分はないでしょうか、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主幹、答

弁。 

○総合窓口班主幹（水谷つね君） ３番村上委員の

質問にお答えいたします。 

 医療費通知につきましては、被保険者がどこでど

れぐらいかかったかというのをお知らせするのはも

ちろんなのですけれども、医療機関からの不正請

求、こちらについても予防の意味合いを持っており

ますので、届いた方がここには通っていないという

お申し出があったりしますと、保険局のほうから監

査が入ったりとか、保険医の停止がかかったりと

か、そういった側面の効果もございますので、あわ

せて通知をさせていただいているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ２４６ページの国民健康保

険税についてお伺いいたします。 

 被保険者の状況を見ていますと、資料でも平成２

１年度から平成２５年度に比べて世帯数あるいは人

員においてもやっぱり減少傾向になっているという

のが実態かと思います。そうしますと、当然、もと

もと財政基盤が弱い国保ですから、医療費はかかる

けれども、なかなか収入が伴わないという状況に

なった場合に、どこで賄うかということになれば、

税の負担に行かざるを得ないという状況になるのか

なというふうに思います。 

 そういう状況の中で、今、国保が今年度からまた

上がりましたけれども、そうしますと、これからま

すます財政運営が大変になる可能性もあるかという

ふうに思いますが、その点はどのように認識されて

いるのか、その点をまずお伺いしていきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の国

保会計の財政運営でございますが、国保につきまし

ては、加入者、被保険者、それと国、道、町という

ことのルールに基づいた会計で処理しているもので

ございますので、これからにつきましてもそういう

制度、法律に基づいた運営を図っていくものであり

ますので御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 当然ルールに基づいた運営

はなされるというふうには思いますが、しかしこう

いう状況の中で、保険税がやっぱり高いという状況

が出てきております。どこまで行けば、際限のない

話になるのかもしれませんけれども、やはり根本的

には受益者負担という形で一定の負担を伴わなけれ

ばならないというようになった場合、当然加入者の

負担がふえるという状況になっております。 

 やはりこういったことを考えた場合、財政の弱い

ところには一定部分、国のそういった財政基盤を強

化するというような財政措置にあったとしても、根

本的には解決にはならない部分だというふうに思い
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ます。そういう意味では、今後こういった税の負担

の軽減策もあわせて、町の独自の上乗せ部分、これ

をきっちり行った保険税の軽減策をとる必要がある

というふうに考えておりますが、この点どのように

お考えなのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（林 敬永君） ４番米沢委員の、

先ほどの財政運営と関連する部分だというふうに認

識させていただきますが、収入につきましても、先

ほどお話ししたとおり法に基づいた繰り入れをさせ

ていただいております。被保険者につきましての多

くの方々が低所得者の部分ということもございまし

て、そういう方の収入につきましては７割、５割、

２割、そういう軽減措置に対するものがございます

ので、引き続きそちらのほうでそういう部分を補う

ということで考えております。今現在、法の趣旨に

基づいて、町の独自の上乗せというものについては

考えていないということを御理解賜りたいと思いま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ぜひいろいろな角度から、

町からの一般繰り入れをふやすなどの対策をとって

いただきたいというふうに思います。 

 次に伺いたいのは、高額医療費という形で全般的

な問題であります。 

 件数、高額医療費の支給状況を見ますと、一般被

保険者分という形で、件数は少なくなっていますが

１人当たりの医療費負担が高額になっているという

状況が見受けられます。上富良野では予防医療も含

めた特定健診の指導等もなされ、その部分、一定成

果も出てきている、前進している部分もあると思い

ますが、平成２５年度においては、どういった状況

の中で、脳疾患だとかいろいろあると思いますが、

こういった状況に陥っているのか、詳細分析されて

いればその点お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康推進班主幹、答

弁。 

○健康推進班主幹（杉原直美君） ４番米沢委員の

質問にお答えします。 

 高額医療と健康予防についての分析につきまして

は、経年通して高額医療、特に医療費３０万円、８

０万円、１００万円、２００万円を超える方たちが

今年度からデータで一覧で出るようになりました。

本当に健診を受けることで、生活習慣を改善するこ

とで予防できる疾病だったのかというのを分析しな

がら、その方たちが健診を実際に受けていらっしゃ

る方なのかという分析をさせていただいています。

なかなか予防し切れないところもありまして、７割

の受診を賜っているところですが、未受診の対策が

重症化の予防にもつながるという思いで日々努力し

ていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 総合窓口班主幹、答

弁。 

○総合窓口班主幹（水谷つね君） ４番米沢委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 高額医療費の占める疾病について御質問だったか

と思います。多くはやはり心疾患、脳疾患でござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで国民

健康保険特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、後期高齢者医療特別会計全般の２８３ペー

ジから２９３ページまでの質疑を行います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで後期

高齢者医療特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、介護保険特別会計全般の３０１ページから

３２７ページまでの質疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ３２３ページ、地域包括支

援事業のところをちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

 平成２４年度に徘徊高齢者のネットワークをつ

くったと思うのですけれども、２７名でしたか、登

録してくださっているということだったのですけれ

ども、そのような取り組みの、その状況はいかがで

しょうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ３番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 今現在の登録者等について、今、担当のほうから

お答えさせていただきますが、おかげさまで平成２

３年に痛ましい事故が上富良野で起きましてこのよ

うな対応を図らせていただきましたが、それ以降、

ネットワークを動かすような状況に至っていること

はありませんけれども、動かす手前のような情報に

至るケースというものは私ども耳にしたケースが

あって、それ以前に発見されたというようなことも

当然ございました。 

 また、今年度からはネットワークとしての模擬訓

練のようなものも実施させていただいて、ペーパー

ベースの打ち合わせだけではなく、警察や消防等の
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協力をいただきながら訓練等も今年度から開始をさ

せていただいている、そのような状況であります。

（「数字は」と呼ぶ者あり）数字のほうは、今の登

録者数については担当のほうからお答えさせていた

だきます。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） 徘徊ネット

ワークの登録者数ですが、今現在２１名となってお

ります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 事故がなかったということ

で、よかったかなと思っているのですけれども、こ

れはやっぱりネットワークを張っておかなければ、

もしものことがあった場合に困るわけなのですけれ

ども、またここの部分に余り手間暇とられるようで

もちょっと困るかなと。今度、通所サービスと在宅

介護が市町村におりてくるとなれば、またいろいろ

な面で大変なことになるのではないかと思うのです

けれども、こういう高齢者の探索システムをやって

いる業者がありますので、そういったところに委託

をする、そしてそこのかかった費用は助成をすると

かと、そういうお考えというのはどうでしょうか、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 多分そういう同意

の得られる方について、発信機のようなものかと思

いますけれども、あくまでもそれぞれ個々の尊厳の

問題もありますので、当然同意をいただけるよう

な、そういうものがあることも耳にはしております

けれども、上富良野町でそういうことが、対応が可

能なのかどうなのか、その辺も研究材料とさせてい

ただきたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 高齢者の実態調査の資料も

いただいております。これを見せていただきます

と、やっぱり認知症高齢者がどんどんふえてきてお

りまして、１０年前と比べると１２０人ぐらい、今

は４３８人ですか、こういった状況にあります。 

 それで、地域包括センターで相談をいろいろと

やっていただいているのですけれども、物忘れの外

来、これは病院との連携になるかと思いますけれど

も、病院によっては物忘れ外来というのをつくっ

て、相談からそちらのほうに導いてということを

やっているわけなのですけれども、包括支援セン

ターでやっていただいている相談のほうはどうです

か、そういった認知症の予防対策についてはどのよ

うな取り組みをされているのか、ちょっとお尋ねし

たいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 地域包括支援センター

主任保健師、答弁。 

○地域包括支援センター主任保健師（星野 章君） 

３番村上委員の御質問にお答えします。 

 総合相談で相談に来られる方の概要なのですけれ

ども、物忘れなりいろいろ日常生活に支障が出てき

て、どうしたらいいだろうかと来られる方の御相談

はふえてはおります。そういった場合に、まずは主

治医の先生に相談してくださいということが前提に

なるのですけれども、もうちょっと専門的に受診を

希望される方は、やはり近隣でしたら富良野に北の

峰病院がありますし、旭川になりますと旭川の日赤

の神経内科ですとか、圭泉会病院は道北圏域の支援

病院になっていますので、圭泉会病院のほうを御紹

介させていただいている状況です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） だんだん相談が多くなって

くると思うのですけれども、老人クラブなんかで出

前講座で認知症予防対策というのを取り組みされて

いると思うのですけれども、その講座なんかはどの

ようなことを、何回ぐらいかありましたでしょう

か、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 地域包括支援センター

主任保健師、答弁。 

○地域包括支援センター主任保健師（星野 章君） 

３番村上委員の御質問にお答えします。 

 老人クラブの認知症予防の学習会は、主に本当に

認知症とはどんな病気だという病気の理解から始ま

りまして、認知症になる病気の要因は何かというこ

とで、その要因をまずは予防することが第一、次に

生活の仕方ということで、そういった内容で老人会

のほうには認知症予防の学習会を行っております。 

 昨年度ですけれども、老人会のほうには４回行っ

ております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 村上委員、よろしいで

すか。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ３１６ページから３１８

ページにかかわります、いわゆる介護サービスの給

付にかかわるところでございますが、高齢化率が進

んでいき、上富良野町においては介護認定もしっか

りと適切に行われているところでございますが、や

はり居宅サービスから施設型に移行していく傾向が

多くなって、だんだんと給付費のほうが増嵩になっ

ていくところでございますが、近年においても施設

が近郊においてだんだんふえていっているところで

ありますが、この施設型のサービス給付について、
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今後どのような見通しを考えているのかお聞かせく

ださい。増嵩していることについて。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） 金子委員の、

今、施設サービスの傾向というような質問だと思い

ますけれども、施設サービスについては、年々在宅

とあわせて給付費は増嵩傾向にある現状でございま

す。 

 その中で、施設整備の計画という形で、今現在、

第６期計画に向けてどのような施設が必要かという

ことで検討しているところでございますが、第一に

必要な施設サービスといたしましては、今現在グ

ループホーム、ワンユニット９床指定しているとこ

ろなのですが、町外のグループホームにもおおむね

１５名程度、今、うちの被保険者が入所している状

況ですので、そのグループホームの整備を中心に、

第６期計画の中では位置づけを検討していきたいと

考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） いわゆる３以上の施設介護

が必要とされる方も微増していっている中でござい

ますが、町内において、そういった介護認定者の方

を受け入れる施設というのは、今、上富良野の中で

は充足している状況にあるのか教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ３以上の高齢

者を受け入れる施設が充足しているかというような

質問だと思いますけれども、今現在では富良野沿線

も含めてさまざまな、特養を初め、そのような施設

があるのですけれども、沿線及び美瑛も含めた管内

の中では十分充足していると認識しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ３２１ページの地域支援事

業の活動向上支援事業という形で訪問の予算が計上

されておりますが、この点、どういう内容で日常の

生活の向上という形で支援されているのか、お伺い

しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ただいまの米

沢委員の御質問なのですけれども、活動向上支援事

業ということで、これは地域支援事業という形で位

置づけさせていただいております。内容的には、介

護認定を受けていない方で、例えば入院して、病後

などの生活の支援ということでヘルパーさんの派遣

を行っております。それによりまして、生活支援の

主に介護予防を目的としました事業となっておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 介護につながる前の支援と

いう形で、５期の計画の中にも地域支援事業をトー

タルの中で位置づけて、認知症も減らしていきま

しょう、それになる前の予防対策を充実しましょう

というような取り組みが書かれておりますが、もう

既に６期の事業計画に入るという前の中で、総括的

に、こういった地域の支援事業がどのような形の中

で、いわゆる予防につながっているのかという、私

の聞きたいのがそこなのですけれども、やっぱり非

常に大事な事業でありますから、これをやっぱりき

ちんとやれるかやれないか、総体的な健診の充実も

ありますけれども、終わろうとする段階で、効果と

いうか、成果というか、どのような形になっている

のかお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の、

５期の計画のちょうど終盤を迎えている時期であり

ますので、この３年間の活動の成果等どのよう踏ま

えているかということだというふうに思います。 

 それぞれさまざまな予防等を中心に活動を行って

おりますし、御存じのように本町の介護の認定率に

つきましても、おおむね例年４００名前後というこ

とで、率にしますと１２％から１３％の認定率とい

うことで、これまでの予防や、もう少し若い世代か

らの保健予防等の効果があらわれてきているものと

いうふうに理解をしております。 

 全体的な給付費を見ても、当初描いていた、当

然、高齢化はどんどん進みますし、どうしても、介

護認定を受ければ少しずつその度合いというものも

重度化してくるというのは、これはいたし方ない部

分があるのだろうというふうに思いますけれども、

そういう中にあっても、給付費も大きな伸びを示し

ているわけでもありませんし、一定程度給付の伸び

も押さえていると、そういうような状況にあります

ので、引き続きこれまでの経験則を生かして予防事

業というものを、上富良野町の中心的な考えは予防

をしっかりするということが基本的な考えというふ

うに理解しておりますので、引き続き努力をしたい

というふうに思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） そこで重要になってくるの

は、各施設との連携という形で、こういった予防を
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トータルでやるということがより一層予防効果にも

つながるかというふうに思います。それぞれケア会

議等も開かれて、横の、病院だとか各施設等とのつ

ながりの中で、やっぱり状況をつかまえて的確にそ

ういういろいろな状況を判断して、１人はこういう

ケースで予防しましょうだとかというのが相当取り

組まれて、充実されてもきているのだろうなという

ふうに、私はそのように解釈しております。そうい

う意味では、横との連携というのは、病院だとか介

護施設との関係で言えばどういうつながりを、充実

して話し合いなんかもされているのか、その点お伺

いいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ただいまの米

沢委員の、各施設と我々との横の連携というような

質問だと思いますけれども、御案内のとおり、地域

ケア会議と言いまして、我々保険者と地域包括支援

センター、あと各事業所、居宅介護支援事業所等の

会議を月１回開催いたしまして、その中での情報交

換、あるいはいろいろなケースの中で検討を重ねて

いるところです。 

 そしてあわせまして、本年度につきましては、先

ほど申し上げましたように、来年度介護計画をつく

るに当たりまして、各事業所とのヒアリングを実施

させていただいております。その中で課題点とか今

後の必要な事業とか、もろもろヒアリングさせてい

ただきまして、その結果を来年度の計画に生かすよ

うなことで現在進めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 高齢者の実態調査の平成２

６年度版をいただきまして、平成２５年度より認知

高齢者の推移が下がっているという状況が見受けら

れます。それぞれいろいろな成果が出ているのかな

というふうに思います。 

 それで、例えばいろいろと聞きますと、介護され

ている実態をちょっとお伺いしたいのですが、老夫

婦で介護して、そういう認知症に移行している方、

あるいは２人で介護しても、どちらか片方が認知症

だけれども片方がどうしても介護し切れなくなっ

て、やはりそれぞれがどんどん弱くなってきている

というような、そういう実態というのは上富良野町

にも、平成２５年度についてはどういう実態だった

のか、ちょっとわかる範囲でよろしいですがお伺い

しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ４番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 どんどん高齢化が進んでいるのは確かであります

ので、独居の高齢者であったり高齢者のみの世帯と

いうものもふえてきている状況にありますので、そ

ういう中で、例えば独居で認知症というふうに診療

を受けている方もいらっしゃいますでしょうし、高

齢者世帯の中でお一人の方が認知症を患われている

という方も、正式な数は今ちょっと、手持ちはあり

ませんけれども、そのような世帯があることも確か

でありますし、そういった御相談も受けているのも

確かでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） いろいろ状況があるかなと

いうふうに話で伺います。 

 最後にお伺いしたいのは、５期の計画の中ではグ

ループホームを新設するという目標が掲げられてお

りましたが、残念ながらまだ実現に至っていないと

いうような状況だったかというふうに思います。そ

れで、どうしてこの位置づけがきちんとできなかっ

たのか、いろいろ客観的な条件があると思います

が、この点、前段、同僚委員でも、私もこの間質問

しましたけれども、どのような問題だとかというの

があったのか、その点お伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ５期計画の中でワ

ンユニット９床を整備をしたいというような形の計

画をさせていただきました。 

 そのようなことで、そういうものを整備に向けて

検討したり民間の事業者の導入を促すための方策等

を検討しておりましたけれども、町内においても、

グループホームではございませんが、民間の有料の

老人ホームが設置されたりと、そしてまた、ここ

一、二年の間に、富良野圏域の中で入所施設といい

ますか、グループホームや有料老人ホーム、また、

サービスつき高齢者住宅等が２００床ふえてござい

ます。 

 そのような中で、それぞれの施設の必要な性格が

ございますけれども、有料老人ホーム等において

も、ヘルパーステーションが併設されながら、そち

らの生活と介護サービスが一定程度受けられるよう

な、そういう機能も充実し、そういうような傾向も

ございましたので、それらグループホーム等の整備

につきましては６期計画に移行して、また必要数等

６期計画の中で反映させていきたいと、そのように

考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで介護
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保険特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、ラベンダーハイツ事業特別会計全般の３３

１ページから３５１ページまでの質疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） ３４５ページ、デイサービ

スの事業費のところでございます。 

 デイサービスの収入が３７７万円ぐらい減ってお

ります。それで、利用者が減ってきているように感

じるのですけれども、ここの部分につきまして、一

方でふくしんができまして約１年たちますけれど

も、そういったことはどうなのでしょうかね。何か

ちょっと、平均、あそこは２５名だったと思うので

すけれども、大体一六、七名、最近、これは平成２

５年度の決算ですからちょっと違うかもしれません

けれども、何となく利用者が減ってきているかなと

感じているところなのですけれども、このことにつ

きましてどのようにお考えでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ３番村上

委員の御質問にお答えいたします。 

 平成２５年度におきましては、平均利用人員が１

８.９人ということで、平成２４年度に比べまして

かなり落ちている状況にございます。これにつきま

しては、介護の利用者の方たちが、ショートの利用

がふえたりとか、そういうことがありまして、若干

数字が減っているという現状にございます。 

 また、新しくできた施設につきましての影響があ

るのかないのかということでございますけれども、

これにつきましても若干の影響はありますが、大き

な影響はないものと押さえております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 比布ですとかそういったと

ころに行ってらっしゃるような方なんかは、ラベン

ダーハイツを使用していただきたいのですけれど

も、いろいろなデイサービスの事業所がありますか

ら、それはその方が選ばれるわけですので、一概に

デイサービ、スラベンダーハイツでやっているから

利用していただきたいのですけれども、何か利用条

件のところでちょっと、申し込みする段階とかで問

題とかいろいろあったりはしないのでしょうか、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ３番村上

委員の御質問にお答えいたします。 

 実際に利用するに当たりましては、その御家族と

ケアマネたちがお話し合いをしまして、本人の希

望、例えば施設の御利用者の方たちを知っていると

か、あとは実際に中身の中で、そこの職員の方を

知っているとか、いろいろな状況があって、その中

で判断されるということで、具体的に、あくまでも

利用者の方たちが施設の状況なんかを相談の中で、

自分に適したところということで判断をされている

と思います。 

 また、実際に利用している中で、逆に利用者の方

からお誘いをして一緒に通所してもらうというよう

な形もございますので、ケース・バイ・ケースで、

それぞれが判断するような形になっていると押さえ

ております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） ３４５ページなのですが、

ラベンダーハイツのショートステイ事業で、今、担

当者に聞きましたら、おおむね、申し込みがあった

場合、利用状況等においては１００％大体入所して

利用できるというような、そんな話でした。 

 そこでお伺いしたいのは、そういう状況であるけ

れども、間違いないとは思いますが、やはり急遽ど

うしても利用しなければならないとかという場合

は、過去にも特養の空きベッドを利用して、それを

対応するというような状況が話し合われていたかと

いうふうに思いますが、平成２５年度というのは、

そういった急遽どうしても使わなければならないだ

とかも含めて、どういうような状況だったのか、そ

の点をお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ次

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） 米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 急遽のショートステイの申し込みということなの

ですけれども、１００％にはならないかもしれない

のですけれども、急遽御要望があったときには、専

用ベッドが１０床ありますけれども、そちらが満杯

で難しいという場合は特養の空きベッドを利用して

いただいております。 

 それで、実際、特養の空きベッドがゼロという状

況はほとんどありませんので、誰か彼か入院をされ

ているという状況なものですから、大体急遽申し込

みがありましても空きベッドで対応しているという

状況でございます。 

 ちなみに、平成２５年度は、空きベッドで延べ２

８人御利用いただいております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 
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○４番（米沢義英君） 総体的な問題として、特養

の、増床もしないという町の方針でありますし、今

後、これが老朽化してきた段階でどうか、先はなか

なか、話が出てこないという状況で、待機者は２５

人いて、それぞれ地域の施設に入所されているとい

うことでありますが、そうなると、町の方針ではこ

れ以上、町にはそういう施設は抱えることはないけ

れども、地域のそういう施設で十分対応できるか

ら、今後は町で独自での特養の増床だとかは考えな

いというような、今までの質問のやりとりで感じ

取っているのですが、そうなのかどうなのかお伺い

いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

私のほうからもお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

 この間、一般質問等で御答弁をさせていただいて

いるところでありますが、決して特別養護老人ホー

ムをこれから未来永劫増床しないということではな

くて、先ほど保健福祉課長が申し上げましたよう

に、管内の状況、近隣の市町村の状況、さらには上

富良野町でも御案内のように介護サービスつきの高

齢者住宅もでき上がりましたし、ふくしんも、もち

ろん入所施設ではありませんが、さまざまな、この

近隣においても、要介護者が生活するための施設も

でき上がってまいりましたので、上富良野町での施

設入所を希望されている方を全部受けることがもち

ろん望ましいとは思いますが、ただ、それを全部囲

うというわけではなくて、それぞれ入所者の方々の

希望やニーズもありますから、そういうことをしっ

かり検証しながら、６期の計画がいいのか７期がい

いのか、決してこれからやらないということではな

いということも御理解をいただきたいと思います。 

 また一方、老朽化も進んでおりますので、それら

個室化も大きな課題だというふうに捉えております

ので、そういうことも含めて、これからしっかり、

どういう計画が望ましいのか検証と課題ということ

にしたいというふうに思ってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これでラベ

ンダーハイツ事業特別会計の質疑を終了いたしま

す。 

 ここで、説明員が交代しますので少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、簡易水道事業特

別会計全般の３５５ページから３６７ページまでの

質疑を行います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで簡易

水道事業特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、公共下水道事業特別会計全般の３７１ペー

ジから３８７ページまでの質疑を行います。 

 ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） ３７３ページにかかわりま

す歳入の不納欠損額でございますが、こちらの成果

報告書にもありますが、平成２５年度については

ちょっと大幅にふえておりまして、受益者分担金が

２０万６,０００円、そして下水道使用料金が１４

８万８,０００円ということで、前年度対比、非常

に大きな数字となっているところでございますが、

まずこの要因について、どのようなことであったの

か教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ５番金子委員の御

質問にお答えいたします。 

 不納欠損処分につきましては、居所不明者及び生

活に著しく困窮し、今後においても納入が見込めな

い者について、下水道使用料及び受益者分担金の消

滅時効等の経過をもって不納欠損処分しておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 平成２３年、平成２４年の

不納欠損額というのが非常に少ない中において、平

成２５年に急激にこの数字となった要因を聞いてい

るので、その要因を教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ５番金子委員の御

質問にお答えいたします。 

 要因につきましては、古いもので平成１１年から

平成２１年の区間の部分でございますけれども、本

来であれば適切な処理をして、不納欠損、落として

いかなければいけない部分を残していた部分もあり

ます。それで、そのため未収金もふえたことによ

り、結果的に不納欠損もふえたということになりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今の答弁だと、平成１１年

からの古いものについての流れをこの段階で落とし

ているということでありますが、ちょっとお聞きし

たいのですが、基本５年を過ぎたものについての欠

損処理をするということの規定になっているところ

の流れと、それと、分納誓約書を書いていただきな
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がら少しずつ払っていただく中において、それで最

後の最後にどうしようもなくなって不納欠損しなく

てはいけなかったのかという２種類があると思うの

ですけれども、その辺の中身について、ちょっと重

複しますけれども、前年度、前々年度においてはそ

ういった処理というのは一切されていない中におい

て、ここで急激にたまったものがどんと出るという

やり方の会計の手法については、ちょっと問題があ

るのではないかなというふうに考えますが、その

点、中身について、もう少し詳しく教えていただき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（安川伸治君） ５番金子委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 長期の未収金の、今回、不納欠損ということでご

ざいます。その経過の内容につきまして、分納誓約

等がありまして、そういった経過について御説明い

たします。 

 分納の誓約に関しましては、不納欠損の方法とし

まして地方自治法に基づくものでございまして、実

際徴収をするに当たりまして、地方自治法に基づく

差し押さえ等がございますけれども、その生活の内

容ですとかそういった部分をまず調査しまして、極

力納付してもらうという努力を行いまして、その後

収入があるということがわかりましたら分納の誓約

をするところでありますけれども、それには若干調

査と時間もかかりまして、下水道の場合、消滅時効

がありまして、それが一応５年ということになって

おります。 

 本来であれば、その期間内にそういった収納作業

を行うわけでありますけれども、先ほど申し上げま

した分納の誓約がとれたものに関しましては、計画

的に入れてもらうということで、若干期間がかかる

状況になっております。 

 これにあわせまして、消滅時効が中断いたします

ので、実質５年といいましても若干長くなる部分が

ございます。今回不納欠損したもののほとんどがそ

ういった部分になります。理由としましては、長期

間の間に居所不明になる者、また、長期間になりま

すと、もともと所得がなくて納められないという中

で、また離職ですとかそういった部分がありますの

で、そういった経過の中で長期間未収金額が出てき

たという経過でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、補足説明お願

いします。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問

に、私のほうから補足で説明をさせていただきま

す。 

 まず、ちょっと法的な部分を先にお話しします

と、下水道料金は下水道法に基づいて料金を付加す

ることができるというふうになっていまして、料金

の債権自体は地方自治法に基づく町の債権として位

置づけられています。徴収の方法については、国税

徴収法に基づいた法の基準になっていますので、し

たがいまして、一般的には差し押さえが可能な公債

権という位置づけに下水道料金についてはなってい

ます。水道料金は私債権ですけれども。 

 今、担当からも申し上げましたように、平成２５

年度の決算において、これまでよりもかなり多く

なっているだろうという御指摘がありました。この

間、本来であれば、公債権ですから、時効を５年迎

えたもの、あるいは居所不明なもの、死亡で相続権

が放棄されているものの分も含めて、さまざまな、

国税徴収法に基づく欠損の要件というのがまた法律

で定められております。 

 この間、先ほど言いましたように、平成１１年の

債権を調べていくと、さまざまそういう時効をとめ

る方法もあるのですけれども、それをしていない債

権も実は見つかったというようなこともあって、当

然請求権が既になくなっている、本来であると、

もっと前に不納欠損処分をしていかなければならな

かったものも含めて、今、台帳を見ていくと、そう

いうものが混在していたということがあったもので

すから、この平成２５年をもって、それらも含めて

不納欠損とさせていただきましたことから、平成２

４年よりもふえてしまったということであります。 

 管理・監督する立場にある私としては、非常に遺

憾だなというふうに考えておりますし、また、水道

料金も含めて、これからの債権管理、収納対策、こ

れらをしっかり現場とともに努力を重ねていかなけ

ればならないということを、このたびの事象におい

て、しっかり思いを強くしたところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） 今、担当の方及びそれから

副町長から御説明を受けて、そういうことだろうな

ということは重々納得したのですが、あわせてこの

機会に、不納欠損に至る前の、いわゆる分納誓約に

当たるところの基準といいましょうか、もちろん本

当に生活困窮者の方で、自分の前の代というか、家

族も含めたところから、そういうさまざまな税を含

めたものの分納をしていっている方もいるのも承知

しております。ただ、その一方で、営業を行った

り、もしくはほかに浪費をしながら、ちょっと言葉

が適切ではないかもしれませんが、善意ではない滞

納をして、分納すれば許してもらえるという、ある
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意味悪意にも似た滞納の方がいらっしゃるというよ

うなことも聞いております。ですからやはり、分納

誓約については、他年度のものについては、一定程

度の収納をしていただくという約束のもとでない

と、利息だけ払って元金は減らないと、だんだん雪

だるま式にふえていくということが積もり積もっ

て、結果、こういうことが形となってあらわれてい

るのではないかなというふうに推測いたしますの

で、ぜひいま一度、税及びこういった収納する義務

の公平公正の点を内部でもう一度御協議していただ

くことが可能かどうか、あわせて御質問いたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ５番金子委員の御質問

に、私のほうからお答えをさせていただきます。 

 委員が今御発言にありましたことは、私どもの教

訓としてしっかり実行すべきだというふうに私も考

えております。 

 もう少しお話し可能でありましたらお話しさせて

いただきますが、先日の税の問題も含めて、これら

町の債権の管理については、十分その公平性を、ま

じめに納税もしくは納入をされている多くの町民の

方々の公平性を確保するということが私たちに与え

られた使命だというふうに考えています。 

 私も徴収の経験がありますが、やはり滞納者のお

宅にお邪魔したときには、玄関先にはゴルフバッグ

があって、立派な車もありますし、また携帯電話や

スマートフォンをお持ちです。結局は、納入、税も

そうですし、料金もそうですし、自分の生活の中の

優先順位が恐らく後ろのほうに行っているのだろう

という方も相当数見られます。また一方で、本当に

払いたくても、失業も含めて、払えない状況の方も

おられます。 

 私たち徴収する側においては、そういう状況を

しっかり理解をすること、つかむことということは

非常に重要になってきますから、そこをしっかり、

税も含めて、そこをポイントに押さえてやっていく

こと、そして、結局払えない方については、今言っ

た分納誓約をもって、しっかり将来に向かって払っ

ていくのだという意思確認をすること、それらが重

要なことでありますので、ちょっと今、下水と水道

の分野について、それらがしっかり、税やほかはか

なりレベルが上がってきましたけれども、そういう

下水、水道の分野について、ちょっとそこが抜けて

いたのだなということの反省も踏まえて、しっかり

対応を図っていきたいというふうに考えておりま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番金子委員。 

○５番（金子益三君） この間、上富良野町の税務

班の努力というのは、私も十分、その現場も見てお

りますし、同レベルの自治体の中に比べると、税の

収納、それから、そのほかの義務的ものの収納につ

いては、道内、また全国の中においても非常に高い

ところであることは私も非常に評価をします。ぜひ

今後の、先ほど副町長もおっしゃっておりました、

担当の方も言っていましたけれども、分納誓約のあ

り方について、そこだけ今後の課題としてやってい

ただくように重ねてお願い申し上げます。 

○委員長（長谷川徳行君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策担当主幹（斉藤 繁君） 金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 税においては、分納誓約の申し出があります。そ

の場合、必ず実態の調査、聞き取りまたは金融機関

等に調査をして、その分納誓約を認めるか認めない

かの判断をいたしております。資力があるにもかか

わらず分納誓約というのは原則認めておりません。

これを認めると、頑張って納期内に納付されている

納税者の方との公平性を著しく欠きますので、そう

いう方に対しては分納誓約は認めておりません。 

 その他調査した結果、分納誓約が妥当だという方

については分納誓約いただいて時効中断になるので

すが、長期間にわたって年単位で納めてもらってい

ます。 

 このような手法を今後においても、下水道と連携

して、収納率の向上と、あと時効の中断、税とあわ

せて一体となるようにしていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 今の点でちょっと確認して

おきたいのですけれども、過年度分の対応の状況と

いう形で、監査委員も十分対応されてはいると思い

ますが、税務班任せになっている部分が、どういう

プロジェクトでやっているのかわかりませんけれど

も、既に過去にそういう事例があるのにそれを放置

してきたということになるわけですよね。対応して

こなかったということは、我々の解釈ではそうなる

のです。その処理の仕方に甘さがあった、不十分さ

があったということで、やはりそういった見極めと

いうのは最終的に誰が行っているのですか。どこで

そういうものを再点検するというようなチェック体

制がとられているのかどうなのかというところを私

自身一番知りたいのですけれども、現状どの時点

で、今年度でわかったという、以前にも分かってい

る部分があったと思うのですが、そういうのは今回
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初めて平成２５年度の決算処理においてわかったこ

となのか、その点お伺いをしておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 組織で行っている業務でありますから、一義的に

は担当、その上には主幹、所属長の課長、その上に

は私含めて決裁という形で、この不納欠損について

は、最終、首長まで決裁が上がりますので、そうい

う部分でいきますと、最終の決裁者は町長でありま

す。ただ、全ての債権を町長が管理することは困難

でありますから、それを所属という形で責任を分担

しているところであります。 

 私どもが今回決算を迎えるに当たって、町長が責

任を持ってこれらを編さん処理をしておりますこと

から、最終の責任者は誰かといいますと、町長だと

いうことであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） やはりよく言われるよう

に、こういった処理で、チェック機能が全くという

ほどでもないけれども、働いていなかったというこ

とだというふうに思います。居所不明があったにも

かかわらず、聞く答弁の範囲では、正確ではないか

もしれないけれども、それをずっと怠ってきたと、

対応の仕方も怠ってきたと。そういうことであれ

ば、やっぱり当初から過年度の実態をきちんと把握

される人が把握もしていないで、おざなりにされて

いたというような問題が今回あるのではないかと。

そういう意味ではもっとチェック体制をきっちりし

て、不公平感ということであればこういったところ

にこそきちんとした対応をして、処理を速やかにす

るものであれば、居所不明でいないということであ

れば、実態調査も含めてやったということであれ

ば、そういうものも含めて速やかに行うということ

が前提であったにもかかわらずそうしてこなかった

というのですから、ひどい話で、今後この点、

チェック体制も含めて、どういうふうにされるの

か、もう一度確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢委員の御質問で

ありますが、まず、決して言いわけをするわけでは

ありませんが、この間、下水道料金、水道料金も含

めて、収納の努力をしていなかったわけではありま

せん。数字はここに持っていませんが、当然にして

現年度収入分については九十数％収納しているわけ

でありますから、ほんの１％か２％か３％か、それ

らの未納者、滞納者の対応を、今申し上げましたよ

うに、しっかりそれらの債権管理ができていなかっ

たということを、この十数年の長い歴史の中でそう

いうことがあったので、先ほど決意も少し述べさせ

ていただきましたが、２％程度のそういう滞納者の

暮らしの実態や生活の実態をしっかり見ながら、財

産も含めてですが、そういうことを今後しっかり管

理をする決意をいたしているということで、御理解

をいただきたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで公共

下水道事業特別会計の質疑を終了いたします。 

 以上をもって、各会計歳入歳出決算認定について

の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 続いて、平成２５年度

上富良野町企業会計決算認定についての質疑に入り

ます。 

 最初に、水道事業会計全般の質疑を行います。 

 ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで水道

事業会計の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、病院事業会計全

般の質疑を行います。 

 ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） 残念ながら外来収益も入院

の収益も、ともに減少しているところではあります

けれども、いろいろと改善にも取り組まれておりま

して、１時間以内で診療が外来の方も終えることが

できるようなことになっておりましたり、それから

カード決済も、支払いができるようになりまして、

そこの部分も利便性が図られていると思いますし、

ただ、常勤の先生と宿日直の先生の、ここのところ

が改善されて、この分の報酬がかなりかかったとい

うことでございますけれども、どのようなサイクル

で改善されたのか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ３番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 平成２５年度の宿日直につきましては、常勤医師

の軽減ということで、旭川医科大学の第３内科並び
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に第１外科に宿直等の要請をいたしました。よっ

て、日勤と日直で４１１回、あと、当直で２２４回

来ていただきました。これ、合計６３５回になるの

ですが、平成２４年度は、日勤・日直で３０２回、

当直で１６４回です。よって、この合計が４６６回

でございますので、平成２５年度においては１年間

に１６９回、先生方が来てくれている回数がふえて

いるという状況におきまして、当直の先生等の、ま

た日勤等の先生等の増によりまして、常勤の医師で

８６日の当直の回数が減っているという実態でござ

いまして、相当な軽減がなされた状況でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） まず医師の安定確保といい

ましょうか、そういうものを最優先にされて、その

分報酬が多く出たのかなと思いますけれども、その

分は、今後を見通すと努力は図られていらっしゃっ

たと思うのですけれども、ただ、患者が平成２４年

度と比べまして３,０００人ぐらい減っているので

す。 

 それで、そこのところですけれども、患者も今、

病院を選ぶ時代でございますけれども、上富良野町

立病院は緊急指定病院になっていますので、患者が

一旦運びこまれて入院しましても、単日でどこかの

病院に行くとかという、こういう状況もあるのかな

と思うのですけれども、そういったところはいかが

でございますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ３番村上委員の

御質問でございますが、患者の減少につきまして

は、外来で約２,８９９人減少しております。ま

た、入院では２８人でございますが、平成２５年４

月から、外来患者におきましては、まず長期投与、

投薬というのを実施しておりまして、今まで１カ月

に１回の薬の期間を３カ月延ばすということによっ

て、今まで１年に１２回外来に来ていた患者が、３

カ月に１回出ますから、年４回の診療でよくなる。

よって、ここでまず減少します。 

 これは、議会のほうでも何回か説明させていただ

いている長期投与による減少、それから待ち時間の

減少ということにおいては、平成２５年７月から予

約制を実施しました。予約制を実施することと長期

投薬を実施することで、患者の診療に介する回数の

減少と待ち時間の解消をしたことにおいての主な要

因が、この外来の２,８９９人ということで私のほ

うでは認識しておりまして、平成２４年度と平成２

５年度を比べますと、約９０.６％になっておりま

す。１割ぐらいが減少したのかなという内容でござ

います。 

 もう１点につきまして、救急指定病院においての

入院等につきましては、今の先生方においては多様

な搬送手段がございます。それから医療の分担が明

確になっております。うちの病院でできる患者の処

置、それから二次医療圏、三次医療圏という分担が

明確になっております。よって、救急車並びにドク

ターヘリ等を使いまして、より的確な病院へ紹介を

していくというのが町立病院の救急における一つの

業務といいましょうか、果たさなくてはいけない義

務でございますので、それについては、我々の言葉

ではタッチ・アンド・ゴーと言うのですけれども、

病院に入ってＣＴを撮って判断したら、すぐ日赤だ

とか旭川医大だとか厚生病院、一番今的確に患者を

受け入れられる施設への転送を試みておりますの

で、救急イコール入院の患者で、その後の転送とい

うのはよっぽど容体が変わったときぐらいでござい

まして、そこの症状の判断というのはドクターがし

ておりますけれども、私が内部で見ている限りにお

いては、タッチ・アンド・ゴーということで実施し

ている内容が多々ある状況で、救急イコール入院に

結びついているというのは、余り今、病院ではない

のかなと。実際にはありますけれども、かなり転送

率というのは高くなっております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） そういう状況だということ

で、よくわかりましたけれども、今、入院してい

らっしゃる方で重症度の方、たんの吸引だとかとい

うのをやっていらっしゃる方、どうなのでしょう

か。大分いらっしゃいますか。これが今度、看護の

評価項目から外れる、血圧測定だとかたんの吸引な

んかは看護の評価に入れないというようなことに変

わってくるみたいなのですけれども、そうなった場

合、うちの病院の、今そういった、たんの吸引なん

かをやっていらっしゃる方、何人ぐらいいらっしゃ

るのでしょうか。どうなのですか、そういう方はい

らっしゃらないのですか。ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） 今、正確な数字

は押さえておりませんけれども、たんの吸引につき

ましては、みずからのたんを吐き出すだけの肺活量

がない患者がおりまして、それは常時、重症度とい

うよりも、町立病院に関してはそういう患者、例え

ば手術をした後の養護のための入院とかではなく

て、高齢においてのですから、かなりの数がおりま

して、病院の重症度については、うちの病院の場合
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は看護基準２ですから１０％です。そういう患者が

１０％いると、看護必要度ということでの加算、こ

れは施設基準の加算なのですけれども、受けられま

す。毎月それは評価をしておりまして、１０％は下

回っておりません。よって、そういう症状の患者さ

ん、必要度に関する患者さんというのは１０％以上

はいるという内容でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番村上委員。 

○３番（村上和子君） それでは、これからのこと

につきましては、町立病院の立ち位置というので

しょうか、これから考えて、病床も７対１病床とか

というふうに変わってくるようですけれども、今後

の見通しとしてはどうなのでしょうか。医師の件は

安定的な確保が図られるのか、また、そういった見

通し、地域の医療核としての、地域の医療ビジョン

としてどのようにお考えなのか、ちょっとお尋ねし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） 今、大変大きな

問題、課題を質問でお伺いしましたけれども、今現

在の病院の立ち位置の状況でございますと、医師に

ついてはかなり充足しております。専門の先生方に

おいても、循環器内科、泌尿器、それから肝臓外来

等の専門医も受けておりますので、充足しておりま

す。しかし、やはり基本的には常勤の先生方の３人

の体制を守っていかなければ、今の救急等の医療を

維持していく、それから今の開院の日数を維持して

いくということは大変難しいと思いますので、まず

我々の仕事としては常勤の医師の３人を確保しなが

ら、系列の医局であります第３内科、第１外科から

の支援要請をお願いをしていくというところで活動

しております。 

 今のところは医師の確保については、うまくいっ

ているといいましょうか、先生方からの当直回数だ

とか勤務の内容だとかにおいての不満等について

は、私のほうには来ていない状況です。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） １１ページの病床の利用状

況をちょっと拝見させていただきまして、大体、こ

れは患者相手なものですから、多い年、少ない年と

いうのはあるかというふうに思います。平均、一般

病棟で言えば５８.７％で、老健でいけば８９％台

という形になっておりますが、今後、大体診療のす

み分け等が行われるということであれば、この病床

の利用率等も、ほぼこういう、５０％台で推移する

のかなというふうに思いますが、ここら辺はどのよ

うな受けとめ方をされているのか、この点まず伺っ

ておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ４番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 ５８.７％の一般病床の稼働率でございますけれ

ども、これは、平成２５年度に関しまして言います

と、私が予定していた稼働率よりも低い状況です。

本来、町立病院は７０％、稼働率３０床から３１床

でいきますと、今までの収支から言うと黒字という

数字が出てきている実績です。この５８.７％とい

うのは、やはり、ちょっと落ちこんだ状況の中での

数字でございまして、今後については、やはり７０

％の３０床から３１床の稼働が病院の収支における

理想の形ということで認識しているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 患者相手で、一概に機械的

に入所してもらうためにはどうすればいいかという

ような話にはならないかと思うのですけれども、最

低限こういった努力をすれば、いろいろ、相手がい

ることの話でありますけれども、やっぱり入所、

ベッドの稼働率もふえる可能性もあるのかなという

ふうな、そこら辺、ちょっと変な質問になってしま

うのですけれども、そこら辺はどのようにお考えな

のか。例えば外来がふえなければ当然こういったと

ころにも結びつかない話だというふうに思います

し、また、お医者さんの対応次第でも、またそう

いったところに結びつくか結びつかないかというよ

うな状況も考えられます。そういった相互判断で

ちょっと答えていただければというふうに思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ４番米沢委員の

御質問ですけれども、そのとおりでございまして、

私がここでどんなに力んで３１床と言っても、私が

ふやせられるわけではございません。ただ、言える

のは、うちの病院の場合、入院するような患者がよ

そから紹介状を持ってくるということは１００％あ

り得ないと思います。 

 問題は、いかにして健康だと思われる人が、実は

こういう検査をしてポリープがありましたとかとい

うのが率的には効率が大変よろしいわけでございま

して、平成２５年度の決算書の１１ページの一番

下、レントゲン利用件数のところで、平成２４年度
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が内視鏡３２１件となっております。平成２５年度

が３６６件なのですが、実際、この内視鏡というの

は、平成２３年度では４２０件やっていた件数なの

です。ですから、４２０件の件数、すなわち、ここ

で言いますと５４件ほど平成２３年度から見ると落

ちていますけれども、やはり検査をしなければ入院

とかに、検査をすることによって、大腸検査でした

ら即入院とかという形になってきますので、いかに

検査をふやしていくかと。そのために、常勤の先生

方については外来で頑張っていただいて、旭川医大

からの先生方に検査をしていただくというのが、や

はり一番大きな患者増の形になっているというふう

に思われます。 

 よって、検査の回数並びに、やはりよそからの先

生方、医局からの先生方の派遣によって患者さんの

掘り起こしをしていただくというのが病院経営上必

要ではないかというふうに思っている次第です。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番米沢委員。 

○４番（米沢義英君） 本当に、入院される方が少

ないということは、それはそれで大変いいことなの

ですけれども、経営上の問題で言えばいろいろは出

てくるのですけれども、そういったいろいろと努力

もされているという形で、社会的要因もあるという

形でちょっとお伺いしてみました。 

 それで、あと、今入院した場合、車椅子等が利用

されているかというふうに思います。外来等におい

ても、車椅子が玄関に置いたりだとかしておりま

す。恐らく、この間もちょっと病院に行く用事があ

りまして見ましたら、かなり古くなっている部分が

ありまして、今は症状によっては車椅子の機種も変

わってきていますので、そういった意味では大分古

い車椅子等が多くなっている部分が見受けられます

ので、そういった部分の交換等などは、こういった

平成２５年度等においてはどういう状況なのか、

ちょっと、老健等においては一定の部分改善された

部分はありますが、お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○４番（米沢義英君） ４番米沢委員の御質問です

が、御指摘のとおり、外来でしたら、特にその症状

に適応した車椅子というのが今はかなりございま

す。背もたれが高くなっているものとかいろいろあ

るわけで、うちの病院に今置いてあります車椅子と

いうのは、ごく一般的な形でございます。 

 そういう患者の場合、おのおの移送サービス等、

また、ラベンダーハイツ等にいらっしゃる方は送迎

によって、みずからの車椅子で来られる方がいらっ

しゃいます。今後の課題として、町立病院の外来に

ついては本当に一般的なものしか御用意させていた

だいておりませんので、今後検討させていただきた

いと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） なければ、これで病院

事業会計の質疑を終了いたします。 

 以上で、企業会計決算認定についての質疑を終了

いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 説明員は退席願います。 

（説明員退席） 

────────────────── 

午前１０時２９分 休憩 

午前１０時３０分 再開 

────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開します。 

 これより、分科会ごとに審査意見案の作成を行い

ます。 

 分科会ごとに審査意見案が作成されましたら、委

員長まで提出願います。 

 会場等については、事務局長より説明いたさせま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 分科会の会場は、第１

分科会は第２会議室、第２分科会は議員控室としま

す。 

 分科会で審査意見書案の作成が終了しましたら、

議長室で正副委員長と分科長により成案を作成いた

します。成案がまとまりましたら、議事堂で成案の

報告、審議を行います。 

 それでは、会場に移動をお願いいたします。 

 以上であります。 

─────────────── 

午前１０時４５分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続

き、委員会を再開いたします。 

 審査意見書案の整理を行いましたので、事務局長

に朗読させます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 平成２６年度決算特別

委員会審査意見書案を朗読いたします。 

 平成２６年度（平成２５年度会計）上富良野町決

算特別委員会審査意見書（案）。 
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 一般会計。 

 歳入。 

 １、町税等の収納について。 

 税の収納状況については、収納率の向上が見られ

ているが、今後も引き続き不納欠損に至らぬよう収

納率の向上に努められたい。 

 歳出。 

 １、演習場周辺地区整備補助事業について。 

 極力早期の事業実施を行い、効果的な執行に努め

られたい。 

 ２、定住移住促進及び企業誘致について。 

 実効性のある目標を定め、具体的な取り組みを進

められたい。なお、企業誘致など働く場の確保に努

められたい。 

 ３、防災について。 

 現実に即した防災訓練となるよう常に見直しを図

られたい。また、自衛隊、消防など専門的知識を有

した人材の登用を図られたい。 

 ４、公共施設の需用費について。 

 電気料、燃料費等が高騰しているため、積極的に

新エネルギーの導入を図られたい。 

 ５、在宅福祉について。 

 多様なニーズに対し、きめ細やかに対応を図られ

たい。 

 ６、インフラ整備について。 

 老朽化の進んでいる道路、河川、橋梁、上下水道

など、インフラの更新について計画的、効果的な実

施に努められたい。 

 国保会計。 

 保健福祉課と連携を図り、予防を促進して重度化

を防ぎ、保険給付費の抑制を図られたい。 

 公共下水道事業特別会計及び水道事業会計。 

 滞納、収入未済について適切な対応を図り、

チェック体制を確立して不納欠損の縮減に努められ

たい。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、審査意見書

案の審議を行います。 

 ただいま朗読した審査意見書案について、御異

議、御意見はありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、審査意見書案は、ただいまの審議のとお

りと決定いたしました。 

 以上で、審査意見書案の審議を終わります。 

 これより、理事者に意見書を提出しますので、こ

の間を暫時休憩といたします。 

 再開は、１時２０分といたします。 

─────────────── 

午後 １時０２分 休憩 

午後 １時２０分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 理事者より所信表明の申し出がございますので、

発言を許します。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） 委員長からお許しをいただ

きまして、所信を表明させていただきたいと思いま

す。 

 先ほど、委員長から平成２５年度会計におきます

決算特別委員会の審査意見書を頂戴いたしました。

歳入歳出、さらには特別会計、企業会計に当たりま

して御意見を賜りました。 

 私ども、その御意見を拝見させていただきました

が、私どもが日々業務執行に当たるにおいて、常に

課題として押さえている事項で、全く共有できるも

のでございまして、大変貴重な御意見ということで

受けとめさせていただきました。 

 特に、今回御意見を賜りました一つ一つの事柄に

つきましては、町民の皆さん方が大いに期待をして

いる行政課題ばかりでございまして、私どもといた

しましては、皆様方から賜りました種々の御意見も

踏まえまして、これからの業務執行にしっかりと当

たっていく決意をしているところでございます。そ

して半歩でも一歩でも前へ改善して進むように、こ

れから日々精進して心がけてまいりたいと思いま

す。 

 今回の御意見は、私どもに対して皆様方から背中

を押していただいたというふうに理解をして真摯に

受けとめ、しっかりと取り組んでまいりますことを

表明いたしまして、所信とさせていただきたいと思

います。 

 大変貴重な御意見を賜りまして、ありがとうござ

いました。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 ただいまの理事者の所信表明により、今後の町政

執行において、十分その意見を尊重し、最善の努力

をしたいとの確認が得られましたので、討論を省略

し、議案第１２号平成２５年度上富良野町各会計歳

入歳出決算認定について及び議案第１１号平成２５

年度上富良野町企業会計決算認定についてを採決し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、討論を省略し、議案第１２号平成２５年
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度上富良野町各会計歳入歳出決算認定について及び

議案第１１号平成２５年度上富良野町企業会計決算

認定についてを起立により採決いたします。 

 最初に、議案第１２号平成２５年度上富良野町各

会計歳入歳出決算認定については、意見を付し、原

案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数と認めます。 

 よって、本件は意見を付し、原案のとおり認定す

ることに決しました。 

 次に、議案第１１号平成２５年度上富良野町企業

会計決算認定については、意見を付し、原案のとお

り認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であります。 

 よって、本件は意見を付し、原案のとおり認定す

ることに決しました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の審査報告書の内容については、委員長

及び副委員長に御一任願いたいと存じます。これに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の決算審査報告書の内容につい

ては、委員長及び副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託された案件の審議

は、全部終了します。 

 決算特別委員会の終わりに当たりまして、一言お

礼を申し上げます。 

 平成２６年度決算特別委員会が、委員各位、理事

者並びに説明員の御協力をいただきまして、円滑に

終了することができました。ありがとうございま

す。 

 非常に厳しい財政の中、また、税等住民の大きな

負担の中、議会の権能を十分に生かし、住民の立場

に立った審議、質疑をしていただきました。本当に

ありがとうございます。 

 今委員会の審査意見を十分に踏まえて、次年度の

予算編成に向けて最小限の財源で最大の効果が得ら

れるよう、理事者側には予算編成をまたしていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 皆様の御協力を得まして、委員会がスムーズに運

営できましたことに感謝申し上げまして、委員長退

任の挨拶とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 これをもって、決算特別委員会を閉会いたしま

す。 

 まことに御苦労さまでした。 

午後 １時２５分 閉会  
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